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資料２－２ 



 

平 成 ２ ３ 年 度 評 価 項 目 に つ い て 

評価区分 ２３年度計画記載項目 頁 

評価シート１ 
（雇用開発業務（相談、セミ 
ナー等））【厚生労働省】 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 1 

 １ 雇用開発業務について 1 

 （１）相談等業務について 1 

評価シート２ 
（雇用開発業務関係助成金等 
の業務）【厚生労働省】 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 6 

 １ 雇用開発業務について 6 

 （２）助成金の支給、貸付等の業務について 6 

評価シート３ 
（連携及び効果的な職業訓練 
の実施）【厚生労働省、（独）
高齢・障害・求職者雇用支
援機構】 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 10 

 ２ 職業能力開発業務について 10 

 （１）関係機関等との連携について 10 

 （２）効果的な職業訓練の実施について 10 

評価シート４ 
（離職者訓練）【厚生労働省、

（独）高齢・障害・求職者
雇用支援機構】 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 13 

 ２ 職業能力開発業務について 13 

 （３）離職者を対象とする職業訓練について 13 

評価シート５ 
（高度技能者養成訓練）【（独）

高齢・障害・求職者雇用支
援機構】 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 19 

 ２ 職業能力開発業務について 19 

 （４）高度技能者の養成のための職業訓練について 19 

評価シート６ 
（在職者訓練）【（独）高齢・障

害・求職者雇用支援機構】 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 22 

 ２  ２ 職業能力開発業務について 22 

 （５）在職者を対象とする職業訓練について 22 

評価シート７ 
（若年者対策、キャリア・コン 
サルティング）【厚生労働省、
（独）高齢・障害・求職者
雇用支援機構】 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 25 

 ２ 職業能力開発業務について 25 

 （６）若年者対策について 25 

 （７）キャリア・コンサルティングについて 26 

評価シート８ 
（事業主等との連携・支援、新 
分野展開）【（独）高齢・障害・
求職者雇用支援機構】 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 30 

 ２ 職業能力開発業務について 30 

 （８）事業主等との連携・支援について 30 

評価シート９ 
（職業能力開発関係助成金等 
の業務）【厚生労働省】 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 32 

 ２ 職業能力開発業務について 32 

 （９）労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための助成金及び技能者育成資金
について 

32 

評価シート１０ 
（指導員養成、訓練コースの開 
発等）【（独）高齢・障害・求
職者雇用支援機構】 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 38 

 ２ 職業能力開発業務について 38 

 （１０）職業訓練指導員の養成について 38 

 （１１）訓練コースの開発等について 39 

評価シート１１ 
（公共職業能力開発施設等） 
【（独）高齢・障害・求職者雇
用支援機構】 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 41 

 ２ 職業能力開発業務について 41 

 （１２）公共職業能力開発施設等について 41 

 

 

 

評価区分 ２３年度計画記載項目 頁 

評価シート１２ 
（財形業務）【（独）勤労者
退職金共済機構】 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 43 

 ３ 勤労者財産形成促進業務について 43 

 （１）融資業務について 43 

 （２）周知について 43 

 （３）業務運営の効率化について 44 

 （４）その他 44 

評価シート１３ 
（助成金等の平均処理期 
間の短縮、特例業務）【厚
生労働省、（独）高齢・障
害・求職者雇用支援機構、
（独）勤労者退職金共済
機構】 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 47 

 

４ 助成金の支給、融資等の業務について 47 

５ その他機構が行う業務 47 

評価シート１４ 
（組織・人員体制）【高齢・
障害・求職者雇用支援機
構】 

第２ 組織・業務実施体制等の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 52 

 １ 組織・人員体制について 52 

評価シート１５ 
（業績評価）【（独）高齢・
障害・求職者雇用支援機
構】 

第２ 組織・業務実施体制等の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 56 

 ２ 業績評価の実施による業務内容の充実について 56 

 （１）業績評価の実施 56 

 （２）業務改善の取組 56 

評価シート１６ 
（経費削減等、情報提供） 
【（独）高齢・障害・求職
者雇用支援機構】 

第２ 組織・業務実施体制等の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 59 

 ３ 経費削減等について 59 

 （１）一般管理費及び業務経費 59 

 

（２）人件費 59 

（３）随意契約の見直しについて 60 

（４）施設の有効活用等について 62 

（５）決算情報・セグメント情報の公表の充実等について 63 

４ 情報提供について 63 

評価シート１７ 
(予算、収支計画、資金計 
画、短期借入金、剰余金) 
【（独）高齢・障害・求職
者雇用支援機構、（独）勤
労者退職金共済機構】 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 70 

 

１ 予算、収支計画及び資金計画策定方針 70 

２ 予算 71 

３ 収支計画 71 

４ 資金計画 71 

第４ 短期借入金の限度額 72 

 
１ 勤労者財産形成促進業務に係る短期借入金について 72 

２ 運営費交付金の受入れの遅延等に係る短期借入金について 72 

第５ 剰余金の使途 72 

評価シート１８ 
（人員、施設・設備、積立 
金の処分）【（独）高齢・
障害・求職者雇用支援機
構】 

第６ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 76 

 

１ 人員に関する計画 76 

２ 施設・設備に関する計画 76 

３ 積立金の処分に関する事項 76 

第７ その他業務運営に関する重要事項 77 



 

1 

雇用・能力開発機構 評価シート１（雇用開発業務（相談、セミナー等）） （厚生労働省） 

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績 

第２ 業務の改善に関する事項 

 

１ 雇用開発業務について 

就職資金の貸付け、中小企業事業主等に対して行

う雇用管理の改善に関する相談その他の援助、建設

業事業主等に対して行う雇用管理の改善等に関す

る相談その他の援助等については、事業主等のニー

ズに応えた効果的な実施を目指し、下記事項のとお

り実施すること。 

（１）相談等業務について 

① 利用対象者に対し周知し、相談者等の要望に

的確に応えられるようにすること。 

また、相談、セミナー、講習、研修等の終了

後に調査を実施し、利用者の意見等をより的確

に把握できるようにするとともに、当該調査結

果を分析して業務の質の向上に反映させるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

１ 雇用開発業務について 

 

 

 

 

 

 

（１）相談等業務について 

① 調査結果の分析及び業務への反映について 

相談、セミナー、研修等に係る調査について

は、中小企業事業主等の雇用管理の実態、利用

者の意見等をより的確に把握できるよう実施

するとともに、当該調査結果を分析して業務の

質の向上に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置  

１ 雇用開発業務について 

 

 

 

 

 

 

（１）相談業務について 

① 調査結果の分析及び業務への反映について 

相談に係る調査については、中小企業事業

主等の雇用管理の実態、利用者の意見等をよ

り的確に把握できるよう実施するとともに、

当該調査結果を分析して業務の質の向上に

反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 雇用開発業務について 

 

 

 

 

 

 

（１）相談業務について 

  ① 調査結果の分析及び業務への反映について 

中小企業事業主等の雇用管理の実態、利用者の意見等をより的確に把握できるようアン

ケート調査及びヒアリング調査を実施し、当該調査結果を分析して以下のとおり業務の質

の向上に反映させる取組を行った。 

（イ）中小企業事業主等に対する相談業務について 

相談業務終了後の事業主等へのアンケート調査及び平成２２年度に相談を実施した

事業主等へのフォローアップのためのヒアリング調査を実施し、調査結果を基に、各都

道府県センターにおける雇用管理ケース会議等において課題を検討し、業務の改善を行

った。 

また、一層の業務改善の取組を推進するため、各都道府県センターにおける業務改善

事例については、本部で集約の上、各都道府県センターへフィードバックし、情報の共

有化を行った。 

《アンケート調査結果等に基づく業務改善事例》 

・ 有効な情報の提供 

各機関における雇用改善等に係る支援制度をまとめて把握したいとの意見を踏ま

え、県が作成するガイドブックに各支援制度の情報を掲載し、多くの事業主に円滑に

周知ができるよう努めた。 

・ 事業所訪問による事業主等への説明 

助成金の利用を目的とした事業所に対しても、事務担当者に雇用管理に関する情報

提供を行い、助成金の適正支給の確認のために行う事業所訪問の機会を活用して、事

業主にも雇用管理上の課題の確認や解決方法のアドバイスを行った。 

・ 相談終了後のフォローアップ 

アンケートの満足度は高かったものの、相談により課題の解決に至ったかが不明で

あったことから、相談から約半年後にヒアリングを行い、課題解決に至っていなけれ

ば、過去の相談事例等を参考に、再度、資料提供や情報提供を行った。 

（ロ）建設業事業主等に対する相談業務について 

建設業事業主等の雇用管理の実態、利用者の意見等をより的確に把握できるよう、利

用事業主等に対し、相談終了後おおむね３ヶ月経過した時点でサンプル調査を実施し、

その調査結果を基に、各都道府県センターにおける雇用管理ケース会議等において課題

を検討し、業務の改善を行った。 

また、一層の業務改善の取組を推進するため、各都道府県センターにおける業務改善

事例については、本部で集約の上、各都道府県センターへフィードバックし、情報の共

有化を行った。 

《アンケート調査結果等に基づく業務改善事例》 

・ 相談者の理解度を上げるための工夫 
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② 中小企業事業主等に対する相談、セミナー等

については、次のとおりとすること。 

（イ）相談件数の増大を図ること。 

（ロ）人材確保や職場定着に資する内容に重点を

おいたものとすること。 

（ハ）相談、セミナー等の終了後に、①のほか、

雇用管理の実態についても調査し、当該調査

結果を分析して業務の質の向上に反映させ

ること。 

（ニ）相談、セミナー等を利用した事業主等にお

ける求人の充足率が平均２５％以上、労働者

の離職率が平均１５％以下となるようにす

るとともに、８０％以上の利用者から役立っ

た旨の評価が得られるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 中小企業事業主等に対して行う雇用管理の

改善に関する相談等について 

（イ）相談について 

（ⅰ）中小企業事業主等に対して行う雇用管理

の改善に関する相談については、ホームペ

ージ及びパンフレット等を通じて周知し、

相談件数の増大を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）相談事例や企業等の雇用管理の改善等に

ついての好事例等の情報を積極的に収

集・整理し、その積極的な活用を図るなど

とともに、相談終了後に利用者に対する調

査を実施し、８０％以上の利用者から雇用

管理の改善を進める上で役立った旨の評

価が得られるようにする。 

 

 

 

 

（ⅲ）中小企業の人材確保や職場定着に資する

内容に重点化して実施することにより、相

談を受けた事業所において、求人の充足率

が平均２５％以上、労働者の離職率が平均

１５％以下となるようにする。 

（ロ）セミナー等 

（ⅰ）関係機関と連携を図り、効果的な情報の

収集・提供を行うとともに、中小企業事業

主等に対して雇用管理の改善等を図るた

めのセミナー等を実施する。また、セミナ

ー等終了後に調査を実施し、８０％以上の

者から役立った旨の評価が得られるよう

にする。 

 

 

 

 

 

② 中小企業事業主等に対して行う雇用管理の

改善に関する相談について 

 

（イ）中小企業事業主等に対して行う雇用管理

の改善に関する相談については、ホームペ

ージ及びパンフレット等を通じて周知す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）相談事例や企業等の雇用管理の改善等に

ついての好事例等の情報を積極的に収集・

整理し、その積極的な活用を図るなどとと

もに、相談終了後に利用者に対するアンケ

ート調査を実施し、８０％以上の者から雇

用管理の改善を進める上で役立った旨の評

価が得られるようにする。 

 

 

 

 

（ハ）中小企業の人材確保や職場定着に資する

内容に重点化して実施することにより、相

談を受けた事業所において、求人の充足率

が２５％以上、労働者の離職率が１５％以

下となるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設雇用改善に関する助成制度の説明時においては、的確に理解を得るよう、具体

例の紹介や、よく問い合わせのある点について説明を行った。 

・ 積極的な事業所訪問の実施 

より具体的な課題・問題点の把握のため、事業所訪問等を積極的に行い、直接、事

業主にヒアリングし、雇用管理改善の取組に係る提案・説明を行った。 

② 中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する相談について 

 

 

（イ）相談業務の周知・実施 

中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する相談業務については、ホーム

ページ及びパンフレット等を通じて周知し、人材確保や職場定着に資する内容の相談件

数は次のとおりとなった。 

・ 相談件数  １８，４１９件 

（取組内容） 

・ 相談者の有する共通した課題については、過去の雇用管理相談事例から「人材確

保」、「就業規則」等のテーマごとに整理した冊子を作成し、必要に応じて利用者に

提供するとともに、パンフレットコーナーにも配置した。 

・ 相談申込用紙に記載された相談内容の抽象的なものについては、事前に具体的内

容を確認し、必要な資料等を準備することで、限られた相談時間の中で効果的かつ

効率的な相談を行った。 

・ 当機構の廃止に伴い、ホームページに終了案内を掲載するとともに、リーフレッ

トやチラシに業務終了のお知らせを附記し、事業主等への周知を図り、円滑な業務

の終了に努めた。 

（ロ）アンケート調査の実施 

相談事例や企業等の雇用管理の改善等についての好事例等の情報を収集・整理し、具

体的な取組事例を中小企業事業主等に例示することで、雇用管理改善の普及・啓発に努

め、相談終了後のアンケート調査において、９９．３％の者から雇用管理の改善を進め

る上で「大変役に立つ」「役に立つ」旨の評価を得た。 

※「大変役に立つ」   ５１．３％ 

「役に立つ」     ４８．０％ 

（有効回答者数   ８２３人） 

また、一層の業務改善の取組を推進するため、アンケート調査に基づく業務改善事例

については、本部で集約の上、各都道府県センターへフィードバックし、情報の共有化

を行った。 

（ハ）相談を受けた事業所の求人充足率 

・ 雇用管理相談を利用した事業所に対し、募集した求人に対して労働者が確保できた割

合についての調査を行い、回答をまとめた結果、求人充足率は次のとおりとなった。 

・ 求人充足率  ４６．１％ （調査事業所  ７６５社） 
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③ 建設業事業主等に対する相談、研修について

は、次のとおりとすること。 

（イ）更に多くの建設業事業主等に利用されるよ

う、具体的な相談事例の公表など広報内容を

充実するとともに、担当職員の資質の向上を

図りつつ、実施するものとすること。なお、

新規に利用した建設業事業主等を把握して

おくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）相談、研修を行った建設業事業主等のうち、

雇用管理の改善の取組を行った者又は行う

予定の者の割合が８０％以上となるように

すること。 

 

 

 

 

④ 沖縄県における離職者等に対する相談につ

いては、８０％以上の利用者から役立った旨の

評価が得られるようにすること。 

 

（ⅱ）セミナー等については、中小企業の人材

確保や職場定着に資する内容に重点化し

て実施することにより、セミナー等を受け

た事業所において、求人の充足率が平均 

２５％以上、労働者の離職率が平均１５％

以下となるようにする。 

③ 建設業事業主等に対して行う雇用管理の改

善に関する相談等について 

（イ）建設業事業主等に対して行う雇用管理の改

善に関する相談等の業務については、更に多

くの建設業事業主等に利用されるよう、ホー

ムページ及びパンフレット等において具体

的な相談事例を公表するなど周知・広報を充

実するとともに、担当職員の資質の向上を図

りつつ、実施する。なお、新規に利用した建

設業事業主等を把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）相談、研修を行った建設業事業主等のうち、

雇用管理の改善の取組を行った者又は行う

予定の者の割合が８０％以上となるように

する。 

 

 

 

 

④ 沖縄県における離職者等に対する援助業務

について 

公共職業安定所等関係機関との密接な連携

の下、沖縄県における離職者等に対する就職相

談、免許・資格取得相談、生活相談など再就職

の支援を図るための援助業務を実施する。 

また、利用者に対する調査を実施し、８０％

以上の者から就職活動を進める上で役立った

旨の評価が得られるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 建設業事業主等に対して行う雇用管理の改

善に関する相談について 

（イ）雇用管理の改善に関する相談 

 

 

 

（ⅰ）ホームページ及びパンフレット等にお

いて具体的な相談事例を公表するなど

周知・広報を行う。 

 

（ⅱ）担当職員の資質の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅲ）新規に利用した建設業事業主等を把握

する。 

（ロ）相談を行った建設業事業主等に対して相

談終了後調査を実施し、雇用管理の改善の

取組を行った者又は行う予定の者の割合が

８０％以上となるようにする。 

 

 

 

 

④ 沖縄県における離職者等に対する援助業務

について  

公共職業安定所等関係機関との密接な連

携の下、沖縄県における離職者等に対する就

職相談、免許・資格取得相談、生活相談など

再就職の支援を図るための援助業務を実施

する。 

また、利用者に対するアンケート調査を実

施し、８０％以上の者から就職活動を進める

上で役立った旨の評価が得られるようにす

 

 

 

 

 

 

③ 建設業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する相談について 

 

（イ）雇用管理の改善に関する相談 

建設業事業主等に対して行う雇用管理の改善等に関する相談については、事業主等の

ニーズに応えた効果的な実施を図るため、以下の取組を行った。 

 

（ⅰ）雇用管理の改善に関する相談 

ホームページに建設業関係の雇用管理に関する具体的な相談事例を公表し、また、

建設雇用改善助成金の各種パンフレットにおいても相談事例を周知した。  

・ 相談件数  ２１，８６０件 

（ⅱ）相談業務を行う職員の資質向上を図るため、雇用管理に関する最新の知識や関係法

令の内容、建設業の現状等を習得する等の職員研修を実施した。 

・ 実施回数  ６１回 

（実施内容例） 

・ 建設雇用改善助成金制度概要 

・ 建設雇用改善法等 

・ 労働関連法（労働基準法） 

・ 建設業の現状 

・ 雇用管理のあり方（雇用契約、就業規則、 賃金管理、労働時間管理、募集・

採用） 

・ 個人情報保護 等 

（ⅲ）新規に利用した建設業事業主等は１，４９１社であった。 

 

（ロ）相談終了後調査の実施 

相談終了後の雇用管理改善等の必要性の認識度等を把握するため、相談終了後おおむ

ね３ヶ月経過した時点でサンプル調査を実施し、９３．６％の建設業事業主等から雇用

管理の必要性を再認識し、雇用管理の改善の取組を「行った」又は「行う予定」の回答

を得た。 

※「行った」    ８３．７％ 

「行う予定」     ９．９％ 

（有効回答者数   ５１６件） 

④ 沖縄県における離職者等に対する援助業務について 

・ 沖縄県における離職者等に対する相談援助等については、公共職業安定所等関係機関と

の密接な連携な下、沖縄県内における就職のための相談や、沖縄県からの就職者の多い大

都市に配置した相談員による相談を実施し、就職、転職、職場環境への適応等に関する適

切な助言を行った。 

なお、当機構の廃止に伴い、平成２３年１０月１日に当該業務は国（該当労働局（沖縄

労働局等））に移管したことから、円滑な業務の移管に向けて、該当労働局と十分に調整し、

必要な引継ぎを行った。 

・ 相談終了後のアンケート調査において、１００％の者から就職活動等を進める上で｢大変

役に立つ｣｢役に立つ｣旨の評価を得た。 



 

4 

 る。 

 

 

・ 相談件数      １，０３１件 

※「大変役に立つ」   ６２．０％ 

「役に立つ」     ３８．０％ 

（有効回答者数     １８７人） 

また、沖縄県から就職者の多い大都市においては、行政機関等との連絡会議を開催し、

労働市場の状況等について意見交換を行うとともに、一層の業務改善の取組を推進するた

め、アンケート調査に基づく業務改善事例については、本部で集約の上、フィードバック

し、情報の共有化を行った。 

 

 

評価の視点等 【評価項目１ 雇用開発業務（相談、セミナー等）】 自己評価 Ａ  評定   

 

 

 

 

 

 

・  相談の満足度（９９．３％）、相談を受けた事業所の求人充足率（４６．１％）及

び労働者の離職率（１０．４％）など、中期計画に対する数値目標を上回った。 

・ アンケートの調査結果について分析し、各都道府県センターの雇用管理ケース会議

等において課題を検討するなど業務の改善を図り、業務の質の向上に反映させた。 

以上のとおり、数値目標がある項目については、計画を概ね上回ったこと、また、中

小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する相談件数は減尐しているが、これ

は本年度の事業実施期間が上半期のみであったこと等によること、さらに、事業効果に

係るアンケート調査を実施し、調査結果を基に、一層の業務の改善に努めたことから、

自己評価を「Ａ」とした。 

 

 

［数値目標］ 

・相談事例や雇用管理改善の好事例等を収集し、活用を図ることにより、相談、セミナ

ー等終了後の利用者に対するアンケート調査において、雇用管理の改善を進める上で役

立った旨の評価をした者は、８０％以上であったか。 

（実績） 

＜相談＞ 

平成１９年度 ９８．９％ 平成２０年度 ９９．０％ 平成２１年度 ９９．５％ 

平成２２年度 ９９．２％ 

＜セミナー＞ 

平成１９年度 ９５．４％ 平成２０年度 ９６．２％ 平成２１年度 ９６．２％ 

平成２２年度 ９６．８％ 

 

相談終了後のアンケート調査において、９９.３％の利用者から、雇用管理の改善

を進める上で役立った旨の評価を得た。 

なお、セミナー等については、平成２２年度限りで事業を終了している。 

（業務実績「（１）②（ロ）アンケート調査の実施」（Ｐ．２） 

 

・相談、セミナー等を受けた事業所において、求人の充足率が２５％以上、労働者の離

職率が１５％以下となったか。 

（実績） 

＜求人充足率（相談）＞ 

平成１９年度 ３３．８％ 平成２０年度 ３９．５％ 平成２１年度 ５６．０％ 

平成２２年度 ３４．９％ 

＜求人充足率（セミナー）＞ 

平成１９年度 ２５．０％ 平成２０年度 ２９．７％ 平成２１年度 ５５．２％ 

平成２２年度 ３０．８％ 

＜離職率（相談）＞ 

平成１９年度 １１．７％ 平成２０年度 １１．６％ 平成２１年度 １０．５％ 

平成２２年度  ９．９％ 

＜離職率（セミナー）＞ 

平成１９年度  ９．８％ 平成２０年度 １１．２％ 平成２１年度  ９．９％ 

平成２２年度  ９．５％ 

雇用管理相談を利用した事業所における求人充足率は４６．１％、労働者の離職率

は１０．４％となった。（業務実績「（１）②（ハ）相談を受けた事業所の求人充足率」

（Ｐ．２）。） 

・相談・研修を行った建設事業主等のうち、雇用管理の改善の取組を行った者又は行う

予定の者の割合が８０％以上となったか。 

（実績） 

相談、研修を行った建設事業主等のうち、９３．６％の建設業事業主等から雇用管

理の必要性を再認識し、雇用管理の改善の取組を行った又は行う予定の回答を得た。

（業務実績「（１）③（ロ）相談、研修終了後調査の実施」（Ｐ．３）参照。） 
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平成１９年度 ９１．２％ 平成２０年度 ９１．３％ 平成２１年度 ９２．５％ 

平成２２年度 ９１．６％ 

 

・沖縄県における離職者等に対する援助業務を実施し、８０％以上の者から就職活動を

進める上で役立った旨の評価を得たか。 

（実績） 

平成１９年度 ９９．４％ 平成２０年度 １００％ 平成２１年度 １００％ 

平成２２年度 １００％ 

沖縄県における離職者等に対する援助業務等については、アンケート調査におい

て、１００％の者から就職活動等を進める上で役立った旨の評価を得た。（業務実績

「（１）④ 沖縄県における離職者等に対する援助業務について」（Ｐ．３、４）参照。） 

 

［評価の視点］ 

・相談、セミナー、講習、研修等の終了後に調査を実施し、当該調査結果を分析して業

務の質の向上に反映させたか。 

実績：○ 

相談終了後にアンケート調査及びヒアリング調査を実施し、調査結果を基に、各都

道府県センターにおける雇用管理ケース会議等において課題を検討し、県が作成する

ガイドブックに機構が実施する各支援制度の情報を掲載してもらうよう働き掛けた

り、助成金の利用を目的とした事業所に対しても、事業所訪問の機会を活用して、雇

用管理上の課題の解決方法についてアドバイスを行うなど、業務の改善を図った。 

また、都道府県センターにおける業務改善事例については、本部で集約の上、各都

道府県センターへフィードバックし、情報の共有化を図り、一層の業務改善の取組を

推進した。（業務実績「（１）① 調査結果の分析及び業務への反映について」   

（Ｐ．１）参照。） 

・中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する相談については、相談件数は

増大したか。 

（実績） 

平成１９年度 ４３，５１６件 平成２０年度 ５１，０７６件  

平成２１年度 ５８，４７４件 平成２２年度 ６４，６７９件 

実績：× 

中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する相談業務については、ホー

ムページ及びパンフレット等を通じて周知し、人材確保や職場定着に資する内容の相

談件数は１８，４１９件となった。（業務実績「（１）②（イ）相談業務の周知・実施」

（Ｐ．２）参照。） 

なお、昨年度から減尐した主な要因として、①平成２３年度は上半期のみであった

こと、②雇用管理アドバイザーの活用を平成２２年度限りで終了したこと、③平成２

３年度より中小企業基盤人材確保助成金の支給対象分野を成長分野等に限定したこ

とに伴い、助成金を活用した雇用管理の改善に関する相談が減尐したこと等が挙げら

れる。 
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雇用・能力開発機構 評価シート２（雇用開発業務関係助成金等の業務）（厚生労働省） 

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度業務実績 

第２ 業務の改善に関する事項 

 

１ 雇用開発業務について 

（２）助成金の支給、貸付等の業務について 

① ホームページ及びパンフレットにおいて、制

度内容、利用条件、相談・受付窓口等を公開し、

申請者の利便を図ること。 

② 説明会や相談業務を通じて、制度の趣旨等を

申請者に対し十分に周知することにより、申請

者の利便を図るとともに申請内容の適正化や

不正受給の防止を図ること。なお、説明会につ

いては、終了時に調査を実施し、内容を理解し

た旨の評価を８０％以上得られるようにする

こと。また、当該調査については、利用者の意

見等をより的確に把握できるよう実施すると

ともに、当該調査結果を分析して業務の質の向

上に反映させること。 

③ 建設業事業主等に対する助成金については、

新規申請者数の対前年度増加率が２％以上と

なるようにすること。 

④ 申請に係る諸手続の合理化を進めることに

より、申請者の手続面での負担の軽減を図るこ

と。 

⑤ 職員研修等による担当者の審査能力の向上、

実地調査の実施等により、不正受給の防止に努

めること。 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

１ 雇用開発業務について 

（２）助成金の支給、貸付等の業務について 

① 助成金の支給業務について 

 

 

 

 

 

（イ）ホームページ、パンフレット、申込みに係

る手引等を作成することとし、その作成に当

たっては、制度内容、利用条件、相談・受付

窓口等を利用者の視点に立った分かりやす

い表現とする。パンフレット、申込みに係る

手引等については、都道府県センターにおい

て配布するとともに、公共職業安定所等関係

機関においても配布されるようこれらの機

関との連携を図る。また、インターネットを

通じた質問を受け付け、よくある質問に対し

て回答をホームページに公開するなど積極

的に利用者の利便の向上と情報提供に努め

る。さらに、支給金額、利用条件等の制度内

容に変更があった場合は当該変更が確定し

た日から、７日以内にホームページ等で公開

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）説明会や相談業務を通じて制度の趣旨、内

容、申請手続等を利用者に対して十分に説明

することなどにより、利用者の利便を図ると

ともに、関係機関との連絡会議等を開催し、

情報を共有することにより、申請内容の適正

化や不正受給の防止等を図る。 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

１ 雇用開発業務について 

（２）助成金の支給業務について 

 

 

 

 

 

 

① 制度の周知等 

（イ）制度内容、利用条件、相談・受付窓口等

を利用者の視点に立った分かりやすい表現

で、ホームページ、パンフレット、申込み

に係る手引等を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）パンフレット、申込みに係る手引等は、

公共職業安定所等関係機関においても配布

されるよう連携を図る。 

（ハ）インターネットを通じた質問を受け付け、

よくある質問については回答をホームペー

ジに公開する。 

（ニ）支給金額、利用条件等の制度内容に変更

があった場合は、当該変更が確定した日か

ら、７日以内にホームページで公開する。 

 

 

 

 

（ホ）説明会や相談業務において制度の趣旨、

内容、申請手続等及び不正受給の防止につ

いて利用者に対して十分に説明する。 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 雇用開発業務について 

（２）助成金の支給業務について 

中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する助成金及び建設事業主等に対して

行う雇用管理の改善等に関する助成金の支給業務については、申請者の利便や申請内容の適

正化、不正受給防止を図るため、以下の取組を行った。 

なお、当機構の廃止に伴い、平成２３年１０月１日に当該業務は国（都道府県労働局）に

移管したことから、円滑な業務の移管に向けて、都道府県労働局と十分に調整し、必要な引

継ぎを行った。 

① 制度の周知等 

（イ）ホームページ、パンフレット、手引等の作成等 

・ 助成金制度をより分かりやすく、利用しやすいものとするため、ホームページにおい

ては、制度改正の後、速やかに、利用者にとってわかりやすいレイアウト、表現及び受

付窓口への誘導等の見直しを行い、公開した。 

また、利用対象者（事業主・事業主団体）別に活用できる助成金を紹介するサイトに

よる案内も行った。 

なお、助成金の制度内容の変更については、速やかにホームページで公開し、助成金

を活用する事業主等へ積極的に周知した。 

・ 建設雇用改善助成金の新規活用を促すため、申請の流れについて独自の資料を作成し、

ホームページに公表するとともに、申請書・記載例をトップページに公開することで、

利用者の利便性の向上に努めた。 

・ 当機構の廃止に伴い、平成２３年１０月１日以降、国（都道府県労働局）において実

施することとなったことから、ホームページやリーフレットに助成金申請先変更の案内

を掲載し、事業主等へ周知するとともに、都道府県に対してもリーフレットを配布し、

事業主等へ配布してもらうよう協力を依頼した。 

（ロ）パンフレット等の配布による周知 

作成したパンフレットや申請の手引等は、説明会や相談援助業務等において配布・周

知するとともに、公共職業安定所等関係機関においても配布されるようにした。 

（ハ）インターネットを通じた質問への対応 

インターネットを通じた質問は、電話、電子メールによる、説明・回答を行うととも

に、よくある質問については、回答をＱ＆Ａとしてホームページで公開した。 

（ニ）制度内容変更の公開 

・ 中小企業労働力確保法関係助成金 

中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する助成金については、平成２３

年４月１日付けの改正について、同日にホームページで公開した。 

・ 建設雇用改善助成金 

建設事業主等に対して行う雇用管理の改善等に関する助成金については、平成２３年

４月１日付けの改正について、同日にホームページで公開した。 

（ホ）利用者に対する説明 

説明会や相談業務において利用者に対して助成金の趣旨、目的及び受給のための手続

について、わかりやすく説明するとともに、不正受給を行うことのないよう、注意を促

した。 
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（ハ）職員研修を実施し、審査能力の向上を図る。

助成金については、併せて、可能な限り直接

事業所を訪問するなどし、支給要件と実際に

合致しているか等の確認を行う。また特に疑

義のあるものについては、すべて事業所を訪

問し、不正受給の防止に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ニ）説明会を積極的に開催するとともに説明会

終了時に調査を実施し、８０％以上の者か

ら、助成金等の制度の理解に役立った旨の評

価が得られるようにする。 

なお、調査については、利用者の意見等を

より的確に把握できるように実施するとと

もに、当該調査結果を分析して業務の質の向

上に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ヘ）関係機関との連絡会議等を開催し、情報

を共有することにより、申請内容の適正化

や不正受給の防止等を図る。 

 

② 審査能力の向上等 

（イ）職員研修を実施し、審査能力の向上を図

る。 

 

 

 

（ロ）可能な限り直接事業所を訪問するなどし、

支給要件と実際に合致しているか等の確認

を行い、疑義のあるものについては、すべ

て事業所を訪問するなど不正受給の防止に

努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 説明会の開催等 

（イ）説明会を積極的に開催するとともに、説

明会終了時に参加者に対してアンケート調

査を実施し、８０％以上の者から、助成金

等の制度の理解に役立った旨の評価が得ら

れるようにする。 

（ロ）アンケート調査については、利用者の意

見等をより的確に把握できるように実施す

るとともに、当該調査結果を分析して業務

の質の向上に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ヘ）関係機関との連携 

情報の共有化、不正受給の防止等を図るため、都道府県労働局等関係機関との連絡会

議を開催した。 

・ 開催回数  ２３９回 

② 審査能力の向上等 

（イ）職員の審査能力の向上 

各都道府県センターにおいては、助成金担当者の審査能力の向上を図るため、実際に

あった事案等を活用したケーススタディを通じた職員研修等を実施した。 

・ 実施回数  ２８３回 

・ 実施内容  助成金の相談・審査業務、審査期間の短縮、不正受給防止等について 

（ロ）不正受給の防止 

（ⅰ）事業所訪問の実施 

支給要件に合致しているかの確認のため可能な限り直接事業所訪問を行い、特に疑

義のあるものについては、すべて直接事業所訪問による確認を行った。 

・ 事業所訪問数  １，２６６件 

（ⅱ）都道府県労働局との連携の強化 

・ 情報の共有化、不正受給の防止等を図るため、都道府県労働局等関係機関との連絡

会議を開催した。 

・ 助成金を支給するに当たって、都道府県労働局への雇用保険関係データの照会を行

い、不正受給防止を図った。 

・ 都道府県労働局への業務移管後も円滑な運営ができるよう、助成金の概要説明や過

去の支給実績の情報提供、審査状況に応じた申請書類の整理表の提供など、都道府県

労働局と十分に連絡調整し、必要な引継ぎを行った。 

（ⅲ）不正受給防止体制の強化 

不正受給防止体制の強化を図るため、本部総務部に監察役及び各都道府県センター

に給付調査役を配置し、不正受給防止マニュアルの遵守を徹底するための点検を行う

とともに、本部総務部及び助成金担当部による都道府県センター給付調査役等に対す

る研修（平成２３年４月）を実施し、不正受給防止のための取組を都道府県労働局へ

の業務移管まで適切に行った。 

③ 説明会の開催等 

（イ）説明会及び個別相談の実施 

・ 説明会開催回数     ３０３回 

・ 説明会参加者数   ６，６３６人 

・ 個別相談の件数  ２０，７９５件 

 

（ロ）説明会終了後のアンケート調査の実施 

説明内容の理解度を測るため、アンケート調査を実施し、８８．６％の者から説明内

容が「大変理解できた」「理解できた」旨の評価を得た。 

※「大変理解できた」  ２０．４％ 

「理解できた」    ６８．２％ 

（有効回答者数   １，４６７人） 

また、アンケート自由記述欄に記載された参加者の要望・意見等を分析し、説明会の

実施方法の見直し等業務の改善を図った。 

併せて、一層の業務改善の取組を推進するため、アンケート調査に基づく業務改善事

例については、本部で集約の上、各都道府県センターへフィードバックし、情報の共有

化を行った。 

《アンケート調査結果に基づく業務改善の事例》 
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（ホ）建設事業主等に対する助成金については、

新規申請者数の対前年度増加率が２％以上

となるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（へ）申請者の声や適正支給に配慮しつつ、申請

書の記載項目の簡略化、添付書類の簡素化等

による事務手続の合理化を進めることによ

り、申請者の手続面での負担の軽減を図る。 

 

 

 

 

② 就職資金貸付について 

公共職業安定所等と連携し、利用対象者に対

し、制度内容、利用条件、相談・受付窓口等制

度の周知を図るとともに、適正な運用に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 建設事業主等に対する助成金 

新規申請者数の対前年度増加率が２％以

上となるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 事務手続の合理化 

申請者の声や適正支給に配慮しつつ、申請

書の記載項目の簡略化、添付書類の簡素化等

による事務手続の合理化を進めることによ

り、申請者の手続面での負担の軽減を図る。 

 

 

① 説明会内容等の改善 

・ 参加者によりわかりやすい説明資料とするため、具体的な事例を多く取り入れると

ともに、プロジェクターを使用して参加者が視覚で捉えられるよう、説明を行った。 

・ 複数の説明者を説明会に同席させ、他の説明者の説明方法を観察し、良いところを

学ぶとともに、後日、説明方法の「良い点」「悪い点」を話し合う場を設けた。 

・ 他機関との合同説明会の開催に当たっては、事前の打ち合わせ会議で過去の説明予

定時間と実際の説明時間との差異を確認し、説明時間の順守の徹底を図るとともに、

説明内容にもメリハリをつけるよう調整するなど、各機関との連携を図った。 

② 説明会終了後のフォローアップ 

説明会終了後、フォローアップを希望する事業所に対し個別相談に応じるととも

に、時間に余裕のない事業所については、アンケート調査において希望を確認し、後

日、電話や事業所訪問によるフォローアップを行った。 

④ 建設事業主等に対する助成金 

平成２３年度上半期の新規申請者数については、２，０２７事業所となり、４４．３％

の進捗率となっている。 

＜参考＞ 

・ 平成２０年度  ３，７９１事業所 

（達成率 ９１．３％） 

・ 平成２１年度  ５，３８６事業所 

（達成率１３９．３％） 

・ 平成２２年度  ４，４８１事業所 

（達成率８１．６％） 

＜要因分析＞ 

建設業の許可業者数が平成２１年度は大幅に増加（対前年度比＋４，０２２事業所）した

が、平成２２年度は一転して大幅に減尐（対前年度比△１４，３９０事業所）しており、許

可業者数が減尐傾向にあることが一因と考えられる。 

また、東日本大震災の発生により、災害救助法適用地域における支給決定件数が減尐した

ことも一因と考えられる（対前年同期比で△１，５９０件。）。 

なお、平成１８年度の実績を基に、中期目標策定当時に想定した最終年度（２３年度）の

目標値３，８４３事業所に対しては、年間実績で勘案すれば、上回るものと見込まれる。 

⑤ 事務手続の合理化 

申請者の手続面での負担の軽減を図るため、都道府県センターへ寄せられた事務手続に

関する申請者の要望等を踏まえ、適正支給に配慮しつつ、以下の措置を講じた。 

（イ）中小企業基盤人材確保助成金 

手続きの簡素化を図るため、実施計画認定申請の手続きを廃止した。 

（ロ）建設雇用改善助成金 

手続きの簡素化を図るため、受給資格認定申請の手続きを廃止し、建設雇用改善推進

助成金計画届等の提出に代えるなどした。 

 

評価の視点等 【評価項目２ 雇用開発業務関係助成金等の業務】 自己評価 Ａ  評定   

 ・ 各助成金の制度内容等の変更については、同日にホームページで公開し、説明会を  
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３０３回、個別相談を２０，７９５件実施したほか、各助成金についてのパンフレッ

トや申請の手引き等を事業主等へ配布するとともに、公共職業安定所等関係機関にお

いても配布されるよう連携を図り、制度の周知・説明に努めたことにより、説明会終

了時のアンケート調査において、８８．６％の者から説明内容が理解できた旨の評価

を得た。 

・ 建設事業主等に対する助成金の平成２３年度上半期における新規申請者数について

は、２，０２７事業所となり、４４．３％の進捗率となっている。 

・ 申請に係る手続き等について申請者の負担軽減のための各種措置を講じ、また、審

査担当者の審査能力向上のための職員研修を２８３回実施した。また、不正受給防止

対策として、支給要件に合致しているかの確認のため可能な限り直接事業所訪問を行

い、１，２６６件の事業所訪問を実施するとともに、都道府県労働局と連携し雇用保

険関係データの照会を行い、不正受給防止対策の強化を図った。 

以上のとおり、制度の周知・説明や不正受給防止対策に積極的に取り組み、数値目標

を達成するとともに、平成２３年度に支給決定した助成金の不正受給件数は「０件」で

あったことなどから、自己評価を「Ａ」とした。 

［数値目標］ 

・雇用開発業務に係る助成金についての説明会を開催して８０％以上の者から制度の理

解に役立った旨の評価を得たか。 

（実績） 

平成１９年度 ８８．９％ 平成２０年度 ８６．６％ 平成２１年度 ８６．８％ 

平成２２年度 ９０．３％ 

 

雇用開発業務に係る助成金の説明会終了後のアンケート調査において、８８．６％

の者から説明内容が理解できた旨の評価を得た。（業務実績「（２）③（ロ）説明会終

了後のアンケート調査の実施」（Ｐ．７）参照。） 

 

・建設事業主等に対する助成金については、新規申請者数の対前年度増加率が２％以上

となったか。 

（実績） 

平成１９年度 ４，０７０事業所 平成２０年度 ３，７９１事業所 平成２１年度 

５，３８６事業所 平成２２年度 ４，４８１事業所 

建設事業主等に対する助成金の平成２３年度上半期における新規申請者数につい

ては、２，０２７事業所となり、７４．２％の達成率となっている。（業務実績「（２）

④建設事業主等に対する助成金」（Ｐ．８）参照。） 

 

［評価の視点］ 

・制度内容等の変更後７日以内にホームページで公表し、利用者に対する十分な制度の

周知・説明に努めたか。 

 

実績：○ 

制度内容等の変更については同日にホームページで公開し、説明会や相談時おいて

利用者に対して助成金の趣旨、目的及び受給のための手続について、わかりやすく説

明するとともに、不正受給を行うことのないよう注意を促した。 

また、助成金制度をより分かりやすく利用しやすいものとするため、ホームページ

において、利用対象者（事業主・事業主団体）別に活用できる助成金を紹介するサイ

トへの案内等を行った。また、平成２３年１０月１日以降、助成金の支給業務は国（都

道府県労働局）において実施することとなったことから、ホームページやリーフレッ

トに助成金申請先変更の案内を掲載し、事業主等へ周知するとともに、都道府県に対

してもリーフレットを配布し、事業主等へ配付してもらうよう協力を依頼した（業務

実績「（２）①制度の周知等」（Ｐ．６）参照。） 

・手続等について、申請に係る書類の簡素化等を行い、申請者の負担軽減を図ったか。

また、審査担当者の審査能力向上や直接の事業所訪問などにより不正受給防止対策を行

ったか。 

実績：○ 

中小企業基盤人材確保助成金においては、実施計画認定申請の手続きを廃止し、建

設雇用改善助成金においては、申請者から求めていた書類のうち、労働保険料の納付

書・領収証書の写しの提出を不要とするなど、手続きの簡素化を行い、申請者の負担

軽減を図った。 

また、実際にあった事案等を活用したケーススタディを通じた職員研修等を実施す

ることで助成金担当者の審査能力の向上を図った。 

なお、不正受給防止対策として、支給要件に合致しているかの確認のため可能な限

り事業所訪問を行い、特に疑義のあるものについては、すべて事業所訪問による確認

を行うとともに、都道府県センター給付調査役等に対する研修（平成２３年４月）を

実施すること等により、不正受給防止体制の強化を図った。（業務実績「（２）②（ロ）

不正受給の防止」（Ｐ．７）、「（２）⑤事務手続の合理化」（Ｐ．８）参照。） 
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雇用・能力開発機構 評価シート３（連携及び効果的な職業訓練の実施）（厚生労働省、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度業務実績 

第２ 業務の改善に関する事項 

 

２ 職業能力開発業務について 

（１）関係機関等との連携について 

職業能力開発の実施に当たっては、都道府県労

働局、都道府県、事業主、事業主団体、教育機関

等と十分に連携を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）効果的な職業訓練の実施について 

効果的な職業訓練を実施するため、企業等のニ

ーズに応えた訓練コースの設定や、「日本版デュ

アルシステム」、「実践型人材養成システム」、「有

期実習型訓練」の実施等の効果的・効率的な訓練

実施方法の追求、キャリア・コンサルティングの

積極的実施による個々人の意欲・適性・能力等に

応じた訓練コースの選定を行うとともに、就職率

等の訓練成果の客観的な評価・分析を実施し、訓

練の質や効果的な訓練の実施を担保すること。 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

２ 職業能力開発業務について 

（１）関係機関等との連携について 

職業能力開発の実施に当たっては、都道府県労

働局、都道府県、事業主、事業主団体、教育機関

等幅広い関係機関と柔軟かつ十分な連携を図り、

就職促進能力開発協議会等を活用するなど、定期

的に連絡会議を開催し、真に地域の人材ニーズに

応じた、かつ効果的な職業訓練を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）効果的な職業訓練の実施について 

効果的な職業訓練を実施するため、企業等のニ

ーズに応えた訓練コースの設定や、「日本版デュ

アルシステム」、「実践型人材養成システム」、「有

期実習型訓練」の実施等の効果的・効率的な訓練

実施方法の追求、キャリア・コンサルティングの

積極的実施による個々人の意欲・適性・能力等に

応じた訓練コースの選定を行うとともに、就職率

等の訓練成果の客観的な評価・分析を実施し、訓

練の質や効果的な訓練の実施を担保する。 

なお、各職業訓練に係る訓練コースの見直しを

行い、その結果をホームページに公表する。 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

２ 職業能力開発業務について 

（１）関係機関等との連携について 

職業能力開発の実施に当たっては、都道府県

労働局、都道府県、事業主、事業主団体、教育

機関等幅広い関係機関と柔軟かつ十分な連携を

図り、就職促進能力開発協議会等を活用するな

ど、定期的に連絡会議を開催し、真に地域の人

材ニーズに応じた、かつ効果的な職業訓練を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）効果的な職業訓練の実施について 

企業等のニーズに応えた訓練コースの設定

や、「日本版デュアルシステム」、「実践型人材養

成システム」、「有期実習型訓練」の実施等の効

果的・効率的な訓練実施方法の追求、キャリア・

コンサルティングの積極的実施による個々人の

意欲・適性・能力等に応じた訓練コースの選定

を行うとともに、就職率等の訓練成果の客観的

な評価・分析を行い、PDCAサイクルによる効果

的・効率的な訓練実施方法を追求し、質の高い

効果的な訓練を実施する。 

なお、各職業訓練に係る訓練コースの見直し

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

２ 職業能力開発業務について 

（１）関係機関等との連携について（高障求機構） 

労働局、都道府県、事業主、事業主団体、教育機関等と以下のとおり連携を図った。 

① 就職促進能力開発協議会の開催 

求職者の就職促進に向けた職業能力開発施設等に係る対策の円滑な実施を図るため、都

道府県労働局、都道府県能力開発主管部等を構成員とする就職促進能力開発協議会を開催

し、地域の労働市場の動向や人材ニーズを踏まえた訓練コースの設定、訓練受講者及び修

了者に対する情報提供・就職支援の体制に係る連携・協力のあり方等について協議した。 

② その他各種会議の開催・活用による連携 

地域の人材ニーズ等を把握するため、都道府県及び都道府県労働局等が主催する各種連

絡会議への出席などにより連携を密にした。 

③ 地域訓練協議会による連携 

厚生労働省が、関係省庁、産業界、労働界、教育訓練機関団体など関係者の参集を得て

開催した「第３回中央訓練協議会」（平成２３年４月２２日開催）において取りまとめられ

た「今後の職業訓練の実施方針」に基づき、各都道府県における関係者の協議の場として

設置された「地域訓練協議会」の運営を行うとともに、中央訓練協議会における議論を踏

まえ、公共職業訓練の実施分野及び規模の確認、緊急人材育成・就職支援基金による職業

訓練（以下「基金訓練」という。）の目標値の確定、基金訓練の円滑な推進に向けた関係機

関との連携方策の確認など、地域における公共職業訓練及び基金訓練の推進に向け協力を

行った。 

また、第４回中央訓練協議会（平成２３年７月６日開催）において、求職者支援訓練に

係る全国職業訓練実施計画が定められたことから、各都道府県の職業訓練実施計画を関係

機関と協議し作成する地域訓練協議会に参画した。 

④ 関係機関との連携による震災復興訓練の実施 

東日本大震災の被災地等の４県（岩手、宮城、山形、福島）において、県、労働局・公

共職業安定所、事業主団体等から地域の復旧・復興に係る人材ニーズを聴取・把握し、住

宅、ビル等の建設に関連した建築、電気工事、配管設備施工等の人材ニーズが高かったこ

とから、被災離職者等が通所しやすい実習場の借り上げなどにより、被災離職者等の再就

職を目的とした住宅建築施工科などの震災復興訓練を設定・実施した。 

・ 平成２３年９月までの開始訓練科 １１科、入所２００人 

 

（２）効果的な職業訓練の実施について 

① 効果的な訓練の実施 

（イ）訓練の品質の維持・向上を図るための指針である「機構版教育訓練ガイドライン」に

基づき、訓練コースの設定から実施、評価、改善に至る PDCAサイクルによる効果的・効

率的な訓練を実施した。 

具体的には、人材ニーズの調査結果を踏まえた訓練コースの設定(Plan)、カリキュラ

ムの要点を押さえ受講者の習得状況に応じた訓練の実施(Do)、訓練受講者の就職率、習

得度、満足度等の効果測定や訓練コースの設定から実施に至る業務プロセスの点検等に

よる問題点の把握(Check)、訓練コースや指導方法等の改善(Act)という一連の流れに沿

って、継続的な見直しを行った。（高障求機構） 

（ロ）訓練受講希望者本人が意欲・適性・能力等を十分把握し、適正な訓練コースの選定が

できるようキャリア・コンサルティングを実施した。（厚生労働省） 
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 を行い、その結果をホームページに公表する。 

 

 

 

 

 

（ハ）企業が実践型人材養成システムや有期実習型訓練を効果的・効率的に実施できるよう、

訓練のモデルカリキュラム及び評価支援ツールの活用方法に係る周知を行った。 

また、各都道府県センターにおいて企業又は地域ジョブ・カードセンターからの要請

に応じ、訓練実施計画及び訓練カリキュラムの作成支援を行った。（厚生労働省） 

② 訓練コースの見直し（高障求機構） 

訓練コースの見直しを行うに当たっては、 

（イ）訓練コースの点検による評価及び問題点の把握 

（ロ）職業訓練に関する地域ニーズの把握 等 

を踏まえ、訓練コース案を作成した。 

平成２３年１０月以降、カリキュラム等検討委員会による訓練コース案のカリキュラム

内容の精査や訓練計画専門部会による意見聴取及び審査を行い、訓練コースを見直し、そ

の結果をホームページに公表することとしている。 

 

 

評価の視点等 【評価項目３ 連携及び効果的な職業訓練の実施】 自己評価 厚生労働省 Ａ  評定 厚生労働省   

高障求機構 Ａ 高障求機構  

 【厚生労働省の自己評価理由】 

キャリア・コンサルティングを実施するにあたっては、利用者がジョブ・カードの

意義を十分に理解した上で、その作成に取り組めるよう、相談の目的別の記入例を作

成し、利用者に提示して説明を行う等により、受講者本人の適正及び意欲・能力等を

充分把握した上で就職に資する職業訓練受講に結びつくよう支援を実施した。また、

実践型人材養成システムや有期実習型訓練については、事業主のニーズを踏まえた上

で平成２０年から平成２２年までに作成した２８業種、６３訓練科のモデルカリキュ

ラム及び幅広い業種に渡る訓練の評価支援ツールについてホームページで周知した

ことや、地域ジョブ・カードセンターに在籍しているジョブ・カード制度普及推進員

を対象とした研修会において、ジョブ・カードの活用方法等に係る周知を積極的に行

ったことにより、事業主が効率的・効果的に活用できるよう支援を行った。これらの

ことから、自己評価を「Ａ」とした。 

 

【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の自己評価理由】 

以下の取組により、「評価の視点」に対応した。 

なお、当機構の自己評価は、学識経験者及び労使の代表者等からなる外部評価委員に

よる評価結果を記載したものである。（以下の評価シートでも同様。） 

・ 職業能力開発業務の実施に当たり、就職促進能力開発協議会を開催したほか、

都道府県及び都道府県労働局等が主催する各種連絡会議への出席などを通じ

て、都道府県労働局、都道府県、事業主、事業主団体、教育機関等との連携を

十分に図り、地域の労働市場の動向や人材ニーズを踏まえた訓練コースの設定

等について検討を行い、効果的な職業訓練の実施に努めた。 

・ 東日本大震災の被災地等の４県（岩手、宮城、山形、福島）において、県、労働局・

公共職業安定所、事業主団体等から地域の復旧・復興に係るニーズを聴取・把握し、

被災離職者等が通所しやすい実習場の借り上げなどにより、被災離職者等の再就職を

目的とした住宅建築施工科などの震災復興訓練を設定・実施した。 

・ 訓練コースの見直しに当たっては、訓練コースの点検による評価及び問題点

の把握、職業訓練に関するニーズの把握等を踏まえ、訓練コース案を作成した。 

また、訓練の実施に当たっては、訓練の品質の維持・向上を図るための指針

である「機構版教育訓練ガイドライン」に基づき、訓練コースの設定から実施、

評価、改善に至るＰＤＣＡサイクルにより、効果的・効率的な訓練を実施した。 

 

 

 



 

12 

［数値目標］ 

 

 

［評価の視点］ 

・関係機関等との連携を図るため定期的に会議等を開催し、真に地域の人材ニーズに応

じた、かつ効果的な職業訓練を実施したか。（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支

援機構） 

実績：○ 

職業能力開発業務の実施に当たり、求職者の就職促進に向けた職業能力開発等に係

る対策の円滑な実施を図るための就職促進能力開発協議会を開催するとともに、「第

３回中央訓練協議会」（平成２３年４月２２日開催）において取りまとめられた「今

後の職業訓練の実施方針」に基づき設置された「地域訓練協議会」の運営を行うとと

もに、中央訓練協議会における議論を踏まえ、地域における公共職業訓練及び基金訓

練の推進に向け協力を行った。 

また、東日本大震災の被災地等の４県において、県、労働局・公共職業安定所、事

業主団体等から地域の復旧・復興に係るニーズを聴取・把握し、被災離職者等の再就

職を目的とした震災復興訓練を設定・実施した。（業務実績「（１）関係機関等との連

携について」（Ｐ．１０）参照。） 

・「日本版デュアルシステム」、「実践型人材養成システム」並びに「有期実習型訓練」

の効果的・効率的な訓練実施方法の追求、キャリア・コンサルティングを活用した個人

に応じた訓練コースの選定を行うとともに、就職率等の訓練成果の客観的な評価・分析

を実施したか。（厚生労働省、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

実績：○ 

【厚生労働省による評価】 

キャリア・コンサルティングを実施するにあたっては、利用者がジョブ・カードの

意義を十分に理解した上で、その作成に取り組めるよう、相談の目的別の記入例を作

成し、利用者に提示して説明を行う等により、受講者本人の適正及び意欲・能力等を

充分把握した上で就職に資する職業訓練受講に結びつくよう支援を実施した。また、

実践型人材養成システムや有期実習型訓練については、事業主のニーズを踏まえた上

で平成２０年から平成２２年までに作成した２８業種、６３訓練科のモデルカリキュ

ラム及び幅広い業種に渡る訓練の評価支援ツールについてホームページで周知した

ことや、地域ジョブ・カードセンターに在籍しているジョブ・カード制度普及推進員

を対象とした研修会において、ジョブ・カードの活用方法等に係る周知を積極的に行

ったことにより、事業主が効率的・効果的に活用できるよう支援を行った。 

【（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構による評価】 

訓練の品質の維持・向上を図るための指針である「機構版教育訓練ガイドライン」

に基づき、訓練コースの設定から実施、評価、改善に至るＰＤＣＡサイクルによる効

果的・効率的な訓練を実施した。（業務実績「（２）効果的な職業訓練の実施について

①」（Ｐ．１０）参照。） 

・訓練コースの見直しを行い、結果をホームページに公表したか。（独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構） 

実績：○ 

訓練コースの点検によって得られた評価結果や課題及び職業訓練に関する地域ニ

ーズ等を踏まえ、訓練コースの見直し案を作成するとともに、カリキュラム等検討委

員会におけるカリキュラム内容の精査や、都道府県、都道府県労働局等の関係行政機

関代表委員、経済団体等の使用者代表委員、民間教育訓練機関、大学教授等の公益代

表委員で構成される訓練計画専門部会において、各訓練科（コース）について、都道

府県及び民間教育訓練機関等と競合がないか、訓練ニーズを踏まえた設定となってい

るか等の観点から審議を行い、訓練コースの見直しを行った。 

なお、こうした訓練コースの見直しについては、高齢・障害・求職者雇用支援機構

への業務移管後も引き続き実施し、その結果を年度末にホームページで公表した。（業

務実績「（２）効果的な職業訓練の実施について②」（Ｐ．１１）参照。） 
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雇用・能力開発機構 評価シート４ （離職者訓練）（厚生労働省、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度業務実績 

第２ 業務の改善に関する事項 

 

２ 職業能力開発業務について 

（３）離職者を対象とする職業訓練について 

雇用のセーフティネットとしての役割を果た

すため、雇用失業情勢に応じて、離職者に対し、

適切かつ効果的な職業訓練を実施し、再就職に結

び付けるものとすること。 

① 離職者の的確な訓練受講を促進し、訓練の結

果が再就職に結び付くよう、十分なキャリア・

コンサルティングを実施し、意欲・適性・能力

等に応じた訓練コースの選定を行い、就職に資

する訓練効果の高い職業訓練を実施すること。

また、訓練開始時から積極的に就職支援活動を

行うこととし、これらにより、施設内訓練修了

者の就職率を各年度とも８０％以上とし、委託

訓練修了者の就職率を各年度とも６５％以上

とするとともに、就職者のうち常用労働者とし

て就職した者の割合の向上に努めること。さら

に、各訓練の到達目標の設定に努めること。 

上記目標を達成するため、また、民間教育訓

練機関の育成という点も踏まえ、民間教育訓練

機関への委託については、委託先の開拓を積極

的に実施し、かつ、委託に際しては、機構が有

する職業能力開発及び就職支援のノウハウの

提供・指導を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

２ 職業能力開発業務について 

（３）離職者を対象とする職業訓練について 

雇用のセーフティネットとしての役割を果た

すため、離職者が早期に再就職できるよう、次に

より職業訓練を実施する。 

 

① キャリア・コンサルティングを積極的に実施

し、各相談者に対し時間的にも内容的にも十分

な対応を行い、その結果に基づき、個々人の意

欲・適性・能力等に応じた訓練コースを選定し、

就職に資する職業訓練の受講を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 受講者の意欲・適性・能力等を把握し適切な

選定に資するよう、面接試験、学力試験、適性

検査等を行う。また、委託訓練の場合において

は、当該委託先機関を関与させるようにする。 

 

 

③ 就職支援については、訓練開始時から就職支

援を徹底して行う。また、委託訓練の場合にお

いては、委託先への就職支援の指導・求人情報

提供等を積極的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 委託訓練の実施に当たっては、専修学校・各

種学校への委託のみならず、大学・大学院、Ｎ

ＰＯや事業主への委託を含めて、委託先の開拓

を積極的に実施するとともに、訓練コース設定

の指導、機構が有する職業能力開発及び就職支

援のノウハウを提供するほか、適切な訓練コー

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

２ 職業能力開発業務について 

（３）離職者を対象とする職業訓練について 

雇用のセーフティネットとしての役割を果た

すため、現下の厳しい雇用失業情勢に対応し、

離職者が早期に再就職できるよう、次により職

業訓練等を積極的に実施する。 

① 就職に資する職業訓練の受講を促進するた

め、キャリア・コンサルティングを行い、離

職者本人の意欲・適性・能力等を把握し、適

切な訓練コースの選定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 受講者の意欲・適性・能力等を把握し適切

な訓練コースの選定に資するよう、面接試験、

学力試験、適性検査等を行う。 

 

 

 

③ 施設内訓練においては、訓練開始時から面

接指導、求人情報の提供を行うなど徹底した

就職支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

２ 職業能力開発業務について 

（３）離職者を対象とする職業訓練について 

イ 離職者訓練の実施 

離職者を対象とする職業訓練の実施に当たっては、雇用のセーフティネットとしての役

割を果たすため、離職者が早期再就職できるよう、国の定める職業訓練実施計画を踏まえ、

以下のとおり職業訓練等を実施した。（高障求機構） 

・ 施設内訓練の入所者数 １２，３４７人 

（H22年度 25,718人、H22年度同期 13,057人） 

① 適切な訓練コースの選定（厚生労働省） 

訓練受講希望者等に対し、都道府県センターに設置している「キャリア形成支援コー

ナー」及び公共職業安定所に設置している「キャリア形成相談コーナー」において、キ

ャリア・コンサルティングを実施し、本人の適性及び能力等を十分把握した上で就職に

資する訓練受講に結びつくよう支援を実施した。 

・ キャリア形成支援コーナーでの相談件数  １０２，１７７件 

（H22年度 236,444件、H22年度同期 122,540件） 

・ キャリア形成相談コーナーでの相談件数   ９１，３１１件 

（H22年度 290,892件、H22年度同期 163,629件） 

また、就職に資する職業訓練の受講を促進するため、平成２３年度から職業訓練指導

員や離職者訓練担当者が公共職業安定所を巡回し、求職者に対して訓練コースの情報提

供、相談を行った。 

② 受講者の選考（高障求機構） 

受講希望者の意欲・適性・能力等を把握するための評価項目として、就職希望職種に

必要な技能等を習得し就職することを望んでいること（就職意欲）、訓練を受講するこ

とに熱意を有していること（受講意欲）、訓練内容を理解するために必要な学力を有し

ていること（基礎学力）、訓練の受講・修了に支障がないこと（修了見込み）を設定し、

面接試験、学力試験、適性検査等を行った。 

③ 就職支援（高障求機構） 

施設内訓練においては、具体的な就職支援事例を網羅した就職支援マップを活用し、

入所から修了までの間に加え、訓練修了生も含めた就職支援について、就職支援の重点

事項を定め、次の取組を行った。 

・ 訓練開始時からの段階的できめ細かい面接指導の実施 

・ 求人開拓及び公共職業安定所との連携等による求人情報の提供 

・ 詳細な訓練生求職情報を独自に作成し、事業主に提供 

・ 事業主との橋渡しのため、訓練生の採用面接や企業訪問への指導員の同行 等 

また、高い就職率を達成した指導員の就職支援ノウハウを集約した「就職支援行動ガ

イド」も活用し、更なる就職実績の向上に向けて、全国会議において就職支援の改善取

組事例の共有化を図った。 
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② 主にものづくり分野であって、当該地域にお

いて民間では実施できないもののみに限定し

て実施することとし、民間で対応可能な訓練に

ついては、地方公共団体との役割分担をより明

確化しつつ、訓練成果の評価等に基づき民間教

育訓練機関等への委託訓練を積極的に推進す

ること。その際、各職種における求人と求職の

ミスマッチの状況も踏まえ、訓練コースを精査

した上で実施すること。 

スのコーディネート等を行い、訓練内容の充実

を図る。 

⑤ 施設内訓練修了者の訓練終了後３ヶ月時点

の就職率を各年度とも８０％以上とし、委託訓

練修了者の訓練終了後３ヶ月時点の就職率を

各年度とも６５％以上とし、就職者のうち常用

労働者として就職した者の割合の向上に努め

る。さらに、各訓練の到達目標の設定に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 主にものづくり分野であって、当該地域にお

いて民間では実施できないもののみに限定し

て実施し、民間で対応可能な訓練については、

地方公共団体との役割分担をより明確化しつ

つ、訓練成果の評価等に基づき民間教育訓練機

関等への委託訓練を積極的に推進する。 

なお、訓練コースの設定に当たっては、当該

地域ごとに、事業主団体や関係行政機関等から

意見を聴くことなどにより人材ニーズを把握

した上で、各職種における求人と求職のミスマ

ッチの状況も踏まえつつ、真に必要とされてい

る訓練コースを設定する。また、各地域におい

て、外部委員で構成する検討の場を設け、毎年

度の実施計画について、意見を聴取し、審査す

 

 

④  施設内訓練修了者の訓練終了後３ヶ月時

点の就職率を８０％以上とし、常用労働者と

しての就職の支援に努める。さらに、各訓練

の到達目標の具体的な設定内容について検

討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 施設内訓練については、主にものづくり分

野であって、当該地域において民間では実施

できないもののみに限定して実施する。 

なお、訓練コースの設定に当たっては、当

該地域ごとに、事業主団体や関係行政機関等

から意見を聴くことなどにより人材ニーズ

を把握した上で、各職種における求人と求職

のミスマッチの状況も踏まえつつ、真に必要

とされている訓練コースを設定する。また、

各地域において、外部委員で構成する検討の

場を設け、実施計画について、意見を聴取し、

審査する。 

 

 

 

 

④ 訓練修了者の就職率（高障求機構） 

（イ）人材ニーズを反映した的確な訓練内容と上記③の就職支援の取組により、訓練終了

後３ヶ月時点の就職率、そのうち常用労働者としての就職者の割合は次のとおりとな

った。 

・ 施設内訓練  ８２．８％（H22年度 82.6％、H22年度同期 80.9％） 

（就職者のうち常用労働者の割合 ６８．７％）（H22 年度 68.6％、H22 年度同

期 68.2％） 

※ 平成２３年１２月末の実績 

 

   （単位：％） 

区分 ２２年度（上半期） ２３年度（上半期） 対前年同期増減 

施設内訓練就職率 ８０．９ ８２．８ ＋１．９ 

 

（参考）    （単位：％） 

区分 ２０年度 ２１年度 ２２年度 対前年度増減 

施設内訓練就職率 ７９．２ ７８．６ ８２．６ ＋４．０ 

 

なお、就職定着を図るための方策として、常用労働者としての就職促進の取組を行

った。 

具体的には、 

① 訓練受講者への就職ガイダンスや個別型・集団型によるキャリア・コンサルティ

ングを実施する中で、自己理解や仕事理解について支援することによる、就職後の

ミスマッチの解消 

② 受講者が職業訓練で習得した能力の更なる向上に向けた相談の実施 

③ ハローワーク等とも連携し、求人中の企業や過去に求人を行った企業、訓練修了

者が就職した企業、在職者訓練を受講した企業等を指導員等職員が積極的に訪問

し、訓練修了者の職業能力に応じた常用労働者を採用する就職企業の開拓 

の取組を通じて、常用労働者としての就職を促進した。 

（ロ）事業所の人材ニーズを踏まえた訓練内容とするため、各訓練の到達目標の具体的な

設定内容について、職業訓練指導員が離職者訓練修了者の就職先事業所に対してヒア

リング調査を実施し、その結果を基に各施設の離職者訓練委員会等で検討を行った。 

⑤ 施設内訓練については、各地域に、民間教育訓練機関、事業主団体、行政機関等の有

識者を構成員とする訓練計画専門部会を設置し、ニーズに基づく訓練コースの設定の適

否や民間教育訓練機関等が設定する訓練コースとの競合の有無について意見聴取、審査

を行った上で、主にものづくり分野の訓練コースであって、その地域において民間では

実施できないものに限定して実施した。（高障求機構） 
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る。  

⑥ 深刻な雇用情勢を踏まえ、緊急人材育成・

就職支援基金が創設され、その一環として実

施されることとなった雇用保険を受給できな

い方等を対象とする職業訓練（以下「基金訓

練」という。）に関し、基金事業の実施主体で

ある中央職業能力開発協会からの委託を受け

て、当該基金訓練関連業務を実施する。この

ため、職業訓練に係るノウハウ、人材等の機

構の有する資源をできる限り有効に活用し、

訓練実施機関の開拓、基金訓練コースの設定

等に対する相談援助等を効果的に行い、基金

訓練の着実な推進に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 緊急人材育成支援事業における訓練関連業務の実施（高障求機構） 

平成２１年度補正予算により緊急人材育成・就職支援基金が中央職業能力開発協会

（以下、「中央協会」という。）に造成され、その一環として実施される雇用保険を受給

できない方を主な対象とする職業訓練（基金訓練）の支援業務について、平成２３年４

月１日から中央協会との業務委託契約により実施した。 

平成２３年９月末には、「平成２３年９月末までに１２万人分の訓練実施に向けた定

員確保」の目標に対して、約３６．６万人分（H22年度 45.8万人、H22年度同期 27.4

万人）の基金訓練認定申請書を受理及び審査し、その結果を遅滞なく中央協会へ報告し

た。 

（イ）基金訓練実施の支援 

（ⅰ）関係行政機関、労使団体、教育訓練機関団体から構成される緊急人材育成支援事

業推進協議会を全都道府県において開催し、都道府県における基金訓練の周知広

報、基金訓練の目標値、基金訓練実施機関の開拓及び基金訓練の実施等に係る連携

方法、協力体制について協議を行った。 

（ⅱ）基金訓練の実施機関を確保するため、説明会の開催、教育訓練機関等への訪問等

を行い、基金訓練コースの設定等に対する相談援助を行った。 

（ⅲ）教育訓練機関等から認定申請のあった基金訓練認定申請書等を受理及び審査し、

その結果を遅滞なく中央協会へ報告した。 

（取組内容） 

・ 教育訓練機関等訪問件数  ４，６７２件 

（H22年度 11,172件、H22年度同期 4,596件） 

・ 訓練コース数（基金訓練認定申請書の受理件数）  １５，８０１コース 

（H22年度 20,385コース、H22年度同期 8,984コース） 

・ 訓練定員         ３６６，０９５人 

（H22年度 458,088人、H22年度同期 273,760人） 

（ロ）求職者に対するキャリア・コンサルティング等 

基金訓練対象者に対し、訓練受講前のキャリア・コンサルティング、ジョブ・カー

ドの交付を積極的に行うとともに、基金訓練に関する情報提供を行った。 

また、訓練期間中のキャリア・コンサルティングの実施体制がまだ整っていない訓

練実施機関については、能力開発支援アドバイザーを派遣する等により、訓練期間中

の受講者のキャリア・コンサルティングの実施、ジョブ・カードの作成等を支援する

とともに、要望のあった実施機関に対し、キャリア･コンサルティングに関する技術

的援助を実施した。 

（取組内容） 

・ キャリア・コンサルティング実施件数  ９６，７７９件 

（H22年度 225,057件、H22年度同期 118,387件） 

・ ジョブ・カード交付件数        ２２，０９０件 

（H22年度 51,416件、H22年度同期 26,240件） 

・ 派遣実施機関数             ２，１３３所 

（H22年度 3,679所、H22年度同期 1,799所） 

・ 派遣回数                ３，７４２回 

（H22年度 9,418回、H22年度同期 4,712回） 

（ハ）訓練奨励金等に係る申請書の受付・調査確認等 

訓練実施機関から提出された訓練奨励金等の支給申請書について受付及び審査し、

その結果を遅滞なく中央協会へ報告した。 

また、実施機関が必要な書類の提出等の協力に応じない場合は必要な指導等を行っ
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た。 

（取組内容） 

・ 訓練奨励金の支給申請書の受理件数      １３，７１６件 

（H22年度 14,260件、H22年度同期 4,875件） 

・ 新規訓練設定奨励金の支給申請書の受理件数   ２，４１９件 

（H22年度   7,928件、H22年度同期 3,755件） 

ロ 都道府県等への職業訓練や就職支援に係るノウハウの提供（高障求機構） 

都道府県や民間教育訓練機関に対し、引き続き以下のとおり職業訓練や就職支援に係る

ノウハウを提供した。 

① 都道府県や民間教育訓練機関の職業訓練指導員等を対象とした指導員再訓練を実施し

た。 

・ 受講者数     ９１２人（H22年度 1,110人、H22年度同期 794人） 

（内訳） 

・ 都道府県等   ８２６人（H22年度 1,044人、H22年度同期 740人） 

・ 民間企業     ８６人（H22年度 66人、H22年度同期 54人） 

（平成２３年９月末現在） 

② 職業訓練の実施に資する研究の成果や開発した離職者訓練、在職者訓練及び高度技能

者養成訓練のカリキュラムモデル等をホームページにおいて発信した。 

・ ホームページアクセス件数  ４３７，３５６件（H22 年度 1,072,007 件、H22

年度同期 556,508件） 

・ ダウンロード件数       １４，７３３件（H22年度 33,464件、H22年度

同期 17,426件） 

（平成２３年９月末現在） 

③ 日本版デュアルシステムの訓練導入講習及び緊急人材育成支援事業の基礎演習コース

を担える民間教育訓練機関等の講師育成のため、機構が開発したカリキュラムによる「ワ

ークガイダンス講習講師育成講座」を実施した。 

・ 開催回数    １１２回（H22年度 248回、H22年度同期 123回） 

・ 受講者数  ２，２２０人（H22年度 3,691人、H22年度同期 1,754人） 

④ 基金訓練の設定を支援する「基金訓練カリキュラム事例集」を民間教育訓練機関等へ

提供した。 

⑤ 都道府県や民間教育訓練機関への訪問や都道府県が開催する会議等の場を活用し、「就

職支援マップ」、「学卒者訓練における就職支援事例」、「就職支援行動ガイド」等の就職

支援のためのツールを紹介するとともに、活用方法の支援を行うなど、就職支援に係る

ノウハウの提供を行った。 

 

 

評価の視点等 【評価項目４ 離職者訓練】 自己評価 厚生労働省 Ａ  評定 厚生労働省   

高障求機構 Ｓ 高障求機構  

 【厚生労働省の自己評価理由】 

・ 就職率の向上等を図るため、キャリア・コンサルティングの能力を身につけたアド

バイザーを配置し、キャリア・コンサルティングを実施し、受講希望者本人の適正及

び意欲・能力等を充分把握した上で就職に資する職業訓練受講に結びつくよう支援を

実施した。「キャリア形成支援コーナー」においては、平成２３年度より機構の実施

する委託訓練が都道府県へ移管され、受講者が大幅に減尐したにも関わらず、１０２，

１７７件のキャリア・コンサルティングを実施し、対前年同期比１６．６％減に留め

た。また、「キャリア形成相談コーナー」においては、ハローワークの体制強化に伴

うハローワークへの巡回の減尐等により、約４４．２％の減となった。これらの減尐
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にも関わらず、着実な支援を行い、施設内訓練の就職率は対前年同期比で２．２％増

となる８１．５％となっており、自己評価を「Ａ」とした。 

 

【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の自己評価理由】 

以下の取組により、「評価の視点」に対応した。 

・ 施設内訓練修了者の訓練終了後３ヶ月時点の就職率は、人材ニーズを反映した的確

な訓練内容と就職支援の取組により、８２．８％となり、過去最高となった前年同期

を上回るとともに、就職者のうち常用労働者の割合は６８．７％と、昨年とほぼ同率

となった。 

・ 訓練コースの設定に当たっては、各地域に、都道府県、都道府県労働局等の関係行

政機関代表委員、経済団体等の使用者代表委員、民間教育訓練機関、大学教授等の公

益代表委員で構成される訓練計画専門部会を設置し、人材ニーズに基づく訓練コース

の設定の適否や民間教育訓練機関等が設定する訓練コースとの競合の有無について

意見聴取、審査を行った上で、主にものづくり分野の訓練コースであって、その地域

において民間では実施できないものに限定して実施した。 

・ 平成２３年度上半期は、施設内訓練入所者１２，３４７人に対して訓練を実施する

とともに、緊急人材育成支援事業における訓練関連業務については、「平成２３年９

月末までに１２万人分の訓練実施に向けた定員確保」の目標に対して、約３６．６万

人分の定員を確保した。 

・ 公共職業訓練全体の品質の向上に資する観点から、都道府県や民間教育訓練機関に

対し、職業訓練指導員等を対象とした指導員再訓練を実施するなど職業訓練や就職支

援に係るノウハウを提供するとともに、「就職支援行動ガイド」等の就職支援ツール

やその活用方法を紹介するなど、機構の有する経験や人材を活かした幅広い支援を行

った。 

［数値目標］ 

・施設内訓練修了者の訓練終了後３ヶ月時点の就職率が各年度とも８０％以上であった 

か。（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

（実績） 

平成１９年度 ８１．９％ 平成２０年度 ７９．２％ 平成２１年度 ７８．６％ 

平成２２年度 ８２．６％ 

 

施設内訓練修了者の訓練終了後３ヶ月時点の就職率は、８２．８％となり、過去最

高となった。（業務実績「（３）イ④ 訓練修了者の就職率」（Ｐ．１４）参照。） 

・委託訓練修了者の訓練終了後３ヶ月時点の就職率が各年度とも６５％以上であった

か。（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

（実績） 

平成１９年度 ７１．４％ 平成２０年度 ６９．９％ 平成２１年度 ６８．１％ 

平成２２年度 ６５．３％ 

達成済み 

［評価の視点］ 

・キャリア・コンサルティングを実施し、個々人の意欲・能力等に応じた職業訓練のコ

ース選定、受講者の能力把握等を適切に行ったか。（厚生労働省） 

 

実績：○ 

訓練受講希望者等に対し、都道府県センターに設置している「キャリア形成支援コ

ーナー」において１０２，１７７件、公共職業安定所に設置している「キャリア形成

相談コーナー」において９１，３１１件のキャリア・コンサルティングを実施し、本

人の適性及び能力等を十分把握した上で就職に資する訓練受講に結びつくよう支援

を実施した。 

前年同期と比べ、「キャリア形成支援コーナー」においては、平成２３年度より機

構の実施する委託訓練が都道府県へ移管され、受講者が大幅に減尐したことに伴い、

約１６．６％減、「キャリア形成相談コーナー」においては、ハローワークの体制強

化に伴うハローワークへの巡回の減尐等により、約４４．２％の減となっている。（業

務実績「（３）イ① 適切な訓練コースの選定」（Ｐ．１３）参照。） 
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・委託訓練の実施に当たっては、委託先の積極的な開拓を行うとともに、機構が有する

ノウハウの提供等、訓練内容の充実を図り、委託先への就職支援の指導・求人情報提供

等を適切に行ったか。（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

実績：－ 

 

達成済み。 

・当該地域において民間では実施できないもののみに限定して実施したか。（独立行政

法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

実績：○ 

施設内訓練については、コースの設定に当たって、各地域に、都道府県、都道府

県労働局等の関係行政機関代表委員、経済団体等の使用者代表委員、民間教育訓練

機関、大学教授等の公益代表委員で構成される訓練計画専門部会を設置し、人材ニ

ーズに基づく訓練コースの設定の適否や民間教育訓練機関等が設定する訓練コース

との競合の有無について意見聴取、審査を行った上で、主にものづくり分野の訓練

コースであって、その地域において民間では実施できないものに限定して実施した。

（業務実績「（３）イ 離職者訓練の実施⑤」（Ｐ．１４）参照。） 

・地域ごとに、事業主団体等から意見を聴くことなどにより人材ニーズを把握した上で、

真に必要とされている訓練コースを設定したか。（独立行政法人高齢・障害・求職者雇

用支援機構） 

実績：○ 

各地域に、都道府県、都道府県労働局等の関係行政機関代表委員、経済団体等の使

用者代表委員、民間教育訓練機関、大学教授等の公益代表委員で構成される訓練計画

専門部会を設置し、ニーズに基づく訓練コースの設定の適否や民間教育訓練機関等が

設定する訓練コースとの競合の有無について意見聴取、審査を行い、その結果を踏ま

えて、主にものづくり分野の訓練コースであって、地域のニーズに即し、かつ、民間

では実施できないものに限定した訓練を設定・実施した。（業務実績「（３）イ 離職

者訓練の実施⑤」（Ｐ．１４）参照。） 



 

19 

雇用・能力開発機構 評価シート５（高度技能者養成訓練）（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度業務実績 

第２ 業務の改善に関する事項 

 

２ 職業能力開発業務について 

（４）高度技能者の養成のための職業訓練について 

産業の基盤を支える人材を育成するために、職

業能力開発大学校等の専門課程においては、技術

革新に対応できる高度な知識と技能・技術を兼ね

備えた実践技能者を養成し、また、応用課程にお

いては、生産技術・生産管理部門のリーダーとな

る人材を養成するものとすること。 

 

① 専門課程及び応用課程の修了者のうち、就職

希望者の就職率を各年度とも９５％以上とす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 職業能力開発大学校等について、産学連携や

他大学等関係機関との連携を強め、より地域に

開かれたものとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

２ 職業能力開発業務について 

（４）高度技能者の養成のための職業訓練について 

産業の基盤を支える人材を育成するために、職

業能力開発大学校等の専門課程においては、技術

革新に対応できる高度な知識と技能・技術を兼ね

備えた実践技能者を養成し、また、応用課程にお

いては、生産技術・生産管理部門のリーダーとな

る人材を養成するよう、次により職業訓練を実施

する。 

① 常に的確にものづくり産業における人材ニ

ーズに対応した訓練内容とすることや、キャリ

ア・コンサルティングの積極的な実施等就職支

援を徹底して行うことにより、引き続き高い就

職実績を確保し、専門課程及び応用課程の修了

者のうち就職希望者の就職率を各年度とも 

９５％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 職業能力開発大学校等について、産学連携や

他大学等関係機関との連携の強化を推進する

こと等により、広く地域社会に開かれた施設運

営に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

２ 職業能力開発業務について 

（４）高度技能者の養成のための職業訓練について 

 

 

 

 

 

 

 

① １年次から就職ガイダンスやキャリア・コ

ンサルティングを実施し、就職意欲を喚起す

る。 

専門課程及び応用課程の修了者のうち就

職希望者の就職率を９５％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 産学連携や他大学等関係機関との連携の強

化を推進すること等により、広く地域社会に

開かれた施設運営に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

２ 職業能力開発業務について 

（４）高度技能者の養成のための職業訓練について 

日本の産業の基盤を支えるものづくり人材の育成等を行うため、学卒者を対象とする職業

訓練について、以下により就職支援、大学等との連携に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

① 就職支援 

１年次から就職ガイダンスやキャリア・コンサルティングをきめ細かく実施した。 

また、職業人としての素養や職業意識を高めるため、職業社会論、キャリア形成論、生

産現場を直接体験するインターンシップをカリキュラムに取り入れるとともに、平成２３

年度から配置された能力開発支援アドバイザーを中心にジョブ・カードを活用したキャリ

ア・コンサルティングや職務経歴書の書き方、面接指導などの個別の就職支援の強化を図

った。 

さらに、東日本大震災や円高の影響等により求人数が減尐する中、過去の求人を分析し、

採用実績のある企業に重点化し訪問するなど、効果的な求人開拓に努めた。 

（参考） 

就職率 ９８．１％（H22年度 ９７．５％） 

※ 訓練終了後１ヶ月時点（平成２４年４月末現在）の実績 

 

（参考）     （単位：％） 

区分 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 対前年度増減 

就職率 ９６．９ ９６．４ ９７．５ ９８．１ ＋０．６ 

 

② 産業界及び他大学関係機関との連携 

職業能力開発大学校等において、共同研究・受託研究や施設の開放等について次のとお

り取り組んだ。 

（ⅰ）共同研究  ４９件（H22年度 65件） 

（平成２３年９月末現在継続中） 

（テーマ例） 

・ 漁業協同組合のニーズを踏まえたバイ貝の大きさ選別機の設計・製作 

・ 木造柱が斜めというデザインが特徴的な山小屋風建築物「サニーロッジ」の耐震

性の強化 

（ⅱ）受託研究   ３件（H22年度 12件） 

（平成２３年９月末現在継続中） 

（テーマ例） 

・ 飛行船を使用した上空撮影システムの遠隔制御システムの研究開発 

・ 発熱パネルの製品化を目指したシステム開発 

（ⅲ）ものづくりの啓発 

地域における「ものづくり」の啓発を行うため、地域の関係機関、産業界、地域住

民等と連携し、「ものづくり体験教室」を開催した。 
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③ 地方公共団体との役割分担を一層明確化し、

民業補完に徹する観点から、民間教育訓練機関

等の多種多様な訓練の実施の状況や昨今の地

方公共団体における職業訓練の取組状況を踏

まえ、さらに、ニーズや定員の充足率、就職率

を見極めた上で、今後の経済社会を担う高度な

ものづくり人材を育成するため、主として若年

者を対象とした高度職業訓練に特化・重点化す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地方公共団体との役割分担を一層明確化し、

民業補完に徹する観点から、民間教育訓練機関

等の多種多様な訓練の実施の状況や昨今の地

方公共団体における職業訓練の取組状況を踏

まえ、さらに、ニーズや定員の充足率、就職率

を見極めた上で、今後の経済社会を担う高度な

ものづくり人材を育成するため、主として若年

者を対象とした高度職業訓練に特化・重点化す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地方公共団体との役割分担を一層明確化

し、民業補完に徹する観点から、民間教育訓

練機関等の多種多様な訓練の実施の状況や昨

今の地方公共団体における職業訓練の取組状

況を踏まえ、さらに、ニーズや定員の充足率、

就職率を見極めた上で、今後の経済社会を担

う高度なものづくり人材を育成するため、主

として若年者を対象とした高度職業訓練に特

化・重点化することとし、専門課程、応用課

程、専門課程活用型デュアルシステムの職業

訓練を実施する。 

 

・ 実施回数  １３９回（H22年度 233回、H22年度同期 176回） 

・ 参加者数  １１，３９４人（H22年度 30,328人、H22年度同期 8,764人） 

（開催事例） 

・ アルミニウム製こまの製作 

・ 銅板レリーフの製作 

・ ライントレースロボットの製作 

（ⅳ）地域社会との連携 

地域の企業誘致や企業支援等について、人材育成や技術支援の面から協力した。 

（実施事例） 

・ 滋賀短大において県内の電気自動車研究プロジェクトに協力し、試作車のコンセ

プトづくりや製造場所等の提供などを行った。 

・ 北陸能開大において富山県内の機械系分野の事業主団体に対して、三次元ＣＡＤ

技術等に関する講習会を実施した。 

③ 高度職業訓練への特化 

地方運営協議会やものづくり人材育成推進協議会などを活用し把握した民間教育訓練機

関や地方公共団体の訓練実施状況を踏まえ、主として若年者を対象とした高度職業訓練に

特化・重点化し、専門課程、応用課程、専門課程活用型デュアルシステムの職業訓練を次

のとおり実施した。 

（イ）専門課程          ２，０５２人（入校者数） 

（H22定員 2,000人、入校者 2,282人、H23定員 1,920人） 

（ロ）応用課程            ８９２人（入校者数） 

（H22定員 850人、入校者 959人、H23定員 828人） 

（ハ）専門課程活用型デュアルシステム  １６人（入校者数） 

（H22上半期定員 35人、入校者 22人、H23上半期定員 35人） 

（平成２３年９月末現在） 

 

 

評価の視点等 【評価項目５ 高度技能者養成訓練】 自己評価 Ｓ  評定   

 以下の取組により、「評価の視点」に対応した。 

・ 訓練生に対して、きめ細かな就職支援を実施し、キャリア形成論や企業へのインタ

ーンシップなどをカリキュラムに取り入れるとともに、個別の就職支援の強化を図っ

た。また、過去の求人を分析し、採用実績のある企業に重点化し訪問するなど、効果

的な求人開拓に努めた。その結果、平成２４年４月末現在の就職率は、前年度を上回

る９８．１％となった。 

・ 産学連携の一環として、共同研究を４９件、受託研究を３件実施した。また、地域

の企業誘致や企業支援等について、人材育成や技術支援の面から協力するとともに、

地域における「ものづくり」の啓発を行うため「ものづくり体験教室」を１３９回（参

加人数１１，３９４人）開催するなど、地域社会等との連携を強化した。 

 

 

［数値目標］ 

・専門課程及び応用課程の修了者のうち就職希望者の就職率が各年度とも９５％以上で

あったか。 

（実績） 

平成１９年度 ９８．４％ 平成２０年度 ９６．９％ 平成２１年度 ９６．４％ 

平成２２年度 ９７．５％ 

 

両課程ともに修了が平成２４年３月であったため、平成２３年９月末時点では実績

は集計できない。 

なお、平成２４年４月末現在の就職率は、過去の求人を分析し、採用実績のある企

業に重点化し訪問するなど、効果的な求人開拓に努めた結果、前年度（９７．５％）

を上回る９８．１％となった。（業務実績「（４）①就職支援」（Ｐ．１９）参照。） 

［評価の視点］ 

・産学連携や他大学等関係機関との連携の強化を推進すること等により、広く地域社会

 

実績：○ 
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に開かれた施設運営に努めたか。   産学連携の一環として、共同研究を４９件、受託研究を３件実施し、地域における

「ものづくり」の啓発を行うため「ものづくり体験教室」を１３９回開催（参加者数

１１，３９４人）するなど、広く地域社会に開かれた施設運営に努めた。（業務実績

「（４）②産業界及び他大学関係機関との連携」（Ｐ．１９、２０）参照。） 

・地方公共団体との役割分担を一層明確化し、民業補完に徹する観点から、主として若

年者を対象とした高度職業訓練に特化・重点化したか。 

実績：○ 

地方運営協議会やものづくり人材育成推進協議会などを活用し把握した民間教育

訓練機関や地方公共団体の訓練実施状況を踏まえ、主として若年者を対象とした高度

職業訓練に特化・重点化し、専門課程、応用課程、専門課程活用型デュアルシステム

の職業訓練を実施した。（業務実績「（４）③ 高度職業訓練への特化」（Ｐ．１９、

２０）参照。） 
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雇用・能力開発機構 評価シート６（在職者訓練）（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度業務実績 

第２ 業務の改善に関する事項 

 

２ 職業能力開発業務について 

（５）在職者を対象とする職業訓練について 

産業の基盤を支える高度な職業能力を有する

人材を育成するため、在職者に対し、事業主等の

ニーズ等に基づき、適切かつ効果的な職業訓練を

実施すること。 

① 受講者に対してアンケート調査を実施し、 

８０％以上の者から職業能力の向上に役立っ

た旨の評価が得られるようにすること。また、

事業主の指示により職業訓練を受講した場合

については、当該事業主についてもアンケート

調査を実施し、８０％以上の者から受講者に職

業能力の向上が見られた旨の評価が得られる

ようにすること。 

なお、アンケート調査の実施に当たっては、

受講者及び事業主の意見をより的確に把握で

きるようにするとともに、当該調査結果を分析

して業務の質の向上に反映できるようにする

こと。 

② 在職者訓練の効果を客観的に把握する観点

から、受講者が習得した能力（習得度）の測定・

評価を実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

２ 職業能力開発業務について 

（５）在職者を対象とする職業訓練について 

産業の基盤を支える高度な職業能力を有する

人材を育成するため、在職者に対し、事業主等の

ニーズ等に基づき、次により職業訓練を実施す

る。 

① 受講者に対してアンケート調査を実施し、 

８０％以上の者から職業能力の向上に役立っ

た旨の評価が得られるようにする。また、事業

主の指示により職業訓練を受講した場合につ

いては、当該事業主についてもアンケート調査

を実施し、８０％以上の者から受講者に職業能

力の向上が見られた旨の評価が得られるよう

にする。 

なお、アンケート調査の実施に当たっては、

受講者及び事業主の意見をより的確に把握で

きるようにするとともに、当該調査結果を分析

して業務の質の向上に反映できるようにする。 

 

② 訓練開始時及び訓練修了時の能力をそれぞ

れ把握し比較することにより、受講者が習得し

た能力（習得度）を測定し評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

２ 職業能力開発業務について 

（５）在職者を対象とする職業訓練について 

① 訓練コースの受講者と受講を指示した事業

主に対してアンケート調査を実施し、８０％

以上の者から職業能力の向上に役立った旨の

評価が得られるようにする。また、受講者が

習得した能力（習得度）の測定を行う。 

なお、アンケート調査に当たっては、受講

者及び事業主の意見をより的確に把握でき

るようにするとともに、当該調査結果と習得

度測定の結果を分析して業務の質の向上に

反映できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

２ 職業能力開発業務について 

（５）在職者を対象とする職業訓練について 

① 在職者訓練の業務の質の向上を図るため、受講者や事業主に対するアンケート調査等を

実施した。 

（イ）受講者に対するアンケート調査の実施 

アンケート調査において９８．８％（H22 年度 98.6％、H22 年度同期 98.7％）の

者から職業能力の向上に「大変役に立った」「役に立った」との評価を得た。  

※「大変役に立った」  ４７．５％（H22年度 45.0％、H22年度同期 45.0％） 

「役に立った」   ５１．３％（H22年度 53.6％、H22年度同期 53.7％） 

（受講者数   ２１，４９６人（H22年度 35,778人、H22年度同期 20,222人）） 

（回答者数   １８，６４７人（H22年度 31,985人、H22年度同期 18,430人）） 

数値は全て平成２３年９月末現在の数値 

   （単位：％） 

区分 ２２年度（上半期） ２３年度（上半期） 対前年度増減 

受講者満足度 ９８．７ ９８．８ ＋０．１ 

 

（参考）    （単位：％） 

区分 ２０年度 ２１年度 ２２年度 対前年度増減 

受講者満足度 ９８．３ ９８．３ ９８．６ ＋０．３ 

 

（ロ）事業主に対するアンケート調査の実施 

受講者を派遣した事業主を対象とするアンケート調査において、９８．０％（H22年

度 97.5％、H22年度同期 97.8％）の事業主から受講者が学んできた内容が事業所で

「大変役に立っている」「役に立っている」との評価を得た。 

※「大変役立っている」  ２０．５％（H22年度 20.6％、H22年度同期 21.3％） 

「役立っている」    ７７．５％（H22年度 76.9％、H22年度同期 76.5％） 

（回答事業所数    ４，１６５事業所 

（H22年度 6,869事業所、H22年度同期 3,879事業所）） 

数値は全て平成２３年９月末現在の数値 

   （単位：％） 

区分 ２２年度（上半期） ２３年度（上半期） 対前年度増減 

受講者満足度 ９７．８ ９８．０ ＋０．２ 

 

（参考）    （単位：％） 

区分 ２０年度 ２１年度 ２２年度 対前年度増減 

事業主満足度 ９７．７ ９７．６ ９７．５ △０．１ 

 

（ハ）業務改善の取組 

一層の業務改善の取組を推進するため、アンケート調査に基づく業務改善事例につい

ては、本部で集約の上、各都道府県センターへフィードバックし、情報の共有化を行う

こととしている。 

また、在職者訓練の品質保証を図るため、訓練カルテ方式（受講者アンケート等のデ
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③ 地方公共団体との役割分担の一層の明確化

を図るとともに、民業補完に徹する観点から、

民間教育訓練機関等の多種多様な訓練の実施

の状況や昨今の地方公共団体における職業訓

練の取組状況を踏まえ、中小企業等を主な対象

として、ものづくり分野を中心に真に高度なも

ののみに真に限定して実施すること。このた

め、職業訓練コースについては、ものづくり分

野以外のものを中心に平成１９年度中に見直

しを行い、平成１８年度実績と比べ２割程度削

減するとともに、平成１９年度の早期に真に高

度なものの基準を明確化して公表し、当該基準

に該当しない訓練についても廃止すること。 

また、中小企業等を主な対象としていること

に配慮しつつ、適切な費用負担を求めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地方公共団体との役割分担の一層の明確化

を図るとともに、民業補完に徹する観点から、

民間教育訓練機関等の多種多様な訓練の実施

の状況や昨今の地方公共団体における職業訓

練の取組状況を踏まえ、中小企業等を主な対象

として、ものづくり分野を中心に真に高度なも

ののみに真に限定して実施する。このため、職

業訓練コースについて、平成１９年度中に、特

に、情報・通信系、居住系、管理・事務系等の

訓練コースについて真に必要性の認められる

もの以外のものを廃止することにより平成 

１８年度実績と比べ２割程度削減するととも

に、平成１９年度の早期に真に高度なものの基

準を明確化して公表するものとし、当該基準に

該当しない訓練についても廃止する。また、当

該地域ごとに事業主団体や関係行政機関等か

ら意見を聴くことなどにより人材ニーズを把

握した上で、各地域において外部委員で構成す

る検討の場を設け、毎年度の実施計画につい

て、意見を聴取し、審査する。 

④ 中小企業等を主な対象としていることに配

慮しつつ、適切な費用負担を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

② 地方公共団体との役割分担の一層の明確化

を図るとともに、民業補完に徹する観点から、

民間教育訓練機関等の多種多様な訓練の実施

の状況や昨今の地方公共団体における職業訓

練の取組状況を踏まえ、中小企業等を主な対

象として、ものづくり分野を中心に真に高度

なもののみに真に限定して実施する。また、

訓練コースは、当該地域ごとの事業主団体や

関係行政機関等から意見を聴くことなどによ

り人材育成ニーズを把握した上で設定するも

のとし、各地域において外部委員で構成する

検討の場を設け、実施計画について、意見を

聴取し、審査する。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 中小企業等を主な対象としていることに配

慮しつつ、適切な費用負担を求める。 

 

 

ータをＰＰＭチャート及びレーダーチャート等で分析し、訓練コースを評価・改善する

仕組み）を全国で実施し、訓練コースの見直しに活用した。 

（ニ）習得した能力の測定・評価 

訓練コースの受講を通じて習得した能力（習得度）の測定・評価のため、訓練開始時

に受講者の能力をアンケートにより把握するとともに、訓練受講後に、職場での適用状

況（受講した訓練内容を職場の仕事に活用しているか等）を確認した。 

② 地方公共団体との役割分担の一層の明確化を図り、民業補完に徹する観点から、各地域

に、民間教育訓練機関、事業主団体、行政機関等の有識者を構成員とする訓練計画専門部

会を設置し、ニーズに基づく訓練コースの設定の適否や民間教育訓練機関等が設定する訓

練コースとの競合の有無について、意見聴取、審査を行った上で、ものづくり分野に特化

し真に高度なもののみに限定して実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 中小企業を主な対象としていること及び現下の厳しい経済情勢に配慮しつつ適切な費用

負担を求めた。 

 

 

評価の視点等 【評価項目６ 在職者訓練】 自己評価 Ｓ  評定   

 以下の取組により、「評価の視点」に対応した。 

・ 在職者を対象とする職業訓練について、受講者と受講を指示した事業主に対して

アンケート調査を実施し、目標を上回る受講者の９８．８％から「職業能力の向上

に役立った」との評価を得るとともに、受講者を派遣した事業主の９８．０％から

「受講者が学んできた内容が事業所で役立っている」との評価を得た。 

・ アンケート調査結果及び習得度測定の結果を分析し、訓練内容の見直しを行うな

ど業務の質の向上に反映させた。特に、訓練コースの見直しに当たっては、訓練の

品質保証を図るため、受講者アンケート等のデータをＰＰＭチャート及びレーダー

チャート等で分析し、訓練コースを評価・改善する訓練カルテ方式を全国で実施し

た。 

・ 地方公共団体との役割分担の一層の明確化を図り、民業補完に徹する観点から、

各地域に、都道府県、都道府県労働局等の関係行政機関代表委員、経済団体等の使

用者代表委員、民間教育訓練機関、大学教授等の公益代表委員で構成される訓練計

画専門部会を設置し、ニーズに基づく訓練コースの設定の適否や民間教育訓練機関

等が設定する訓練コースとの競合の有無について、意見聴取、審査を行った上で、

ものづくり分野に特化し真に高度なもののみに限定して実施した。また、中小企業
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を主な対象としていること及び現下の厳しい経済情勢に配慮しつつ適切な費用負担

を求めた。 

［数値目標］ 

・受講者に対するアンケート調査において、職業能力の向上に役立った旨の評価をし

た者が８０％以上であったか。 

（実績） 

平成１９年度 ９７．８％ 平成２０年度 ９８．３％ 平成２１年度 ９８．３％ 

平成２２年度 ９８．６％ 

 

受講者に対するアンケート調査において、「職業能力の向上に役立った」との回答

が目標を大きく上回る９８．８％となった。（業務実績「（５）①（イ）受講者に対

するアンケート調査の実施」（Ｐ．２２）参照。） 

・事業主に対するアンケート調査において、職業能力の向上が見られた旨の評価をし

た者が８０％以上であったか。 

（実績） 

平成１９年度 ９６．２％ 平成２０年度 ９７．７％ 平成２１年度 ９７．６％ 

平成２２年度 ９７．５％ 

事業主に対するアンケート調査において、「職業能力の向上が見られた」との回答

が目標を大きく上回る９８．０％となった。（業務実績「（５）①（ロ）事業主に対

するアンケート調査の実施」（Ｐ．２２）参照。） 

・職業訓練コースについて、平成１９年度中に、真に必要性の認められるもの以外の

ものを廃止することにより、平成１８年度実績と比べ２割程度削減したか。 

（実績 平成１９年度 ３割程度削減 ※達成済） 

実績：－ 

  達成済み。 

［評価の視点］ 

・訓練開始時及び訓練修了時の能力をそれぞれ把握し比較することにより、受講者が

習得した能力（習得度）を測定し評価したか。 

実績：○ 

訓練開始時に受講者の能力をアンケートにより把握するとともに、訓練受講後に

職場での適用状況（受講した訓練内容を職場の仕事に活用しているか等）を確認す

ることにより、訓練コースの受講を通じて習得した能力（習得度）の測定・評価を

行った。（業務実績「（５）①（ニ）習得した能力の測定・評価」（Ｐ．２３）参照。） 

・中小企業等を主な対象として、ものづくり分野を中心に真に高度なもののみに限定

して実施したか。 

実績：○ 

地方公共団体との役割分担の一層の明確化を図り、民業補完に徹する観点から、

訓練コースの設定に当たっては、外部専門家による委員会で審議・決定し機構が公

表した「設定基準」のうち最上位レベルの内容とするとともに、各地域に、都道府

県、都道府県労働局等の関係行政機関代表委員、経済団体等の使用者代表委員、民

間教育訓練機関、大学教授等の公益代表委員で構成される訓練計画専門部会を設置

し、ニーズに基づく訓練コースの設定の適否や民間教育訓練機関等が設定する訓練

コースとの競合の有無について、意見聴取、審査を行い、ものづくり分野に特化し、

真に高度なもののみに限定して実施した。（業務実績「（５）在職者を対象とする職

業訓練について②」（Ｐ．２３）参照。） 

・中小企業等を主な対象としていることに配慮しつつ、適切な費用負担を求めたか。 実績：○ 

  中小企業を主な対象としていること及び現下の厳しい経済情勢に配慮しつつ適切

な費用負担を求めた。 （業務実績「（５）在職者を対象とする職業訓練について③」

（Ｐ．２３）参照。） 

・平成１９年度の早期に真に高度なものの基準を明確化して公表し、当該基準に該当

しない訓練については廃止したか。 

実績：－ 

  達成済み。 
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雇用・能力開発機構 評価シート７（若年者対策、キャリア・コンサルティング）（厚生労働省、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度業務実績 

第２ 業務の改善に関する事項 

 

２ 職業能力開発業務について 

（６）若年者対策について 

依然としてフリーター等若年不安定就労者や若

年失業者が多く、中長期的な競争力・生産性の低

下等が懸念され、若年者を我が国を支える「人材」

として育成していくことが喫緊の課題となってい

る。こうした中、若年者の職業意識の形成、職業

訓練の実施、就職支援等若年者の就業について総

合的な支援を行うこと。 

① 職業意識の形成の支援等 

（イ）キャリア・コンサルタントの活用等により、

様々な課題を抱える若年者の職業理解を促進

し、職業意欲の喚起を行い、安定就労への誘

導を積極的に行うこと。 

その際、地方公共団体等とも連携した取組

を展開するとともに、実績に基づく支援拠点

の重点化を行うこと。また、事業の効果を検

証し、事業の在り方について厳格な評価を行

うこと。 

（ロ）私のしごと館 

（ⅰ）「独立行政法人整理合理化計画」（平成  

１９年１２月２４日閣議決定）に基づき、

運営を包括的に民間に委託し、当省におい

て、第三者委員会による外部評価を実施し、

その結果を踏まえて、平成２０年末までに

「私のしごと館」の存廃を含めその在り方

について検討を行うため、機構は、必要な

協力を行うこと。 

なお、運営を包括的に民間に委託するに当

たっては、第三者委員会の検討を踏まえて

設定する目標を上回ること。 

（ⅱ）「私のしごと館」の未利用校に対する働き

かけ、利用前の事前学習の実施及び利用後

の事後学習指導の実施の支援等を行うこ

と。 

（ⅲ）業務・システムの最適化のため、システ

ム構成及び調達方式の見直しを行うことに

より、システムコスト削減、システム調達

における透明性の確保及び業務運営の合理

化を図ること。このため、当該業務・シス

テムの監査及び刷新可能性調査を実施し、

これらを踏まえ平成１９年度までに当該業

務・システムの最適化計画を策定し、公表

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべ

き措置 

２ 職業能力開発業務について 

（６）若年者対策について 

現在の若年者を取り巻く変化・課題を踏まえ、

次により若年者の就業に係る総合的な支援を実施

する。 

 

 

 

 

① 職業意識の形成の支援等 

（イ）公共職業安定所や地方公共団体における若

年者の就労支援機関との連携を図りながら、

若年者の職業意識を啓発するための取組み

や、キャリア・コンサルティングの実施によ

り若年者のキャリア形成を支援する。 

また、実績に基づく若年者の職業意識を啓

発するための支援拠点の重点化を行い、事業

の効果を検証し、事業の在り方について厳格

な評価を行う。 

（ロ）私のしごと館 

（ⅰ）「独立行政法人整理合理化計画」（平成  

１９年１２月２４日閣議決定）に基づき、

運営を包括的に民間に委託し、厚生労働省

において、第三者委員会による外部評価を

実施し、その結果を踏まえて、平成２０年

末までに「私のしごと館」の存廃を含めそ

の在り方について検討を行うため、機構は、

必要な協力を行う。 

なお、運営を包括的に民間に委託するに当

たっては、第三者委員会の検討を踏まえて

設定する目標を上回るようにする。 

（ⅱ）｢私のしごと館｣の未利用校に対する来館

の働きかけ、利用前の事前学習の実施及び

利用後の事後学習指導の実施の支援等を行

う。 

（ⅲ）業務・システムの最適化のため、システ

ム構成及び調達方式の見直しを行うことに

より、システムコスト削減、システム調達

における透明性の確保及び業務運営の合理

化を図る。このため、当該業務・システム

の監査及び刷新可能性調査を実施し、これ

らを踏まえ、平成１９年度までに当該業

務・システムの最適化計画を策定し、公表

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべ

き措置 

２ 職業能力開発業務について 

（６）若年者対策について 

 

 

 

 

 

 

 

① 職業意識の形成の支援等 

公共職業安定所や地方公共団体における若

年者の就労支援機関との連携を図りながら、若

年者の職業意識を啓発するための取組みや、キ

ャリア・コンサルティングの実施により若年者

のキャリア形成を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

２ 職業能力開発業務について 

（６）若年者対策について 

 

 

 

 

 

 

 

① 職業意識の形成の支援等（厚生労働省） 

（イ）若年者への職業意識の啓発 

公共職業安定所や地方公共団体における若年者の就労支援機関との連携を図りながら、

労働者等に対するキャリア形成に係る相談援助を行う中で、若年者に対して職業意識の啓

発に努めた。 
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するとともに、当該計画を着実に実施する

こと。 

② 訓練の実施等 

（イ）高校卒業後フリーター等不安定就労を繰り

返す者等に対して、働きながら学ぶことによ

り一人前の職業人を養成する「日本版デュア

ルシステム」等の事業主と協力した実践的な

職業訓練を積極的に実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）企業が主体となって現場の中核となる実践

的な技能を備えた職業人を育成する「実践型

人材養成システム」、フリーター等に実践的な

訓練を行うことにより常用雇用化を促進する

「有期実習型訓練」について、その導入・実

施のため、企業の訓練カリキュラムの策定等

への支援、訓練の一部実施による協力等を行

うこと。その際、地域における民間教育訓練

機関等との役割分担を踏まえ行うこと。 

 

 

（７）キャリア・コンサルティングについて 

キャリア・コンサルティングの能力を身につけ

たアドバイザーを各都道府県センター等に配置

し、労働者等へのキャリア・コンサルティングの

充実を図るとともに、キャリア・コンサルタント

について、研修を行う等により質の向上を図るこ

と。 

また、利用者に対してアンケート調査を実施し、

８０％以上の者から職業能力の向上等が図られた

旨の評価が得られるようにすること。 

なお、アンケート調査の実施に当たっては、利

用者の意見をより的確に把握できるようにすると

ともに、当該調査結果を分析して業務の質の向上

に反映できるようにすること。 

するとともに、当該計画を着実に実施する。 

 

② 訓練の実施等 

（イ）高校卒業後フリーター等不安定就労を繰り

返す者等が、安定就労へ移行できるように、

職業能力開発大学校等及び委託訓練先の活用

により一定期間の企業実習とそれと一体とな

った「日本版デュアルシステム」等の事業主

と協力した実践的な職業訓練を積極的に実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）企業が主体となって現場の中核となる実践

的な技能を備えた職業人を育成する「実践型

人材養成システム」、フリーター等に実践的な

訓練を行うことにより常用雇用化を促進する

「有期実習型訓練」について、その導入・実

施のため、企業の訓練カリキュラムの策定等

への支援、訓練の一部実施による協力等を行

う。その際、地域における民間教育訓練機関

等との役割分担を踏まえ行う。 

 

 

（７）キャリア・コンサルティングについて 

キャリア・コンサルティングの能力を身につけ

たアドバイザーを各都道府県センター等に配置

し、労働者等へのキャリア・コンサルティングの

充実を図るとともに、キャリア・コンサルタント

について、研修を行う等により質の向上を図る。 

また、利用者に対してアンケート調査を実施し、

８０％以上の者から職業能力の向上等が図られた

旨の評価が得られるようにする。 

なお、アンケート調査の実施に当たっては、利

用者の意見をより的確に把握できるようにすると

ともに、当該調査結果を分析して業務の質の向上

に反映できるようにする。 

 

 

 

② 訓練の実施等 

（イ）職業能力開発大学校等における職業訓練と、

企業等における実習とを組み合わせた「日本

版デュアルシステム」等を積極的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）「実践型人材養成システム」及び「有期実習

型訓練」の導入・実施のため、企業の訓練カ

リキュラムの策定等への支援、訓練の一部実

施による協力等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

（７）キャリア・コンサルティングについて 

① キャリア・コンサルティングの能力を身につ

けたアドバイザーを各都道府県センター等に配

置し、労働者等へのキャリア・コンサルティン

グの充実を図る。 

また、利用者に対してアンケート調査を実施

し、８０％以上の者から職業能力の向上等が図

られた旨の評価が得られるようにする。 

なお、アンケート調査の実施に当たっては、

利用者の意見をより的確に把握できるように

するとともに、当該調査結果を分析して業務の

質の向上に反映する。 

 

 

 

 

 

 

② 訓練の実施等 

（イ）職業能力開発大学校等における訓練と、企業等における実習とを組み合わせた職業訓練に

ついて、以下のとおり実施した。（高障求機構） 

（ⅰ）職業能力開発大学校等での訓練と、企業等における実習とを組み合わせた「専門課程活

用型デュアルシステム」の実施  

・ 訓練期間  ２年 

・ 実施科数  ２科 

・ 実施科名  生産技術科、メカトロニクス技術科 

・ 入校者数  １６人（H22年度 64人） 

（平成２３年９月末現在） 

（ⅱ）職業能力開発促進センターでの訓練と、企業等における実習とを組み合わせた「短期課

程活用型デュアルシステム」の実施 

・ 訓練期間    概ね６か月 

・ 実施コース数  ９６コース（H22年度 223コース、H22年度同期 109コース） 

・ 実施コース名  電気設備科、テクニカルオペレーション科 

・ 入所者数    １，０６２人（H22年度 2,452人、H22年度同期 1,256人） 

・ 就職率      ８９．３％（H22年度 87.6％、H22年度同期 87.2％） 

（平成２３年１２月末実績） 

（ロ）各都道府県センターにおいて、企業又は地域ジョブ・カードセンターからの要請に応じ、

実践型人材養成システム及び有期実習型訓練の導入・実施のための訓練実施計画及び訓練カ

リキュラムの作成等の各種支援を行った。（厚生労働省） 

なお、実践型人材養成システムにおいては、実施計画認定申請書の取り次ぎを行い、有

期実習型訓練については、訓練基準に適合するか否かの確認を行った。 

・ 実践型人材養成システムの実施計画認定申請書の取次件数   ５２件 

・ 有期実習型の訓練基準に適合するか否かの確認件数     ８６６件 

また、当機構の廃止に伴い、平成２３年１０月１日に当該業務は国（都道府県労働局）

に移管したことから、円滑な業務の移管に向けて、制度及び手続の概要説明や提出資料の

内容確認など、必要な引継ぎを行った。 

 

（７）キャリア・コンサルティングについて （厚生労働省） 

① 労働者へのキャリア・コンサルティングの充実とアンケート調査の実施 

キャリア・コンサルティングの能力を身につけたアドバイザーを各都道府県センター等に配

置し、以下のとおりキャリア形成に係る相談援助を実施した。 

なお、当機構の廃止に伴い、当該業務は平成２３年９月末で廃止した。 

（イ）労働者に対する相談援助 

（ⅰ）実施内容 

・ キャリア・コンサルティングの実施 

ジョブ・カードの作成支援、キャリアシートの作成支援、能力開発プログラムの作成

等能力開発に関する必要な援助等 

・ キャリア形成に関する情報提供 

（ⅱ）相談援助件数 

３１２，８７２件 

（うち、基金訓練対象者分件９６，７７９件（再掲）） 

（ロ）事業主及び事業主団体等に対する相談援助 

（ⅰ）実施内容 
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② キャリア・コンサルタントの質の向上を図る

ため、フォローアップ研修を実施する。 

 

 

・ キャリア・コンサルティングに関する技術的援助  

・ キャリア形成促進助成金に関する相談援助 

・ キャリア形成に関する情報提供 

（ⅱ）相談援助件数  ２５，２０４件 

（ハ）アンケート調査の実施 

キャリア・コンサルティングを受けた利用者に対しアンケート調査を実施し、回答者の

うち、９９．６％の利用者から「大変役に立った」「役に立った」旨の評価を得た。 

※「大変役に立った」  ６９．７％ 

「役に立った」    ２９．９％ 

有効回答者数    ６，６２３人 

有効回答事業所数     ７５事業所 

また、利用者のニーズを的確に把握し、サービスの質の向上を図るため、アンケート自

由記述欄に記載された利用者の要望・意見等を分析し、満足度向上に努めた。 

併せて、一層の業務改善の取組を推進するため、各都道府県センターにおける業務改善

事例については、本部で集約の上、各都道府県センターへフィードバックし、情報の共有

化を行った。 

《アンケート調査に基づく業務改善の事例》 

・ 実施方法の見直し 

アンケート調査において、求職者から要望が多かった「自己理解」や「情報収集の仕

方」のテーマでセミナーを開催し、必要な情報提供や自己理解を深めるグループワーク

を開催するとともに、必要に応じてキャリア・コンサルティングを実施することで、限

られた人員で多くの求職者に支援を提供した。 

・ ジョブ・カードに係る理解の促進 

ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングを実施する際に、利用者がジ

ョブ・カードの意義を十分に理解した上で、ジョブ・カードの作成に取り組めるよう、

相談の目的別の記入例を作成し、利用者に提示して説明を行うことにより、理解の促進

を図った。 

（ニ）フォローアップ調査の実施への協力 

厚生労働省が実施する事業効果を測るためのフォローアップ調査（利用者がキャリア・

コンサルティングを受けた結果、就職・能力開発等への具体的な取組等の行動につながっ

たか）の実施に協力した。 

・ 「就職・能力開発等への具体的な取組等が図られた」との回答   ８４．６％ 

（有効回答者数  ３５８人）（暫定値） 

② フォローアップ研修 

キャリア・コンサルタントの質の向上を図るため、キャリア・コンサルタント養成講座修了

生を対象にして、フォローアップ研修を実施した。 

なお、当該業務については、当機構の廃止に伴い、平成２３年９月３０日で廃止した。 

（イ）実施件数 

・ 開催回数      ４７回 

・ 参加人数     ７６９人 

（ロ）実施テーマ例 

・ 傾聴能力スキルアップ講座 

・ グループ・アプローチを活用した若年者に対するキャリア・コンサルティング講座 

・ キャリア・コンサルタント交流会 
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評価の視点等 【評価項目７ 若年者対策、キャリア・コンサルティング】 自己評価 厚生労働省 Ａ  評定 厚生労働省   

高障求機構 Ａ 高障求機構  

 【厚生労働省の自己評価理由】 

・ 実践型人材養成システム実施計画書の認定申請取次件数は、前年同期と比較すると、

３６件の減尐である（前年同期８８件）。また、有期実習型訓練の実施計画の確認件数に

ついても、前年同期と比較すると２，７０１件の減尐となっている（前年同期３,５６７

件）。こうした実績減の主な要因は、平成23年度からキャリア形成促進助成金の支給額

が減額となったために、これらの訓練の実施件数が減ったことや、支給額の減額前であ

る平成２２年度中に訓練の申請を行った事業主が増加したためと考えられる。このよう

な外部要因が大きく影響する中、実践型人材養成システムや有期実習型訓練については、

事業主のニーズを踏まえた上で平成２０年から平成２２年までに作成した２８業種、６

３訓練科のモデルカリキュラム及び幅広い業種に渡る訓練の評価支援ツールについてホ

ームページで周知したことや、地域ジョブ・カードセンターに在籍しているジョブ・カ

ード制度普及推進員を対象とした研修会において、ジョブ・カードの活用方法等に係る

周知を積極的に行ったことにより、事業主が効率的・効果的に活用できるよう支援を行

った。 

・ キャリア・コンサルティングを受けた利用者に対するアンケート調査では、中期計画

の目標を上回る９９．６％の利用者から役に立った旨の評価を得ている。また、キャリ

ア・コンサルティングを受けた利用者へのフォローアップにおいては、８４．５％の受

講者から「就職・能力開発等への具体的な取組等が図られた」との回答を得ている。 

以上より、実践型人材養成システム実施計画の認定申請取次件数については、外部要因

の影響により、前年同期と比べ減尐となったものの、雇用型訓練の普及促進を積極的に行

い、キャリア・コンサルティング業務については、９９．６％の利用者から高い評価を受

けるなど成果を上げていることから、自己評価を「Ａ」とした。 

 

【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の自己評価理由】 

以下の取組により、「評価の視点」に対応した。 

・ フリーター等の若年者対策として、機構施設での訓練と企業実習を組み合わせた「日

本版デュアルシステム」を１，０７８人の若年求職者等に対して実施し、就職率は   

８９．３％と、前年同期を２．１ポイント上回る高い水準となった。（就職率は、平成２

３年度は上半期の修了者（短期課程活用型）についてのみ集計。） 

 

［数値目標］ 

・キャリア・コンサルティングを受けた利用者へのアンケート調査において、職業能力の

向上等が図られた旨の評価が８０％以上であったか。（厚生労働省） 

（実績） 

平成１９年度 ９９．５％ 平成２０年度 ９９．５％ 平成２１年度 ９９．３％ 

平成２２年度 ９９．４％ 

 

キャリア・コンサルティングを受けた利用者に対しアンケート調査を実施し、回答者

のうち９９．６％の利用者から役に立った旨の評価を得た。（業務実績「（７）①（ハ）

アンケート調査の実施」（Ｐ．２７）参照。） 

［評価の視点］ 

・職業意識を啓発するための取組み等により若年者のキャリア形成を支援したか。（厚生

労働省） 

 

実績：○ 

公共職業安定所や地方公共団体における若年者の就労支援機関との連携を図りなが

ら、労働者等に対するキャリア形成に係る相談援助を行う中で、若年者に対して職業意

識の啓発に努めた。（業務実績「（６）①（イ）若年者への職業意識の啓発」（Ｐ．２５）

参照。） 

・支援拠点の重点化を行い、事業の効果を検証し、事業の在り方について厳格な評価を行

ったか。 

実績：－ 

  達成済み。 

・運営を包括的に民間に委託するに当たり設定した目標を上回ったか。 実績：－ 

達成済み 
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・未利用校への働きかけ、事前・事後学習の支援等を行ったか。 実績：－  

達成済み 

・独立行政法人整理合理化計画（平成１９年１２月２４日閣議決定）に基づき、運営を包

括的に民間に委託したか。 

実績：－ 

  達成済み。 

・厚生労働省において、第三者委員会による外部評価を実施し、その結果を踏まえて、「私

のしごと館」の存廃を含めそのあり方について検討を行うため、機構は必要な協力を行っ

たか。 

実績：－ 

  達成済み。 

・業務・システムの監査及び刷新可能性調査を踏まえ、平成１９年度までに業務・システ

ムに関する最適化計画を策定し、公表するとともに、当該計画を着実に実施したか。 

実績：－ 

  達成済み。 

・「日本版デュアルシステム」を積極的に実施したか。（独立行政法人高齢・障害・求職者

雇用支援機構） 

実績：○ 

フリーター等の若年者対策として、機構施設での訓練と企業実習を組み合わせた「日

本版デュアルシステム」を１，０７８人の若年求職者等に対して実施し、就職率は   

８９．３％と、前年同期を２．１ポイント上回る高い水準となった。（就職率は、平成２

３年度は上半期の修了者（短期課程活用型）についてのみ集計。）（業務実績「（６）② 訓

練の実施等（イ）」（Ｐ．２６）参照。） 

・「実践型人材養成システム」や「有期実習型訓練」の導入・実施のための各種施策を実施

したか。（厚生労働省） 

実績：○ 

各都道府県センターにおいて、企業又は地域ジョブ･カードセンターからの要請に応

じ、実践型人材養成システム及び有期実習型訓練の導入・実施のための訓練実施計画及

び訓練カリキュラムの作成等の各種支援を行った。 

なお、実践型人材養成システムにおいては、実施計画認定申請書の取次ぎを５２件行

い、有期実習型訓練については、訓練基準に適合するか否かの確認を８６６件行った。 

こうした実績減の主な要因は、平成２３年度からキャリア形成促進助成金の支給額が

減額となったために、これらの訓練の実施件数が減ったことや、支給額の減額前である

平成２２年度中に訓練の申請を行った事業主が増加したためと考えられる。このような

外部要因が大きく影響する中、実践型人材養成システムや有期実習型訓練については、

事業主のニーズを踏まえた上で平成２０年から平成２２年までに作成した２８業種、 

６３訓練科のモデルカリキュラム及び幅広い業種に渡る訓練の評価支援ツールについて

ホームページで周知したことや、地域ジョブ・カードセンターに在籍しているジョブ・

カード制度普及推進員を対象とした研修会において、ジョブ・カードの活用方法等に係

る周知を積極的に行ったことにより、事業主が効率的・効果的に活用できるよう支援を

行った。（業務実績「（６）② 訓練の実施等（ロ）」（Ｐ．２６）参照。） 

・キャリア・コンサルティングの能力を身につけたアドバイザーを各都道府県センター等

に配置し、労働者等へのキャリア・コンサルティングの充実を図ったか。（厚生労働省） 

実績：○ 

各都道府県センター等に配置したアドバイザーにより、労働者に対する相談援助を 

３１２，８７２件、事業主及び事業主団体等に対する相談援助を２５，２０４件実施し

た。また、キャリア・コンサルタント養成講座修了生を対象にして、フォローアップ研

修を実施した（開催回数４７回、参加人数７６９人）。（業務実績「（７）キャリア・コン

サルティングについて」（Ｐ．２６、２７）参照。） 
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雇用・能力開発機構 評価シート８（事業主等との連携・支援、新分野展開）（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度業務実績 

第２ 業務の改善に関する事項 

 

２ 職業能力開発業務について 

（８）事業主等との連携・支援について 

事業主等との連携による訓練カリキュラムの

開発や訓練の実施、その求めに応じた職業訓練指

導員の派遣、訓練設備の貸与、訓練ノウハウ・情

報の提供等を行うなど、事業主等が効果的に職業

訓練を実施できるよう、連携・支援を行うこと。

その際、適切な費用負担を求めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）新分野等への事業展開の支援について 

新規成長分野等において雇用創出の実現を図

り、円滑な労働移動を促進するため、関係機関と

の連携を図りつつ、これらの分野において中小企

業等の創業・経営革新を職業能力開発の側面から

支援すること。 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

２ 職業能力開発業務について 

（８）事業主等との連携・支援について 

事業主等との連携による訓練カリキュラムの

開発や訓練の実施、その求めに応じた職業訓練指

導員の派遣、訓練設備の貸与、訓練ノウハウ・情

報の提供等を行うなど、事業主等が効果的に職業

訓練を実施できるよう、連携・支援を行う。その

際、適切な費用負担を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）新分野等への事業展開の支援について 

新規成長分野等において創業・経営革新を職業

能力開発の側面から支援するため、関係機関との

連携を図りつつ、専門的な相談・情報提供、新分

野等の事業展開を担う人材養成のための職業訓

練等を行う。 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

２ 職業能力開発業務について 

（８）事業主等との連携・支援について 

事業主等との連携による訓練カリキュラムの

開発や訓練の実施、その求めに応じた職業訓練

指導員の派遣、訓練設備の貸与、訓練ノウハウ・

情報の提供等を行うなど、事業主等が効果的に

職業訓練を実施できるよう、連携・支援を行う。

特に、現在の雇用失業情勢を踏まえ、中小企業

等のニーズに対応できるよう、事業主が行う休

業期間中の教育訓練に対する支援等を積極的に

行う。 

また、支援に対する適切な費用負担を求める。 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

２ 職業能力開発業務について 

（８）事業主等との連携・支援について 

事業主自らが職業訓練を実施する等のために必要な連携・支援について、以下のとおり行

った。 

また、現下の厳しい経済情勢に配慮しつつ、支援に対する適切な費用負担を求めた。 

・ 指導員派遣延べ人員   ２，０６４人（H22年度 4,054人、H22年度同期 2,294人） 

・ 施設設備貸与延べ件数  ６，４４１件（H22年度 12,994件、H22年度同期 7,440件） 

・ 訓練延べ人員  １６７，６８６人（H22年度 328,475人、H22年度同期 180,630人） 

（うち指導員派遣による訓練延べ人員４３，６１４人（H22 年度 88,589 人、H22 年度同期 

49,207人）） 

なお、依然として厳しい雇用失業情勢が続く中、労働者の雇用維持に努める事業主を引き

続き支援するために、中小企業等のニーズに対応した「緊急雇用対策講習」を実施した。 

・ 相談件数     ４３１件（H22年度 3,724件、H22年度同期 2,188件） 

・ 緊急雇用対策講習 

（コース数）     ３１コース（H22年度 137コース） 

（受講者数）    ３５９人（H22年度 2,429人） 

※ 数値は全て平成２３年９月末現在の数値 

 

評価の視点等 【評価項目８ 事業主等との連携・支援、新分野展開】 自己評価 Ｂ  評定   

 以下の取組により、「評価の視点」に対応した。 

・ 事業主自らが職業訓練を実施する等のために必要な支援策として、事業主の求めに

応じて、指導員を延べ２，０６４人派遣した。また、施設設備の貸与を延べ     

６，４４１件行った。これらにより、延べ１６７，６８６人に対し職業訓練の実施を

支援した。 

・ 依然として厳しい雇用失業情勢が続く中、労働者の雇用維持に努める事業主からの

相談４３１件を踏まえ、「緊急雇用対策講習」を３１コース、３５９人に対して行っ

た。 

・ これらの支援に当たっては、厳しい経済情勢に配慮しつつ、適切な費用負担を求め

た。 

 

［数値目標］  

［評価の視点］ 

・適切な費用負担の下、事業主等が効果的に職業訓練を実施できるよう、連携・支援を

行ったか。 

 

実績：○ 

・ 事業主等が効果的に職業訓練を実施できるよう、指導員の派遣や施設設備の貸

与等による連携・支援を行った。 
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・ また、依然として厳しい雇用失業情勢が続く中、労働者の雇用維持に努める事

業主を引き続き支援するとともに、「緊急雇用対策講習」を実施した。 

・ これらの支援に当たっては、厳しい経済情勢に配慮しつつ、支援に対する適切

な費用負担を求めた。（業務実績「（８）事業主等との連携・支援について」（Ｐ．

３０）参照。） 

・新規成長分野等において、専門的な相談・情報提供、新分野等の事業展開を担う人材

養成のための職業訓練等を行ったか。 

実績：－ 

達成済み 
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雇用・能力開発機構 評価シート９（職業能力開発関係助成金等の業務）（厚生労働省） 

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度業務実績 

第２ 業務の改善に関する事項 

 

２ 職業能力開発業務について 

（１０）労働者の職業能力の開発及び向上を促進する

ための助成金及び技能者育成資金について 

① ホームページ及びパンフレットにおいて、制

度内容、利用条件、相談・受付窓口等を公開し、

申請者の利便を図るとともに、説明会や相談業

務を通じて、制度の趣旨等を申請者に対し十分

に周知することにより、申請者の利便を図るこ

と。 

また、職員研修等による担当者の審査能力の

向上を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 助成金については、申請内容の適正化や不正

受給の防止を図るとともに、説明会終了時にア

ンケート調査を実施し、内容を理解した旨の評

価を８０％以上得られるようにすること。な

お、アンケート調査の実施に当たっては、説明

会出席者の意見をより的確に把握できるよう

にするとともに、当該調査結果を分析して業務

の質の向上に反映できるようにすること。 

また、申請に係る諸手続の合理化を進めるこ

とにより、申請者の手続面での負担の軽減を図

るとともに、実地調査の実施等により、不正受

給の防止に努めること。 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

２ 職業能力開発業務について 

（１０）労働者の職業能力の開発及び向上を促進する

ための助成金及び技能者育成資金について 

① ホームページ、パンフレット、申込みに係る

手引等を作成することとし、その作成に当たっ

ては、制度内容、利用条件、相談・受付窓口等

を利用者の視点に立った分かりやすい表現と

する。パンフレット、申込みに係る手引等につ

いては、都道府県センターにおいて配布すると

ともに、公共職業安定所等関係機関においても

配布されるようこれらの機関との連携を図る。

また、インターネットを通じた質問を受け付

け、よくある質問に対して回答をホームページ

に公開するなど積極的に利用者の利便の向上

と情報提供に努める。さらに、支給金額、利用

条件等の制度内容に変更があった場合は当該

変更が確定した日から、７日以内にホームペー

ジ等で公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 説明会や相談業務を通じて制度の趣旨、内

容、申請手続等を利用者に対して十分に説明す

ることなどにより、利用者の利便を図る。また、

職員研修を実施し、審査能力の向上を図る。 

③ 助成金については、申請内容の適正化や不正

受給の防止等を図る。また、可能な限り直接事

業所を訪問するなどし、支給要件と実際に合致

しているか等の確認を行う。また特に疑義のあ

るものについては、すべて事業所を訪問し、不

正受給の防止に努める。 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

２ 職業能力開発業務について 

（９）労働者の職業能力の開発及び向上を促進するた

めの助成金及び技能者育成資金について 

① キャリア形成促進助成金 

 

 

 

 

（イ）制度の周知等 

（ⅰ）制度内容、利用条件、相談・受付窓口

等を利用者の視点に立った分かりやす

い表現で、ホームページ、パンフレット、

申込みに係る手引等を作成する。 

 

 

 

（ⅱ）パンフレット、申込みに係る手引等は、

公共職業安定所等関係機関においても

配布されるように連携を図る。 

 

 

 

 

（ⅲ）インターネットを通じた質問を受け付

け、よくある質問については回答をホー

ムページに公開する。 

（ⅳ）支給金額、利用条件等の制度内容に変

更があった場合は、当該変更が確定した

日から、７日以内にホームページで公開

する。 

（ⅴ）説明会や相談業務において制度の趣

旨、内容、申請手続等及び不正受給の防

止について利用者に対して十分に説明

する。 

（ロ）審査能力の向上等 

（ⅰ）職員研修を実施し、審査能力の向上を

図る。 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

２ 職業能力開発業務について 

（９）労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための助成金及び技能者育成資金について 

① キャリア形成促進助成金  

労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための助成金の支給業務については、申請

者の利便や申請内容の適正化、不正受給防止を図るため、以下の取組を行った。 

なお、当機構の廃止に伴い、平成２３年１０月１日に当該業務は国（都道府県労働局）

に移管したことから、円滑な業務の移管に向けて、都道府県労働局と十分に調整し、必要

な引継ぎを行った。 

（イ）制度の周知等 

（ⅰ）ホームページ、パンフレット等の作成 

・ 助成金制度をより分かりやすく、利用しやすいものとするため、ホームページにお

いては、制度改正後、速やかに、利用者にとってわかりやすいレイアウト、表現及び

受付窓口への誘導等の見直しを行い、公開した。 

・ 利用者の用途に対応するため、助成金の内容等を簡潔にまとめたパンフレットと実

際の申請に向けた詳細な内容や申請書の記入例を盛り込んだ申請の手引を活用し、周

知を行った。 

（ⅱ）パンフレット等の配布による周知 

作成したパンフレット等は、都道府県センターが実施する説明会や相談業務等に限

らず、各関係機関が開催する説明会等においても配布されるようにするとともに、公

共職業安定所等の関係機関においても配布されるようにした。 

また、ジョブ・カード制度を推進する上で、地域ジョブ・カードセンターや地域ジ

ョブ・カードサポートセンターにもパンフレット等を提供することにより、一体的な

周知等を図った。 

（ⅲ）インターネットを通じた質問への対応 

インターネットを通じた質問は、電話、電子メールによる説明・回答を行うととも

に、よくある質問については、回答をＱ＆Ａとしてホームページで公開した。 

（ⅳ）制度内容変更の公開 

平成２３年４月１日付けの改正について、同日にホームページで公開した。 

 

 

（ⅴ）利用者に対する説明 

説明会や相談業務において利用者に対して助成金の趣旨、目的及び受給のための手

続きを十分に説明するとともに、不正受給を行うことのないよう注意を促した。 

 

（ロ）審査能力の向上等 

（ⅰ）職員の審査能力の向上 

各都道府県センターにおいては、助成金担当者の審査能力の向上を図るため、実際

にあった事案等を活用したケーススタディを通じた職員研修等を実施した。 

（実施状況） 

・ 実施回数  ２００回 

・ 実施内容  助成金の相談・審査業務、審査期間の短縮、不正受給防止等につい

て 
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④ 助成金については、説明会を積極的に開催す

るとともに、説明会終了時にアンケート調査を

実施し、８０％以上の者から、助成金等の制度

の理解に役立った旨の評価が得られるように

する。 

なお、アンケート調査については、利用者の

意見等をより的確に把握できるように実施す

るとともに、当該調査結果を分析し、業務の質

の向上に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）可能な限り直接事業所を訪問するなど

し、支給要件と実際に合致しているか等

の確認を行い、疑義のあるものについて

は、すべて事業所を訪問するなど不正受

給の防止に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ハ）説明会の開催等 

（ⅰ）説明会を積極的に開催するとともに、

説明会終了時に参加者に対してアンケ

ート調査を実施し、８０％以上の者か

ら、助成金等の制度の理解に役立った旨

の評価を得られるようにする。 

（ⅱ）アンケート調査については、利用者の

意見等をより的確に把握できるように

実施するとともに、当該調査結果を分析

し、業務の質の向上に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）不正受給の防止 

（ａ）事業所訪問の実施 

訓練等の実態等が支給要件に合致しているかの確認のため可能な限り直接事業

所訪問を行い、疑義のあるものについては、すべて直接事業所を訪問し確認した。 

特に、ジョブ・カード制度関連の訓練について、実習（OJT）及び事業内で実施

される座学等（OFF-JT）の実態の確認等を行った。 

・ 事業所訪問数      ９６２件 

（うち疑義事業所訪問数   ２９件） 

（ｂ）都道府県労働局との連携の強化 

・ 情報の共有化、不正受給の防止等を図るため、都道府県労働局等関係機関との連

絡会議を開催した。 

・ 助成金を支給するに当たって、都道府県労働局への雇用保険関係データの照会

（「ハローワークシステム」による照会）を行い、不正受給防止を図った。 

・ 都道府県労働局への業務移管後も円滑な運営ができるよう、助成金の概要説明や

過去の支給実績の情報提供、審査状況に応じた申請書類の整理表の提供など、都道

府県労働局と十分に連絡調整し、必要な引継ぎを行った。 

（ｃ）不正受給防止体制の強化  

不正受給防止体制の強化を図るため、本部総務部に監察役及び各都道府県セン

ターに給付調査役を配置し、不正受給防止マニュアルの遵守を徹底するための点

検を行うとともに、本部総務部及び助成金担当部による都道府県センター給付調

査役等に対する研修（平成２３年４月）を実施し、不正受給防止のための取組を

都道府県労働局への業務移管まで適切に行った。 

（ハ）説明会の開催等 

（ⅰ）説明会及び個別相談の実施  

・ 説明会開催回数     ３３３回 

・ 説明会参加者数   ５，９２０人 

・ 個別相談の件数  １５，２０４件 

 

（ⅱ）説明会終了後のアンケート調査の実施等 

（ａ）説明会終了後のアンケート調査の実施 

説明内容の理解度を測るため、アンケート調査を実施し、８８．４％の者から

説明内容が「大変理解できた」「理解できた」旨の評価を得た。 

※「大変理解できた」  １５．６％ 

「理解できた」    ７２．８％ 

（有効回答者数 ２，１５６人） 

また、説明会の実施方法の見直し等業務の改善を図るため、アンケート自由記

述欄に記載された参加者の要望・意見等を分析した。 

併せて、一層の業務改善の取組を推進するため、アンケート調査に基づく業務

改善事例については、本部で集約の上、各都道府県センターへフィードバックし、

情報の共有化を行った。 

《アンケート調査結果に基づく業務改善の事例》 

① 実施方法の改善 

・ 有期実習型訓練に対する助成内容など特定の内容については、説明会前の資

料の事前送付や個別の事業所訪問、説明会後の個別相談の実施により、制度理

解の促進を図った。 

・ 助成金を初めて活用したいという事業所からの問い合わせが多数あったため、

主に制度改正時期や申請時期に集中的に実施してきた説明会を、定期的に開催
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③ 技能者育成資金については、中期目標期間の

最終年度までに国からの補助金が廃止され返

還金のみによる貸付制度に転換されることを

踏まえ、回収業務の強化を行うとともに、リス

ク評価を適切に行うこと。また、貸付対象者を

真に必要な者に限定すること等により、業務の

効率化を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 助成金については、申請者の声や適正支給に

配慮しつつ、申請書の記載項目の簡略化、添付

書類の簡素化等による事務手続の合理化を進

めることにより、申請者の手続面での負担の軽

減を図る。 

 

⑥ 技能者育成資金については、中期目標期間の

最終年度までに国からの補助金が廃止され返

還金のみによる貸付制度に転換されることを

踏まえ、滞納者（連帯保証人を含む。）に対す

る文書や電話での督促の徹底、１年以上の滞納

者に対して法的手続処理を前提とした請求行

為等の徹底及び必要に応じた法的措置を実施

する等、回収業務の強化を図るとともに、民間

基準に準拠した債権分類基準による債権分類

を推進することにより、債権の適切な管理を行

う。また、借受者の返還意識の涵養、口座振替

による返還の推進等により、技能者育成資金の

新規返還者の初年度末の返還率について平成

２３年度までに９７％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ニ）事務手続の合理化 

申請者の声や適正支給に配慮しつつ、申

請書の記載項目の簡略化、添付書類の簡素

化等による事務手続の合理化を進めるこ

とにより、申請者の手続面での負担の軽減

を図る。 

② 技能者育成資金の回収業務等 

（イ）滞納者（連帯保証人含む）に対して文書

や土日・夜間を含めた電話での督促を徹底

するとともに、１年以上の滞納者に対して

法的処理を前提とした請求行為等の徹底及

び必要に応じて支払督促申立等の法的手続

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）民間基準に準拠した債権分類基準による

債権分類を推進することにより、債権の適

切な管理を行う。 

（ハ）借受者に対する在校中の説明会開催等に

より借受者の返還意識の涵養を図る。金融

機関口座振替制度等の利用促進を推進す

る。なお、新規返還者の返還初年度末の返

還率を９７％以上とする。 

にすることで、助成金を活用できる事業所の拡大に取り組んだ。 

② 説明方法の改善 

制度が複雑で理解が困難との意見が見られたことから、より分かりやすい説

明とするための職員研修等を実施するとともに、説明会ではスライドショーを

用いてポイントを明らかにするなど、説明方法を改善した。 

（ｂ）フォローアップ調査の実施への協力 

厚生労働省が実施する助成金を活用した事業主等に対する事業効果を把握する

ためのアンケート調査について、必要な協力を行った。 

・ 事業主に対する調査 

助成金を利用した事業主に対する助成金制度があったことにより訓練等の実施

につながったかどうかのアンケート調査 

・ 「訓練等の実施につながった」との評価  ９３．８％ 

（有効回答数  １，５４４人） 

・ 労働者に対する調査 

事業主を通じた助成金の対象となった労働者に対する助成の対象となった訓練

等によりキャリアアップが図られたかどうかのアンケート調査 

・ 「キャリアアップにつながった」との評価  ９３．８％ 

（有効回答数  ３，４４４人） 

（ニ）事務手続の合理化 

申請者の手続面での負担の軽減を図るため、都道府県センターへ寄せられた事務手続

に関する申請者の要望等を踏まえ、適正支給に配慮しつつ、以下の措置を講じた。 

・ 訓練等の実施前における手続きの簡素化を図るため、受給資格認定申請手続きを廃

止し、訓練実施計画の届出に代えることとした。 

 

② 技能者育成資金の回収業務等  

技能者育成資金は、平成 22年度末をもって廃止され、平成 23年度より、国において全

国の労働金庫を利用した新たな貸付制度を実施している。 

（イ）滞納者（連帯保証人を含む）に対して督促状を送付するとともに、電話督促の実施を

するなど回収の徹底を図った。 

・ 督促状送付件数  １１，５９７件 

・ 電話督促件数    ３，１１４件 

※ 例年、督促業務は、年度上期における延滞状況を下期に把握し、下期におい

て督促業務を行っていたところである。また、今年度の上期については、技能

者育成資金制度の廃止に伴う継続貸付者への「一括貸付」の実施や承継に係る

作業を中心に行ったところ。これにより平成２３年度の土日・夜間の督促業務

が実施できなかった  

 

また、住所不明の状況にある債務者に対しては住民票調査を行い、回収業務の徹底を

図った。 

（ロ）民間基準に準拠した債権分類により一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権に区分し、

さらに、金融再生法に基づく金融機関の債務者区分に準拠して、正常及び要管理等に区

分して管理した。 

（ハ）在校生に対し、「返還の手引」を配付して説明会を行うことにより、返還意識の高揚を

図った。 

さらに、返還率の向上のため、金融機関口座振替制度及びコンビニエンス・ストアに

よる振込制度の利用の促進を図った。 

・ 平成２３年度       ８４．２％ 
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⑦ 技能者育成資金については、貸付対象者を真

に必要な者に限定すること等により、業務の効

率化を図る。 

 

 

 ※ 回収業務の国への移管を控え、口座振替による引き落とし及びコンビニエンス

ストアを活用した払い込み制度の利用促進等を推進できなかったこと及び８月末

で同制度の活用を中止したことが回収率を低下させたと考えられる。 

  また、年度末時点で年度中の返還率を通算した上で返還率を算定することから、

年度末に向けて督促等の各種回収強化等を積み重ねて、返還率引き上げを図ること

としていたところである。 

 

評価の視点等 【評価項目９ 職業能力開発関係助成金等の業務】 自己評価 Ａ  評定   

 ・ キャリア形成促進助成金について、制度内容に変更があった日と同日にホームペー

ジで公開し、説明会を３３３回、個別相談を１５，２０４件実施したほか、助成金に

ついてのパンフレットや申請書の記入例を盛り込んだ申請の手引き等を公共職業安

定所等においても配布されるよう連携するなど、制度の周知・説明に努め、説明会終

了時のアンケート調査において、８８．４％の者から説明内容が理解できた旨の評価

を得たことにより、中期計画の目標を大幅に達成した。 

さらに厚生労働省が実施する助成金を活用した事業主等に対する事業効果を把握

するためのアンケート調査について、必要な協力を行ったところ、９３．８％の助成

金を利用した事業主から助成金制度があったことにより訓練等の実施につながった

旨の回答が得られ、また、９３．８％の受講者から助成対象となった訓練等によりキ

ャリア・アップが図られた旨の回答を得た。 

また、申請に係る手続き等については、申請者の負担軽減のための各種措置を講じ、

審査担当者の審査能力向上のための職員研修を２００回実施するとともに、不正受給

防止対策として支給要件に合致しているかの確認のため疑義のあるもの２９件を含

め９６２件について直接事業所訪問を実施するとともに、支給要件の確認にあたって

都道府県労働局と連携し雇用保険関係データの照会を行い、不正受給防止対策の強化

を図った。 

・ 技能者育成資金については、平成２２年度の新規返還者の初年度末の返還率が  

９７．３％となっており、平成２３年度までに９７％としている中期目標については

達成している。平成２３年度目標については、平成２３年度の新規返還者に対し、「返

還の手引」を配付して返還意識の涵養を図る等の返還率の向上のための取組を行った

ことや、平成２２年度通年と同規模の督促状の送付を行ったこと等により、平成２３

年９月末時点の新規返還者の初年度の返還率は、前年同期と遜色ない８４．２％とな

り、前年度比０．８％減に留まった。 

以上により、キャリア形成助成金について、事業主等に対するアンケートを実施し、

高い評価を得るとともに、不正受給防止対策の強化を図ったこと、技能者育成資金につ

いては返還率向上のための各種取組を行ったことから、８４．２％と前年同期と同水準

の実績となっているため、自己評価を「Ａ」とした。 

 

［数値目標］ 

・キャリア形成促進助成金に係る説明会を開催して８０％以上の者から制度の理解に役

立った旨の評価を得たか。 

（実績） 

平成２０年度 ８７．６％ 平成２１年度 ８８．３％ 平成２２年度 ９０．４％ 

キャリア形成促進助成金に係る説明会について、アンケート調査を実施し、   

８８．４％の者から説明内容が理解できた旨の評価を得た。（業務実績「①（ハ）（ⅱ）

（a）説明会終了後のアンケート調査の実施」（Ｐ．３３、３４）参照。） 

また、助成金を利用した事業主に対しては、厚生労働省が実施する助成金を活用

した事業主等に対する事業効果を把握するためのアンケート調査おいて、助成金制

度があったことにより訓練等の実施につながったかどうかについて９３．８％の事

業主から、訓練等の実施につながったとの評価を得た。 

さらに、当該事業主を通じ、助成金の支給対象となった労働者に対するアンケー

トを実施したところ、助成金の支給対象となった訓練等によりキャリアアップが図
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られたかどうかについて９３．８％の労働者から、キャリアアップにつながったと

の評価を得た。（業務実績「①（ハ）（ⅱ）（b）説明会終了後のアンケート調査の実

施」（Ｐ．３４）参照。） 

・借受者の返還意識の涵養等により、技能者育成資金の新規返還者の初年度末の返還率

について平成２３年度までに９７％以上となったか。 

（年度計画目標） 

 平成１９年度の返還率 ９０％以上 

 平成２０年度の返還率 ９２％以上 

 平成２１年度の返還率 ９４％以上 

 平成２２年度の返還率 ９６％以上 

 平成２３年度の返還率 ９７％以上 

（実績） 

平成１９年度 ９３．０％ 平成２０年度 ９２．７％ 平成２１年度 ９６．２％ 

平成２２年度 ９７．３％ 

・ 技能者育成資金については、平成２２年度の新規返還者の初年度末の返還率が  

９７．３％となっており、平成２３年度までに９７％としている中期目標については

達成している。平成２３年度目標については、平成２３年度の新規返還者に対し、「返

還の手引」を配付して返還意識の涵養を図る等の返還率の向上のための取組を行った

ことや、平成２２年度通年と同規模の督促状の送付を行ったこと等により、平成２３

年９月末時点の新規返還者の初年度の返還率は、前年同期（８５．０％）と遜色ない

８４．２％となり、前年同期比０．８％減に留まった。（業務実績「②技能者育成資

金の回収業務等（ハ）」（P.３４、３５参照） 

［評価の視点］ 

・制度内容等の変更後７日以内にホームページで公表する等により、利用者に対する十

分な制度の周知・説明に努めたか。 

実績：○ 

・ キャリア形成促進助成金 

制度内容変更後、７日以内にホームページで公開した。また、助成金制度をより

分かりやすく利用しやすいものとするため、ホームページにおいて制度内容等を紹

介するとともに、助成金の内容等を簡潔にまとめたパンフレットと実際の申請に向

けた詳細な内容や申請書の記入例を盛り込んだ申請の手引を作成し、利用者の用途

に応じた周知等を図った。 

さらに、よくある質問については、その回答をＱ＆Ａとして、ホームページで公

開し、利用者に対して助成金の趣旨、目的及び受給のための手続を十分に説明する

とともに、不正受給を行うことのないよう注意を促した。（業務実績「①（イ）制

度の周知等」（Ｐ．３２）参照。） 

・手続等について、申請に係る書類の簡素化等を行い申請者の負担軽減を図ったか。ま

た、審査担当者の審査能力向上や直接の事業所訪問などにより不正受給防止対策を行っ

たか。 

実績：○ 

都道府県センターへ寄せられた事務手続に関する申請者の要望等を踏まえ、訓練等

の実施状況等を確認する様式の整理統合を行い、簡素化された様式を活用できること

とするなど、申請者の負担軽減を図った。 

また、審査業務における疑義・要望事項を都道府県センターの助成金担当職員から

集約し、本部における対応方針についてブロック別職員研修等の機会を通じて周知

し、各助成金担当職員の理解を高めるとともに、センター間での情報の共有化、対応

に係るバラツキの防止を図ることにより、審査能力の向上を図った。 

なお、不正受給の防止のため、訓練等の実態等が支給要件に合致しているかを、可

能な限り直接事業所を訪問することにより確認し、疑義のあるものは、すべて直接事

業所を訪問し確認するとともに、本部総務部及び助成金担当部による都道府県センタ

ーに対する不正受給防止のための巡回指導や給付調査役等に対する研修を実施する

こと等により、不正受給防止体制の強化を図った。（業務実績「①（ロ）審査能力の

向上等」（Ｐ．３２、３３）参照。） 

・技能者育成資金について、回収業務の強化や民間基準に準拠した債権分類基準による

債権分類の推進により、債権の適切な管理を行ったか。 

実績：○ 

技能者育成資金について、滞納者（連帯保証人を含む）に対して督促状を送付する

とともに、前月未入金者への電話督促の実施など回収の強化を図った。また、督促状

の送付によっても返還に応じない滞納者に対して法的手続を前提とした支払督促申

立のための住民票調査を行い、回収業務の徹底を図った。また、債権については、民

間基準に準拠した債権分類により一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権に区分し、

さらに、金融再生法に基づく金融機関の債務者区分に準拠して、正常及び要管理等に

区分して管理をした。 
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なお、当業務については平成２３年１０月１日に国に移管したことから、円滑な業

務の移管に向けて、国と十分に調整し、必要な引継ぎを行った。（業務実績「②（ハ）

回収業務の強化（ⅰ）、（ⅱ）」（Ｐ．３７）参照。） 

・技能者育成資金については、貸付対象者を真に必要な者に限定し、業務の効率化を図

ったか。 

実績：－ 

平成２３年度の新規貸付は労働金庫において実施することになったため、機構にお

いて新規貸付は行わなかった。 

・貸付金、未収金等の債権について、回収計画が策定されているか。回収計画が策定さ

れていない場合、その理由の妥当性についての検証が行われているか。（政・独委評価

の視点） 

実績：○ 
機構で保有した債権については、催告を行うも弁済が認められない場合、必要に応

じて法的措置を講じて、貸倒懸念債権の解消に取り組んだ。（別添資料（項目２）「保

有資産の管理・運用等 ③債権の回収状況」（Ｐ．５）参照。） 

・回収計画の実施状況についての評価が行われているか。評価に際し、ⅰ）貸倒懸念債

権・破産更生債権等の金額やその貸付金等残高に占める割合が増加している場合、ⅱ）

計画と実績に差がある場合の要因分析を行っているか。（政・独委評価の視点） 

 

実績：○ 
・ 技能者育成資金 

平成２３年９月末日現在で、要回収額の１，８１６，３３５千円に対し、回収

額は８３６，３３３千円となっている（平成２４年３月末現在については、現在

集計中）。 

主な取組は、滞納予防策として金融機関口座振替制度の利用勧奨、また、滞納

分の回収強化策として、前月未入金者に対する迅速な電話督促、滞納者に対する

通告書の送付又は支払督促申立等の対策を講じ、債権の回収に努めている。（別添

資料（項目２）「保有資産の管理・運用等 ③債権の回収状況」（Ｐ．５）参照。） 

・回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必要性等の検討が行われているか。 

（政・独委評価の視点） 

実績：○ 
機構で保有した債権については、催告を行うも弁済が認められない場合、必要に応

じて法的措置を講じて、貸倒懸念債権の解消に取り組んだ。（別添資料（項目２）「保

有資産の管理・運用等 ③債権の回収状況」（Ｐ．５）参照。） 



 

38 

雇用・能力開発機構 評価シート１０（指導員養成、訓練コースの開発等）（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度業務実績 

第２ 業務の改善に関する事項 

 

２ 職業能力開発業務について 

（１１）職業訓練指導員の養成について 

職業訓練指導員については、職業能力開発に関

するニーズに的確に対応するため、技能習得の指

導ができるだけでなく、訓練のコーディネート、

キャリア・コンサルティング、就職支援など、公

共だけではなく民間においても対応できる幅広

い能力を有する人材を養成すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

２ 職業能力開発業務について 

（１１）職業訓練指導員の養成について 

職業訓練指導員については、職業能力開発に関

するニーズに的確に対応するため、技能習得の指

導ができるだけでなく、訓練のコーディネート、

キャリア・コンサルティング、就職支援など、公

共だけではなく民間においても対応できる幅広

い能力を有する人材を養成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

２ 職業能力開発業務について 

（１０）職業訓練指導員の養成について 

職業訓練指導員については、職業能力開発に関

するニーズに的確に対応するため、技能習得の指

導ができるだけでなく、訓練のコーディネート、

キャリア・コンサルティング、就職支援など、公

共だけではなく民間においても対応できる幅広

い能力を有する人材を養成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

２ 職業能力開発業務について 

（１０）職業訓練指導員の養成について 

長期課程、研究課程、研修課程等において、技能習得の指導ができるだけでなく、訓練の

コーディネート、キャリア・コンサルティング、就職支援などに対応できる幅広い能力を有

する職業訓練指導員を養成するため、訓練の実施に以下のとおり取り組んだ。 

① 長期課程 

コース・コーディネート及びキャリア・コンサルティング関連の「カウンセリング法」

等３科目を実施した。 

また、２年次に現職の職業訓練指導員による職業能力開発関係施設等の訓練業務、職業

訓練指導員の社会的重要性についての講話を行い、指導員業務に対する理解促進を図った。 

さらに、３年次に実務実習を行い、指導員就職への意欲の醸成・強化を図るとともに、

４年次に指導員就職希望者に対する職業能力開発施設でのインターンシップを実施し、よ

り実践的な指導力等の強化に努めた。 

・ 入校者数 144人（H22定員 120人、入校者 182人、H23定員 120人） 

② 研究課程 

コース・コーディネート及びキャリア・コンサルティング関連の「キャリア形成支援特

論」等５科目を実施した。 

・ 入校者数 15人（H22定員 20人、入校者 19人、H23定員 20人） 

③ 研修課程 

現に職業訓練指導員として従事している者に対し、専門性の拡大・レベルアップや新た

な職種を担当する技能を習得する訓練を実施した。 

（イ）受講者数  １，４９７人（H22年度 1,794人、H22年度同期 1,277人） 

（内訳） 

・ 都道府県等  ８２６人（H22年度 1,044人、H22年度同期 740人） 

・ 民間企業    ８６人（H22年度 66人、H22年度同期 54人） 

・ 機構      ５８５人（H22年度 684人、H22年度同期 483人） 

（平成２３年９月末現在） 

（ロ）実施内容 

・ 人間工学的ものづくり手法の基礎技術 

・ 環境エネルギー有効利用技術 

・ 燃料電池の基礎 

・ 精神・発達障害者のための職業能力開発 

・ カウンセリング演習（基礎・技術・応用） 

・ 職業訓練指導員のための就職支援テクニック 他 

④ 専門課程 

新たな専門分野の訓練等を担当するため、職業訓練指導員免許の取得に向けた訓練を実

施した。 

・ 受講者数  １９人（１年訓練６人（機械科）、６ヶ月訓練１３人（溶接科、電気科））

（平成２３年９月末現在）（H22 年度 58 人、H22 年度同期 54

人） 

⑤ 応用研究課程 

専門課程の高度職業訓練の職業訓練指導員として従事している者に対し、応用課程及び

応用短期課程を担当するための知識及び技能等を習得する訓練を実施した。 
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（１２）訓練コースの開発等について 

政策的必要性の高い分野を中心に、訓練コース

の開発、人材ニーズの把握、キャリア形成の過程

の把握、職業訓練技法の開発等効果的・効率的な

職業訓練の実施に資する調査・研究を実施し、そ

の成果を民間教育訓練機関、地方公共団体等にも

提供すること。 

 

 

 

 

 

（１２）訓練コースの開発等について 

政策的必要性の高い分野を中心に、訓練コース

の開発、人材ニーズの把握、キャリア形成の過程

の把握、職業訓練技法の開発等効果的・効率的な

職業訓練の実施に資する調査・研究を実施し、そ

の成果を各施設において実施する職業訓練やキ

ャリア・コンサルティング等に活用するほか、民

間教育訓練機関、地方公共団体等にも提供する。 

 

 

 

 

（１１）訓練コースの開発等について 

政策的必要性の高い分野を中心に、訓練コース

の開発、人材ニーズの把握、キャリア形成の過程

の把握、職業訓練技法の開発等効果的・効率的な

職業訓練の実施に資する調査・研究を実施し、そ

の成果を各施設において実施する職業訓練やキ

ャリア・コンサルティング等に活用するほか、民

間教育訓練機関、地方公共団体等にも提供する。 

 

 

・ 受講者数  ９人（H22年度 8人、H22年度同期 8人） 

（平成２３年９月末現在） 

 

（１１）訓練コースの開発等について 

効果的・効率的な職業訓練を実施するため、調査・研究の実施に以下のとおり取り組んだ。 

① 職業訓練の実施に資する調査・研究 

政策上の見地から必要とされるものや職業能力開発に係る業務上必要なものについて、

厚生労働省と機構との協議により決定した１０テーマについて学識経験者及び産業界等の

外部有識者を含めた委員会を設けて職業訓練の実施に資する調査・研究を実施した。(平成

２３年９月末現在継続中) 

（イ）調査・研究テーマ 

・ 新訓練科（高度職業訓練専門課程及び応用課程）の試行検証に関する調査研究 

・ 業種別職業能力開発体系の構築に関する調査研究 

・ 精神障害者に対する効果的な職業訓練に関する調査研究 

・ 分野別実践的カリキュラムの設定に係る基礎研究 －電気・電子、情報・通信、非金

属加工、繊維・繊維製品分野－ 

・ 離職者訓練用訓練課題の開発及びメンテナンスに関する調査研究 

・ 求職者に対する訓練コースのコーディネート等に関する調査研究 

・ 総合的かつ体系的な職務分析の推進（「生涯職業能力開発体系」のメンテナンス及び整

備等） 

・ 公共職業訓練の効果測定手法に関する調査研究 

・ 求職者支援法の創設に基づき実施される職業訓練の質保証に関する調査研究 

・ 離職者訓練の実施に係る訓練用教材等のあり方についての調査研究 

（ロ）職業訓練用教材の作成 

都道府県等で実施する普通職業訓練における教科書について、技術革新等に対応する

ため、改訂に着手した。 

（改訂に着手した職業訓練用教科書） 

・ 電気関係法規 

・ 電気工事 

・ 送配電及び配線設計 

・ 溶接Ⅰ－（金属加工）系基礎学科 溶接法－ 

② 成果の普及・活用 

成果については、職業能力開発総合大学校のホームページに公表するとともに、民間教

育訓練機関、地方公共団体等へ配布した。 

・ ホームページアクセス件数  ４３７，３５６件 

（H22年度 1,072,007件、H22年度同期 556,508件） 

・ ダウンロード件数       １４，７３３件 

（H22年度  33,464件、H22年度同期  17,426件） 

（平成２３年９月末現在） 

 

 

評価の視点等 【評価項目１０ 指導員養成、訓練コースの開発等】 自己評価 Ａ  評定   

 以下の取組により、「評価の視点」に対応した。 

・ 職業訓練指導員の養成について、職業能力開発に関するニーズに的確に対応するた

め、技能習得の指導ができるだけでなく、訓練のコーディネート、キャリア・コンサ

ルティング、就職支援などに対応できる幅広い能力を習得できるよう、カリキュラム

の内容と構成を工夫して実施した。 
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・ 職業訓練の実施に資する調査・研究については、政策上の見地から必要とされるも

のや職業能力開発に係る業務上必要な１０テーマを選定し、学識経験者及び産業界等

の外部有識者を含めた委員会を設けて実施し、その成果を研究報告書等に取りまと

め、機構が実施する職業訓練等の場で活用するとともに、民間教育訓練機関や地方公

共団体等に対して印刷物の配布やホームーページ上での公表を通じて広く提供した。 

 

［数値目標］ 

 

 

［評価の視点］ 

・訓練コーディネート、キャリア・コンサルティング、就職支援など、幅広い能力を有

する人材を養成したか。 

 

実績：○ 

技能習得の指導ができるだけでなく、訓練のコーディネート、キャリア・コンサル

ティング、就職支援などに対応できる幅広い能力を有する職業訓練指導員を養成する

ため、以下のようにカリキュラムの工夫と充実を図り、実施した。 

・ 初めて職業訓練指導員となろうとする者を対象とした長期課程及び研究課程に

おいては、コース・コーディネート及びキャリア・コンサルティング関連の「カ

ウンセリング法」等８科目（長期課程３科目、研究課程５科目）を実施した。 

・ 現に職業訓練指導員として従事している者を対象とした研修課程においては、

専門性の拡大・レベルアップや新たな職種を担当する技能を習得するための訓練

を実施した（民間８６人、都道府県等８２６人、機構５８５人）。 

・ 職業訓練指導員又は２級の技能検定に合格した者でその後３年以上の実務経験

を有する者等を対象とした専門課程や、専門課程の高度職業訓練の職業訓練指導

員として従事している者を対象とした応用研究課程においては、新たな専門分野

の訓練等を担当するための職業訓練指導員免許の取得に向けた訓練や、応用課程

及び応用短期課程を担当するための知識及び技能等を習得する訓練を実施した。 

（業務実績「（１０）職業訓練指導員の養成について」（Ｐ．３７、３８）参照。） 

・効果的・効率的な職業訓練の実施に資する調査・研究を実施し、その成果を自ら活用

する他、民間教育訓練機関や地方公共団体に提供したか。 

実績：○ 

職業訓練の実施に資する調査・研究については、政策上の見地から必要とされるも

のや職業能力開発に係る業務上必要なものとして、平成２３年度は、「分野別実践的

カリキュラムの設定に係る基礎研究」、「求職者に対する訓練コースのコーディネート

等に関する調査研究」等の１０テーマを選定し、学識経験者及び産業界からの代表者

等の外部有識者を含めた委員会を設けて実施した。また、都道府県等で実施する普通

職業訓練における教科書について、技術革新等に対応するための改訂に着手した。 

これらの成果については、研究報告書等に取りまとめ、機構が実施する職業訓練等

の場で活用するとともに、民間教育訓練機関や地方公共団体等に対して印刷物の配布

やホームーページ上での公表を通じて広く提供した。（業務実績「（１１）訓練コース

の開発等について」（Ｐ．３８）参照。） 
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雇用・能力開発機構 評価シート１１（公共職業能力開発施設等） （独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度業務実績 

第２ 業務の改善に関する事項 

 

２ 職業能力開発業務について 

（１３）公共職業能力開発施設等について 

① 独立行政法人整理合理化計画に基づき、当省

において、雇用のセーフティネットとしての職

業能力開発施設の設置・運営業務について、も

のづくり分野を重点に、地域の民間では実施し

ていないものに特化するとの観点から、その必

要性について評価を行い、その結果を踏まえ、

法人自体の存廃について平成２０年末を目途

に検討を行うため、機構は、必要な協力を行う

こと。 

② 職業能力開発促進センターについては、第２

の２の（３）及び（５）の内容を十分に踏まえ、

雇用失業情勢等に配慮しつつ、各施設の訓練内

容及び実施規模の縮小を図ること。 

③ 生涯職業能力開発促進センターについては、

平成２０年度末までに廃止すること。 

④ 職業能力開発大学校・短期大学校について

は、訓練ニーズや訓練実績等も勘案し、訓練定

員の見直しや訓練科の整理・縮小を行うととも

に、その状況を踏まえ、当省において、施設の

在り方及び配置について、実績の低調な施設の

統廃合を含め中期目標期間の最終年度までに

検討し、必要な措置を講ずるため、機構は、必

要な協力を行うこと。 

 

⑤ 職業能力開発総合大学校については、今後の

職業訓練指導員の需要予測等を踏まえ、養成定

員の削減を行うとともに、職業能力開発総合大

学校の設置の趣旨及び目的を踏まえ、当省にお

いて、施設の在り方を見直すため、機構は、必

要な協力を行うこと。 

 

⑥ 上記各施設の在り方等の見直しに当たって

は、施設ごとのセグメント情報を十分に踏ま

え、具体的な業務運営の達成目標を定めた上

で、その業務量に応じた適切な人員やコストと

なっているかを検討し、必要な措置を講ずるこ

と。 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

２ 職業能力開発業務について 

（１３）公共職業能力開発施設等について 

① 独立行政法人整理合理化計画に基づき、厚生

労働省において、雇用のセーフティネットとし

ての職業能力開発施設の設置・運営業務につい

て、ものづくり分野を重点に、地域の民間では

実施していないものに特化するとの観点から、

その必要性について評価を行い、その結果を踏

まえ、法人自体の存廃について平成２０年末を

目途に検討を行うため、機構は、必要な協力を

行う。 

② 職業能力開発促進センターについては、第１

の２の（３）及び（５）の内容を十分に踏まえ、

雇用失業情勢等に配慮しつつ、各施設の訓練内

容及び実施規模の縮小を図る。 

③ 生涯職業能力開発促進センターについては、

平成２０年度末までに廃止する。 

④ 職業能力開発大学校・短期大学校について

は、訓練ニーズや訓練実績等も勘案し、訓練定

員の見直しや訓練科の整理・縮小を行うものと

し、平成２１年度の訓練から実施する。その状

況を踏まえ、厚生労働省において、施設の在り

方及び配置について、実績の低調な施設の統廃

合を含め中期目標期間の最終年度までに検討

し、必要な措置を講ずるため、機構は、必要な

協力を行う。 

⑤ 職業能力開発総合大学校については、外部委

員を含めた検討の場を設け、今後の職業訓練指

導員の需要予測等を行い、これを踏まえて、養

成定員の削減を行う。また、職業能力開発総合

大学校の設置の趣旨及び目的を踏まえ、厚生労

働省において、施設の在り方を見直すため、機

構は、必要な協力を行う。 

⑥ 上記各施設の在り方等の見直しに当たって

は、施設ごとのセグメント情報を十分に踏ま

え、機構本部において施設ごとに具体的な業務

運営の達成目標を定めた上で、その業務量に応

じた適切な人員やコストとなっているかを検

討し、必要な措置を講ずる。 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

２ 職業能力開発業務について 

（１２）公共職業能力開発施設等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 職業能力開発促進センターについては、第

１の２の（３）及び（５）の内容を十分に踏

まえ、雇用失業情勢等に配慮しつつ、職業訓

練を的確に実施する。 

 

 

② 職業能力開発大学校・短期大学校について

は、平成２１年度に実施した訓練定員の見直

しや訓練科の整理・縮小も踏まえ、厚生労働

省において、施設の在り方及び配置について

検討し、必要な措置を講ずるため、機構は、

必要な協力を行う。 

 

 

 

③ 職業能力開発総合大学校については、設置

の趣旨及び目的を踏まえ、厚生労働省におい

て、施設の在り方を見直すため、機構は、必

要な協力を行う。 

 

 

 

④ 上記各施設の在り方等の見直しに当たって

必要とされる施設ごとのセグメント情報を整

備し、活用する。 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

２ 職業能力開発業務について 

（１２）公共職業能力開発施設等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 職業能力開発促進センターについては、雇用失業情勢等に配慮しつつ、ものづくり分野

に重点特化し、職業訓練を的確に実施した。 

 

 

 

 

② 厚生労働省において、施設の在り方及び配置について検討し、必要な措置を講ずるため、

平成２１年度に実施した訓練定員の見直しや訓練科の整理・縮小を踏まえた、平成２３年

度における応募者数、入校者数などの訓練実施状況等について資料を取りまとめ、厚生労

働省に提供した。 

 

 

 

 

 

③ 厚生労働省において、施設の在り方を見直すため、平成２１年度に実施した養成定員の

削減を踏まえた、平成２３年度における応募者数、入校者数などの訓練実施状況等につい

て資料を取りまとめ、厚生労働省に提供した。 

 

 

 

 

④ 施設ごとに訓練の種類（離職者訓練、在職者訓練、高度技能者養成訓練、指導員養成訓

練及び指導員再訓練）をセグメントの単位として、平成２２年度決算報告書の支出額のほ

か各施設の訓練実績等を用いて、訓練生一人当たりの経費を算出し、施設の在り方等の見

直しの検討に活用した。 

また、資金（予算）管理にあたっては、決算実績を踏まえた年度計画の作成、資金（予

算）の執行、年度途中での執行状況の点検、点検結果を踏まえた年間計画の変更といった

ＰＤＣＡサイクルにより、業務目標や業務実績の達成状況を見据えながら実施した。 
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評価の視点等 【評価項目１１ 公共職業能力開発施設等】 自己評価 Ａ  評定   

 以下の取組により、「評価の視点」に対応した。 

・ 職業能力開発促進センターについては、雇用失業情勢等に配慮しつつ、ものづくり

分野へ重点特化し、職業訓練を的確に実施した。 

・ 施設ごとに訓練の種類をセグメントの単位として、平成２２年度決算報告書の支出

額のほか各施設の訓練実績等を用いて、訓練生一人当たりの経費を算出し、施設の在

り方等の見直しの検討に活用した。 

 

 

［数値目標］ 

 

 

［評価の視点］ 

・厚生労働省において、職業能力開発施設の設置・運営業務について、その必要性につ

いて評価を行い、その結果を踏まえ、法人自体の存廃について検討を行うため、機構は、

必要な協力を行ったか。 

 

実績：－ 

  達成済み。 

・職業能力開発促進センターについて、雇用失業情勢等に配慮しつつ、各施設の訓練内

容及び実施規模の縮小を図ったか。 

実績：○ 

職業能力開発促進センターについて、各施設の訓練内容及び実施規模の縮小は実施

済み。平成２３年度は、雇用失業情勢等に配慮しつつ、ものづくり分野に重点特化し、

職業訓練を的確に実施した。（業務実績「（１２）公共職業能力開発施設等について①」

（Ｐ．４１）参照。） 

・生涯職業能力開発促進センターについては、平成２０年度末までに廃止したか。 実績：－ 

  達成済み。 

・職業能力開発大学校・短期大学校については、訓練ニーズや訓練実績等も勘案し、平

成２１年度の訓練から訓練定員の見直しや訓練科の整理・縮小を実施したか。 

実績：○ 

平成２１年度に実施した訓練定員の見直しや訓練科の整理・縮小を踏まえた、平成

２３年度における応募者数、入校者数などの訓練実施状況等について資料をとりまと

め、厚生労働省に提供した。（業務実績「（１２）公共職業能力開発施設等について②」

（Ｐ．４１）参照。） 

・職業能力開発総合大学校については、外部委員を含めた検討の場を設け、今後の職業

訓練指導員の需要予測等を行い、これを踏まえて、養成定員の削減を行ったか。 

実績：○ 

平成２１年度に実施した養成定員の削減を踏まえた、平成２３年度における応募者

数、入校者数などの訓練実施状況等について資料を取りまとめ、厚生労働省に提供し

た。（業務実績「（１２）公共職業能力開発施設等について③」（Ｐ．４１）参照。） 

・各施設の在り方等の見直しに当たっては、達成目標を定めた上で、その業務量に応じ

た適切な人員やコストとなっているかを検討し、必要な措置を講じたか。 

実績：○ 

施設ごとに訓練の種類（離職者訓練、在職者訓練、高度技能者養成訓練、指導員養

成訓練及び指導員再訓練）をセグメントの単位として、平成２２年度決算報告書の支

出額のほか各施設の訓練実績等を用いて、訓練生一人当たりの経費を算出し、施設の

在り方等の見直しの検討に活用した。（業務実績「（１２）公共職業能力開発施設等に

ついて④」（Ｐ．４１）参照。） 
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雇用・能力開発機構 評価シート１２（財形業務）（独立行政法人勤労者退職金共済機構） 

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度業務実績 

第２ 業務の改善に関する事項 

 

３ 勤労者財産形成促進業務について 

（１）融資業務について 

融資業務の運営に当たっては、担当者の融資審

査能力の向上や、国及び関係機関と連携を図るこ

とにより、適正な貸付金利の設定等、勤労者の生

活の安定・事業主の雇用管理の改善等に資する融

資を実現すること。 

 

 

 

 

 

 

（２）周知について 

① ホームページ及びパンフレットにおいて、制

度内容、利用条件、相談・受付窓口等を公開し、

各種情報の提供を充実させ、申請者である事業

主の利便を図るのみならず、制度の恩恵を受け

ることとなる勤労者の利便を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

３ 勤労者財産形成促進業務について 

（１）融資業務について 

融資業務の運営に当たっては、担当者の融資審

査能力の向上に努めるとともに、国及び関係機関

と連携を図り、適正な貸付金利の設定等、勤労者

の生活の安定・事業主の雇用管理の改善等に資す

る融資を実現する。 

 

 

 

 

 

 

（２）周知について 

① ホームページ、パンフレット、申込みに係る

手引等を作成することとし、その作成に当たって

は、制度内容、利用条件、相談・受付窓口等を利

用者の視点に立った分かりやすい表現とする。パ

ンフレット、申込みに係る手引等については、都

道府県センター等において配布する。また、イン

ターネットを通じた質問を受け付け、よくある質

問については回答をホームページに公開するなど

積極的に利用者の利便の向上と情報提供に努め

る。さらに、貸付金額、利用条件等の制度内容に

変更があった場合は当該変更が確定した日から、

７日以内にホームページ等で公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

３ 勤労者財産形成促進業務について 

（１）融資業務について 

融資業務の運営に当たっては、担当者の融資審

査能力の向上に努めるとともに、厚生労働省及び

関係機関と連携を図り、適正な貸付金利の設定を

行い、勤労者の生活の安定・事業主の雇用管理の

改善等に資する融資を行う。 

 

 

 

 

 

 

（２）周知について 

 

① 制度内容、利用条件、相談・受付窓口等を利

用者の視点に立った分かりやすい表現で、ホー

ムページ、パンフレット、申込みに係る手引等

を作成する。 

② パンフレット、申込みに係る手引等は、都道

府県センター等において配布する。 

 

③ インターネットを通じた質問を受け付け、よ

くある質問については回答をホームページに

公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 貸付金額、利用条件等の制度内容に変更があ

った場合は当該変更が確定した日から、７日以

内にホームページ等で公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

３ 勤労者財産形成促進業務について 

（１）融資業務について 

融資業務の運営に当たっては、住宅金融支援機構等と必要な情報交換を行うとともに、通

信講座の受講、図書等の活用により、担当者の融資審査能力の向上に努めた。また、規程改

正等に伴う内容の見直しを行った上で、金融機関担当者用及び都道府県センター業務担当者

用のマニュアルをそれぞれ作成し配布した。 

貸付金利の設定等に関しては、基準金融機関の短期プライムレート及び５年利付国債の入

札結果をもとに設定した貸付金利を確定するため、住宅金融支援機構及び厚生労働省との調

整を毎月行うことで、適正な貸付金利の設定を行い、勤労者の生活の安定・事業主の雇用管

理の改善等に資する融資を行った。 

なお、住宅金融支援機構と資金調達、融資業務等について意見交換を行い、一層の連携を

図った。 

 

（２）周知について 

財形業務の周知、利用者の利便や申請内容の適正化等を図るため以下の措置を講じた。 

① パンフレット等の作成 

制度内容、利用条件、相談・受付窓口等を利用者の視点に立った分かりやすい表現で、

見直しを行った上で、ホームページ、パンフレット、リーフレット、申込みに係る手引等

を作成した。 

② パンフレット等の配布による周知 

パンフレット、リーフレット、申込みに係る手引等を都道府県センター等の制度説明会

等において配布、周知した。 

③ ホームページでの公開 

（平成２３年度（上半期）実績） 

・ アクセス件数    ８１，４８４件 

・ 対前年度同期比    １３．７％減 

（イ）よくある質問 

来所や訪問等による相談のほか、インターネットを通じた質問を受け付け、よくある

質問については、見直しを行った上で、回答をＱ＆Ａとしてホームページに公開した。 

（ロ）財形資料請求コーナーの実施 

電話等による資料請求のほか、ホームページ上の財形資料請求コーナー、ダウンロー

ド資料を活用し、利用者の資料要求に迅速に対応した。 

④ 貸付利率の変更等に伴うホームページの公開 

貸付利率の変更等については、変更が確定等した日から７日以内にホームページに次の

とおり公開した。 

（貸付金利の変更） 

・ 第１回  確定した日の当日 

（平成２３年６月２４日） 

    ・ 第２回  確定した日の当日 

          （平成２３年９月２６日） 

   （東日本大震災特例貸付の実施） 

・ 施行日の当日 

（平成２３年７月８日） 
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② 説明会や相談業務等を通じて、制度の趣旨等

を申請者である事業主のみならず、制度の恩恵

を受けることとなる勤労者に対し十分に周知

することにより、勤労者の利便を図るととも

に、申請者については申請内容の適正化を図る

こと。 

説明会については、終了時にアンケート調査

を実施し、内容を理解した旨の評価を８０％以

上得られるようにすること。 

なお、アンケート調査については、事業主等

の意見をより的確に把握できるように実施す

るとともに、当該調査結果を分析して業務の質

の向上に反映できるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 外部委託の活用や関係機関との連携を図る

ことにより、より効果的な制度の周知、利用の

促進を図ること。 

 

 

 

（３）業務運営の効率化について 

業務の外部委託や競争入札を活用することに

よる業務の効率化、経費削減に努めること。 

 

 

（４）その他 

経過措置期間の助成金支給については、不正受

給防止に努め、適正に執行すること。 

② 説明会や相談業務等を通じて制度の趣旨、内

容、申請手続等を利用者に対して十分に説明す

ることなどにより、利用者の利便を図るととも

に、申請内容の適正化を図る。 

説明会については、終了時にアンケート調査

を実施し、８０％以上の者から制度の理解に役

立った旨の評価が得られるようにする。 

なお、アンケート調査については、事業主等

の意見をより的確に把握できるように実施す

るとともに、当該調査結果を分析して業務の質

の向上に反映できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 外部委託の活用や関係機関との連携を図る

ことにより、より効果的な制度の周知、利用の

促進を図る。 

 

 

 

（３）業務運営の効率化について 

業務の外部委託や競争入札を活用することに

よる業務の効率化、経費削減に努める。 

 

 

（４）その他 

経過措置期間の助成金支給については、不正受

給防止に努め、適正に執行する。 

 

⑤ 説明会や相談業務等において制度の趣旨、内

容、申請手続等を利用者に対して十分に説明す

る。 

説明会については、終了時に参加者に対して

アンケート調査を実施し、８０％以上の者から

制度の理解に役立った旨の評価が得られるよ

うにする。 

なお、アンケート調査については、事業主等

の意見をより的確に把握できるように実施す

るとともに、当該調査結果を分析して業務の質

の向上に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 外部委託の活用や関係機関との連携を図り、

より効果的な制度の周知、利用の促進を図る。 

 

 

 

 

（３）業務運営の効率化について 

業務運営については、業務の外部委託、競争入

札や契約の見直しによる業務の効率化、経費削減

に努める。 

 

（４）その他 

経過措置期間の助成金支給については、不正受

給防止に努め、適正に執行する。 

 

⑤ 制度説明等の実施 

（イ）制度説明等の実施 

都道府県センターにおいて、本部から送付された財形制度説明用資料等を活用し、説明

会、事業所訪問、相談業務等を通じ制度の趣旨、内容、申請手続等を利用者に対して十分

に説明した。 

（平成２３年度（上半期）実績） 

・ 財形制度の説明会の実施     １３２回 

・ 説明会参加者数       ２，３０６人 

・ 事業所訪問の実施      １，０４７件 

・ 相談業務の実施       ５，９２２件 

（ロ）アンケート調査の実施 

都道府県センターでは、説明会終了後に参加者に対してアンケート調査を実施し、  

８８．１％の者から説明内容が「大変理解できた」「理解できた」旨の評価を得た。 

（平成２３年度（上半期）実績） 

※「大変理解できた」   １３．３％ 

「理解できた」     ７４．８％ 

（有効回答数     １，０４７人） 

    （単位：％） 

区 分 ２１年度 ２２年度 ２３年度 対前年度増減 

ｱﾝｹｰﾄ調査理解度 ８８．３ ９２．３ ８８．１ △４．２ 

 

（ハ）調査結果の分析・業務の質の向上 

都道府県センターにおいて、アンケート調査により、利用者の意見等の的確な把握に努

めた。 

⑥ 外部委託の活用等 

広報業務について、外部委託を活用し、また都道府県センターにおいては関係機関との連

携を図り、より効果的な制度の周知、利用の促進を図った。 

   ・ 広報外部委託先   民間広告代理店 １社 

・ 広報内容     インターネットを活用した広報 

 

（３）業務運営の効率化について 

広報については、外部委託を活用することにより、効果効率的に業務を実施した。また、広

報資料の作成及び広報外部委託については内容の見直し等により、経費削減を行った。 

 

 

（４）その他 

経過措置期間の助成金については、本部総務部に監察役及び各都道府県センターに給付調査

役を配置し、不正受給防止マニュアルの遵守を徹底するための点検を行った。 

また、本部において、都道府県労働局に雇用保険関係データの照会（OCR照会）を行う等不

正受給防止に努めた。 

 

 

評価の視点等 【評価項目１２ 財形業務】 自己評価 Ｂ  評定   

 ・ 貸付利率の変更については、変更確定日当日にホームページで公開した。 

・ 財形制度の説明会を１３２回、事業所訪問を１，０４７件、相談業務を５，９２２

件実施するなど、利用者に対する十分な制度の周知、説明に努め、説明会参加者に

対するアンケート調査の結果、８８．１％の者から説明内容が理解できた旨の評価

を得たことにより、中期計画の目標（８０％以上）を上回った。 
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・ 勤労者の生活の安定・事業主の雇用管理の改善等に資する融資を行うため、住宅金

融支援機構及び厚生労働省との調整を毎月行うことで、適正な貸付金利の設定を行

う等の取り組みをした。 

・ 広報業務について、外部委託を活用し、また都道府県センターにおいては関係機関

との連携を図り、より効果的な制度の周知、利用の促進を図った。また、広報外部

委託については内容の見直し、今年度から企画競争入札から一般競争入札へ移行し

たことにより、経費削減を行った。 

以上により、数値目標がある項目で計画を上回ったほか、広報の外部委託を企画競争

入札から一般競争入札へ移行したことにより経費削減に努めたことから、自己評価を

「Ｂ」とした。 

［数値目標］ 

・勤労者財産形成促進制度に係る説明会について、アンケート調査において、制度の理

解に役立った旨の評価をした者は、８０％以上であったか。 

（実績） 

平成１９年度 ８７．９％ 平成２０年度 ８７．１％ 平成２１年度 ８８．３％ 

平成２２年度 ９２．３％ 

 

勤労者財産形成促進制度に係る説明会について、アンケート調査を実施し、   

８８．１％の者から説明内容が理解できた旨の評価を得た。（業務実績「（２）⑤（ロ）

アンケート調査の実施」（Ｐ．４４）参照。） 

［評価の視点］ 

・融資業務の運営に当たっては、勤労者の生活の安定・事業主の雇用管理の改善等に資

するよう、担当者の融資審査能力の向上に努めるとともに、国及び関係機関と連携を図

り、適正な貸付金利の設定等を行ったか。 

実績：○ 

融資業務の運営に当たっては、住宅金融支援機構等と必要な情報交換を行うととも

に、通信講座の受講、図書等の活用により、担当者の融資審査能力の向上に努めた。

また、規定改正等に伴う内容の見直しを行った上で、金融機関担当者用及び都道府県

センター業務担当者用のマニュアルをそれぞれ作成し配布した。 

貸付金利の設定等に関しては、基準金融機関の短期プライムレート及び５年利付国

債の入札結果をもとに設定した貸付金利を確定するため、住宅金融支援機構及び厚生

労働省との調整を毎月行うことで、適正な貸付金利の設定を行い、勤労者の生活の安

定・事業主の雇用管理の改善等に資する融資を行った。 

なお、住宅金融支援機構と資金調達、融資業務等について意見交換を行い、一層の

連携を図った。（業務実績「３（１）融資業務について」（Ｐ．４３）参照。） 

・制度内容等の変更後７日以内にホームページで公表する等により、利用者に対する十

分な制度の周知・説明に努めたか。 

実績：○ 

貸付利率の変更等については、変更確定日の当日（平成２３年６月２４日、平成  

２３年９月２６日）、東日本大震災特例貸付については施行日の当日（平成２３年７

月８日）に、ホームページに公開した。 

また、財形業務の周知、利用者の利便や申請内容の適正化等を図るため、来所や訪

問等による相談のほか、インターネットを通じた質問を受け付け、よくある質問につ

いては、回答をＱ＆Ａとしてホームページに公開し、パンフレットや申込みに係る手

引等を利用者の視点に立った分かりやすい表現で見直し、都道府県センター等の制度

説明会等において配布、周知した。さらに、電話等による資料請求のほか、ホームペ

ージ上の財形資料請求コーナー等を活用し、利用者の資料要求に迅速に対応した。 

なお、都道府県センターにおいて、財形制度の説明会を１３２回、事業所訪問を 

１，０４７件、相談業務を５，９２２件実施するなど、利用者に対する制度の周知、

説明に努めた。（業務実績「（２）周知について」（Ｐ．４３）参照。） 

・外部委託の活用や関係機関との連携を図ることにより、より効果的な制度の周知、利

用の促進を図ったか。 

実績：○ 

広報業務について、外部委託を活用し、また都道府県センターにおいては関係機関

との連携を図り、より効果的な制度の周知、利用の促進を図った。（業務実績「（２）

⑥ 外部委託の活用等」（Ｐ．４４）参照。） 

・業務の外部委託や競争入札を活用することにより、業務の効率化、経費削減に努めた

か。 

実績：○ 

広報については、外部委託を活用することにより、効果効率的に業務を実施した。

また、広報外部委託については内容の見直し、今年度から企画競争入札から一般競争

入札へ移行したことにより、経費削減を行った。（業務実績「（３）業務運営の効率化
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について」（Ｐ．４４）参照。） 
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雇用・能力開発機構 評価シート１３（助成金等の平均処理期間の短縮、特例業務）（厚生労働省、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構） 

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度業務実績 

第２ 業務の改善に関する事項 

 

４ 助成金の支給、融資等の業務については、平均処

理期間（申請書の受付から支給等の決定までの期

間）が特に長い助成金等について平均処理期間を短

縮することとし、中期目標期間の最終年度までに、

１件当たりの平均処理期間を平成１８年度と比べ

て５％以上短縮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 上記に個別に掲げる業務のほか、機構が行う業務

については、国の雇用対策と密接に連携し、効果

的・効率的な実施に努めること。 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

４ 助成金の支給、融資等の業務については、適正支

給に配慮しつつ、平均処理期間（申請書の受付から

支給等の決定までの期間）が特に長い助成金等につ

いて平均処理期間を短縮することとし、中期目標期

間の最終年度までに、１件当たりの平均処理期間を

平成１８年度実績と比べて５％以上短縮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 上記に個別に掲げる業務のほか、機構が行う業務

については、国の雇用対策と密接に連携し、効果

的・効率的な実施に努める。 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

４  助成金の支給、融資等の業務については、適正支

給に配慮しつつ、平成１８年度において平均処理期

間（申請書の受付から支給等の決定までの期間）が

特に長い助成金等について、１件当たりの平均処理

期間を平成１８年度実績と比べて５％以上短縮す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 上記に個別に掲げる業務のほか、機構が行う業務

については、国の雇用対策と密接に連携し、効果

的・効率的な実施に努める。 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

４ 助成金の支給、融資等の業務（厚生労働省） 

助成金の支給、融資等の業務については、適正支給に配慮しつつ、平成１８年度おいて平均

処理期間（申請書の受付から支給等の決定までの期間）が特に長い助成金等について、以下の

とおり平均処理期間の短縮に取り組んだが、１件当たりの平均処理期間は平成１８年度実績と

比べて８４．１％延長した。 

≪処理期間短縮への取組≫ 

（１）申請者の適正な理解を促し、申請書の記載相違や書類不備等に伴う処理期間の増大を防ぐた

めの取組 

① 制度の周知 

・ ホームページを活用した効果的な周知 

・ わかりやすいパンフレット、手引等の作成 

② 説明会における工夫 

・ 説明会終了後の個別相談の実施 

・ 説明会参加者からの意見等に基づく、開催方法や説明内容等の改善 

（２）審査能力を向上させる等、処理期間の短縮に向けた取組  

① 不正受給等の防止と処理期間短縮を図るための職員研修等の実施 

② 都道府県センターの審査方法等の改善を図るための本部による業務指導の実施 

③ 審査の長期化が見込まれる疑義案件等の早期抽出と対処の強化 

≪処理期間が延長した要因≫ 

・ 平成２１年度以降、ジョブ・カード制度関連のキャリア形成促進助成金の活用が急激に増

加したことに伴い、当該助成金の支給申請が大幅に増加し、審査及び確認のための事業所訪

問等に時間を要したこと。 

・ 平成２３年度当初予算において助成金に係る予算が措置されていなかったことから、第１

次補正予算成立までの間、支給決定ができなかったこと。 

 

５ 上記に個別に掲げる業務以外の業務 

（１）ジョブ・カード制度の実施（厚生労働省） 

① ジョブ・カード制度におけるキャリア・コンサルティングの実施 

公共職業安定所から誘導された求職者等に対して、キャリア・コンサルティングを実施

し、訓練希望等の確認を行い、ジョブ・カードを交付の上、適切な職業訓練への誘導等を

行った。 

また、訓練受講中においては、ジョブ・カードを活用して職業能力の棚卸しや就職に向

けての目標確認を行い、就職意欲の喚起や訓練で身に付けた職業能力を踏まえた職業選択

の支援を行った。 

さらに、訓練修了後についても、キャリア・コンサルティングを継続して行うことによ

り、当該求職者が自ら職業選択やキャリア形成の方向付けをしていくことへの支援を行っ

た。 

なお、ジョブ・カードの交付に当たっては、機構自ら目標数を定め、キャリア・コンサ

ルティングのツールとして積極的に活用した。 

・ ジョブ・カード交付件数  ３８，９７０件（H22 年度 114,952 件、H22 年度同期 

60,923件） 

（うち、基金訓練対象者分  ２２，０９０件（H22 年度 51,416 件、H22 年度同期 

26,240件）（再掲）） 
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② 職業能力開発形成プログラムの支援等 

○ 雇用型訓練（有期実習型訓練、実践型人材養成システム）に係る支援 

（ⅰ）訓練実施計画の作成支援等 

各都道府県センターにおいて、企業又は地域ジョブ・カードセンターからの要請に

応じ、実践型人材養成システム及び有期実習型訓練の導入・実施のための訓練実施計

画及び訓練カリキュラムの作成等の各種支援を行った。 

なお、実践型人材養成システムにおいては、実施計画認定申請書の取り次ぎを行い、

有期実習型訓練については、訓練基準に適合するか否かの確認を行った。（再掲） 

・ 実践型人材養成システムの実施計画認定申請書の取次件数   ５２件 

（H22年度 2,304件、H22年度同期 88件） 

・ 有期実習型訓練の訓練基準に適合するか否かの確認件数   ８６６件 

（H22年度 7,665件、H22年度同期 3,567件） 

また、都道府県労働局への業務移管後も円滑な運営ができるよう、制度及び手続の概

要説明や実施中の訓練コースに係る情報提供など、必要な引継ぎを行った。 

③ 関係機関との連携 

    ジョブ・カード制度の普及・促進を図るため、中央及び地域ジョブ・カードセンター等

の関係機関との連携を図った。 

 

（２）政府間技術協力事業への支援（高障求機構） 

我が国が行う政府間技術協力事業に対し、当機構のノウハウを活かした支援を行った。 

① 海外からの研修員の受入れ 

開発途上国の職業訓練分野の中核を担う人材である行政官や職業訓練施設の職員等を研

修員として受け入れ、機構の持つ経験と知識を伝えて、途上国の問題解決に生かす研修を

実施した。 

・ 視察の受入 

・ 受入件数   ５件（H22年度 12件、H22年度同期 5件） 

・ 研修員数  ６６名（H22年度 121名、H22年度同期 40名） 

・ 見学施設   ６施設（延べ）（H22 年度 19 施設（延べ）、H22 年度同期 8 施設

（延べ）） 

② 国費留学生の受入れ 

職業能力開発総合大学校において、開発途上国における職業能力開発分野の人材養成の

ため、国費留学生の受入れを実施した。 

 ・ 在校者数 長期課程５７人、研究課程４人（インドネシア、マレーシア、タイ他） 

（H22年度在校者数 長期課程５９名、研究課程４名（インドネシア、マレーシア、タイ他）） 

③ 当機構職員を開発途上国へ派遣 

職業訓練指導員を技術協力専門家として開発途上国へ派遣し、その国の行政官や職業訓

練施設の職員と共に、その国の実情に即した技術移転や制度整備･普及を行った。 

・ 派遣した実績  ３カ国４名（エクアドル、セネガル、ブータン） 

（H22年度 ５カ国５名、H22年度同期 ４カ国４名） 

 

（３）東日本大震災に係る対応について 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災の被災者等に対して行った主な対応措置は

以下のとおり。 

・ 東日本大震災発生後、直ちに災害対策本部を設置し、被害状況の把握や被災者に対する

施策、施設の復旧等について対応した。 

・ 地方自治体等の要請に応じ、被災者用の物資保管場所等として職業能力開発施設の一部

を提供した。 
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・ 被災された訓練受講者、事業主、求職者、労働者等の方々に対し、公共職業訓練、基金

訓練の取扱い、助成金の取扱い、雇用促進住宅に係る情報の提供等を行う震災特別相談窓

口を青森、岩手、宮城、福島及び茨城の各都道府県センターに設置した。 

（以上、高障求機構） 

【助成金関係】（厚生労働省） 

・ 各種助成金の支給申請等の期限の猶予 

地震に起因する事由により、定められた期間内に各種助成金の支給申請等ができない事

業主に対し、期限に係る猶予期間を設定した。 

・ キャリア形成促進助成金の取扱い 

地震の発生前から事業主が開始していた職業訓練等について、被災により訓練等の修了

が困難となった場合であっても、当該訓練等に既に要した経費及び賃金を助成の対象とし

た。 

【職業訓練等関係】（高障求機構） 

・ 弾力的な訓練の実施 

離職者訓練及び学卒者訓練については、災害状況やその後の計画停電等の影響を踏まえ、

訓練時間の変更、補講の実施による弾力的な訓練を実施した。 

・ 震災復興訓練 

被災地においては、甚大な被害により多数の方々が離職されたことから、これら被災地

域の離職者等の再就職を図ることを目的として、被災地等の４県（岩手、宮城、山形、福

島）において、ポリテクセンター自体の被災等により訓練が実施できない状況となる中で、

地域の協力を得て、空き工場等を仮設実習場として活用したほか、全国から訓練指導員を

応援派遣して、地域の復旧・復興に係る訓練ニーズに対応し、離職者を安定した就労へ導

くための職業能力を習得するための震災復興訓練を実施した。 

・ 平成２３年９月までの開始訓練科 １１科、入所 ２００人 

・ 基金訓練として、車両系建設機械運転技能講習等を行う「震災対策特別訓練コース」の

認定申請書の受理、審査等を実施した。 

・ 被災した能開大等の学生について、安全確保や卒業・単位認定等への弾力的な対処、授

業料等納付期限や入校手続き期間の延長等を実施し、また、技能者育成資金を返還中の被

災者に対し返還猶予等を実施した。 

・ メンタルヘルスへの対応 

被災した訓練受講者等や能開大等の学生について、メンタルヘルスへの適切な対応を実

施した。 

・ 被災した事業主等への対応支援 

被災した事業主等に対して、在職者訓練受講料等を免除した。 

・ 被災地域の訓練生等への対応 

被災地域の訓練生等に対して、学卒者訓練等の授業料等を免除した。 

【雇用促進住宅関係】（高障求機構） 

・ 雇用促進住宅について、災害により住宅を喪失した被災者の方々等への一時的貸与、緊

急避難場所としての一時提供を実施した（提供期限は６ヶ月間）。 

なお、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所周辺の自主避難を含む避難者に対する

一時的貸与を実施した。提供期限については、被災者が希望すれば、６ヶ月毎に最長２年

（平成２５年３月末日）までの更新を可能とした。 

・ 入居決定戸数  ６，７８３戸 

（平成２３年９月末現在の実績。） 

【財産形成関係】（勤退機構） 

３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害（4/4以降、東日本大震災）の被災

者等に対して行った主な対応措置は以下のとおり。 
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・ 財形持家融資を返済中の被災者に対し、返済金の払込みの据置、返済期間の延長や据置期

間中の金利の引下げを実施。 

・ 居住していた住宅に被害を受けた勤労者が当該住宅に代わる住宅の建設、購入又は損傷し

た住宅を補修する場合、金利の引下げ、据置期間を設けることができる特例貸付を実施。 

 

（４）求職者支援制度に係る職業訓練の相当認定業務等の実施（高障求機構） 

平成２３年５月に成立した「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法

律」（平成２３年法律第４７号）に基づき、平成２３年１０月から開始される求職者支援訓練

の認定申請書の受理・審査等の相当認定業務を実施した。 

（認定数） 

・ 認定コース数   １，４８２コース 

・ 認定定員    ３０，８９０人 

※ 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則（平成２３年

厚生労働省令第９３号）の公布の翌日（平成２３年７月２６日）から９月末までの実績。 

 

 

評価の視点等 【評価項目１３ 助成金等の平均処理期間の短縮,特例業

務】 

自己評価 厚生労働省 Ｂ  評定 厚生労働省   

高障求機構 Ａ 高障求機構  

勤退機構 Ａ 勤退機構  

 【厚生労働省の自己評価理由】 

・ 平成２３年度上半期のキャリア形成促進助成金の支給件数は、1,420 件と平成 22

年度上半期と比べて 38.5％と大幅な増加となった。また、平成 21年度年間の 824件

と比較しても半期で 1,420件と大幅に上回った。さらに、平成 23年度当初予算にお

いて助成金にかかる予算措置がなかったことから、1か月を超える期間、支給決定を

行うことができなかった。このような状況に対して、審査業務に一時的に人員を充て

るなどの体制強化の取組により、平均処理期間の短縮に取り組んだが、助成金の 1件

当たりの平均処理期間は、平成 18年度実績と比較して８４．１％増となった。 

・ 公共職業安定所から誘導された求職者等に対して、キャリア・コンサルティングを

実施し、訓練希望等の確認を行い、ジョブ・カードを交付の上、適切な職業訓練への

誘導等を行った。また、訓練受講中においては、ジョブ・カードを活用して職業能力

の棚卸しや就職に向けての目標確認を行い、就職意欲の喚起や訓練で身に付けた職業

能力を踏まえた職業選択の支援を行った。さらに、訓練修了後についても、キャリア・

コンサルティングを継続して行うことにより、当該求職者が自ら職業選択やキャリア

形成の方向付けをしていくことへの支援を行った。また、ジョブ・カードの交付に当

たっては、機構自ら目標数を定め、キャリア・コンサルティングのツールとして積極

的に活用した。 

・地震に起因する事由により、定められた期間内に各助成金の支給申請等ができない事

業主に対して、期限に係る猶予期間の設定等を行った。 

以上のとおり、助成金等の平均処理期間の短縮については、計画に及ばなかったもの

のその主な要因が支給申請数の大幅な増加や予算の影響等の外部要因によるものと言

うことができる。一方、ジョブ・カード制度の積極的な実施に取り組み、東日本大震災

の被災者に対しても各種支援を行った。これらのことから、自己評価を「Ｂ」とした。 

 

【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の自己評価理由】 

以下の取組により、「評価の視点」に対応した。 

・ 我が国が行う政府間技術協力事業に関して、開発途上国の職業訓練分野の中核を担

う人材を研修生や国費留学生として機構が有する職業能力開発施設に受け入れ、機構
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の持つ経験や知識を伝えたほか、当機構の職業訓練指導員を開発途上国に派遣し、そ

の国の実情に即した職業訓練上の技術移転や制度整備・普及といった支援を行った。 

・ 東日本大震災の被災者等に対して、地域の協力を得て、空き工場等を仮設実習場と

して活用したほか、地域の復旧・復興に係るニーズに対応した震災復興訓練を実施す

るとともに、離職者訓練及び学卒者訓練における訓練時間の変更、補講の実施等によ

る弾力的な訓練を実施した。また、災害により住宅を喪失した被災者の方々等に対し、

一時的貸与、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供した。 

・ 平成２３年５月に成立した「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関

する法律」（平成２３年法律第４７号）に基づき、平成２３年１０月から開始される

求職者支援訓練の認定申請書の受理・審査等の相当認定業務を実施し、１，４８２コ

ース（定員：３０，８９０人）を認定した。 

 

【独立行政法人勤労者退職金共済機構の自己評価理由】 

東日本大震災に係る対応として、国及び住宅金融支援機構と密接に連携し、財形持家

融資を返済中の被災者に対する返済負担を軽減するとともに、特例貸付を実施し、   

被災者に対する効果的な支援を迅速に行ったことから自己評価を「Ａ」とした。 

［数値目標］ 

・平均処理期間が特に長い助成金等の１件当たり平均処理期間は、中期目標期間の最終

年度までに、平成１８年度実績と比べて５％以上短縮したか。（平成１９年度において

は、２％以上短縮したか。）（厚生労働省） 

（実績） 

平成１９年度 ９．１％短縮 平成２０年度 ４．５％短縮 平成２１年度 ２５．０％

短縮 平成２２年度 ４．５％短縮 

 平成２３年度上半期のキャリア形成促進助成金の支給件数は、１，４２０件と平成２

２年度上半期と比べて３８．５％と大幅な増加となった。また、平成 21 年度年間の８

２４件と比較しても半期で１，４２０件と大幅に上回った。さらに、平成２３年度当初

予算において助成金にかかる予算措置がなかったことから、１か月を超える期間、支給

決定を行うことができなかった。このような状況に対して、審査業務に一時的に人員を

充てるなどの体制強化の取組により、平均処理期間の短縮に取り組んだが、助成金の１

件当たりの平均処理期間は、平成１８年度実績と比較して８４．１％増となった。（業

務実績「４ 助成金の支給、融資等の業務」（Ｐ．４７）参照。） 

 

［評価の視点］  
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雇用・能力開発機構 評価シート１４（組織・人員体制）（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度業務実績 

第３ 組織・業務実施体制等の改善に関する事項 

 

１ 組織・人員体制について 

組織・人員体制について、業務の効率的かつ効果

的な実施の観点から、適宜弾力的な見直しを図ると

ともに、人材育成の充実を図ること。 

また、職業訓練指導員については、任期付き雇用

の活用を図り、社会のニーズに対応できる指導員体

制を実現すること。 

 

第２ 組織・業務実施体制等の改善に目標を達成する

ためとるべき措置 

１ 組織・人員体制について 

組織体制については、委員会を設け、年１回以上、

機構の業務の効率的・効果的実施の観点から、検討

を行い、見直しを図るとともに、職員の専門性を高

めるための研修を計画的に実施し、職員の業務執行

能力の向上を図る。 

また、職業訓練指導員については、民間企業等幅

広い層から、職業訓練指導員として必要な資質を有

する者を、任期付き雇用により積極的に活用するこ

とで、社会のニーズに機動的に対応できる指導員体

制を実現する。 

第２ 組織・業務実施体制等の改善に関する目標を達

成するためとるべき措置 

１ 組織・人員体制について 

組織体制については、委員会を設け、年１回以

上、機構の業務の効率的・効果的実施の観点から、

検討を行い、見直しを図るとともに、職員の専門

性を高めるための研修を計画的に実施し、職員の

業務執行能力の向上を図る。 

また、職業訓練指導員については、民間企業等

幅広い層から、職業訓練指導員として必要な資質

を有する者を、任期付き雇用により積極的に活用

することで、社会のニーズに機動的に対応できる

指導員体制を実現する。 

 

第２ 組織・業務実施体制等の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 組織・人員体制について 

（１）組織・人員体制の検討 

組織体制については、平成２３年１０月１日に組織が廃止されたことから、「組織体制の見

直し等に係る委員会」は実施していないが、機構の業務の効率的・効果的実施の観点から、

①東日本大震災被災地域の離職者等に対する「震災復興訓練」実施のための全国からの職業

訓練指導員の応援派遣、②職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律附

則第３条に基づく相当認定業務実施のための応援体制の整備を行うなど、スケールメリット

等を活かした弾力的な人員配置に努めた。  

 

（２）職員研修 

職員の資質、職務能力の向上を目的とした職員研修について、産業構造の変化や技術革新

等に対応するための技能・技術研修（職業訓練指導員を対象）、新たな職種・職域を担うため

の業務変化に対応するための研修（職業訓練指導員を対象）、各階層に求められる役割や能力

等に応じた研修カリキュラムによる階層別職員研修等（職業訓練指導員、事務職、管理職を

対象）を以下のとおり実施した。（受講者数合計 延べ６１７人） 

また、人材育成のあり方について、能力開発の信頼性と質の維持・向上を図るため、職業

訓練指導員のキャリア・アップを組織的に推進するための「職業訓練指導員人材育成システ

ム」について、平成２１年度から試行実施し、平成２３年度から試行を踏まえ本格実施して

いる。 

① 職業訓練指導員を対象とした職員研修 

（イ）専門性拡大・職種拡大研修 

専門性・職種の拡大を図る機械、金属、電気及び建築関連の研修（受講者 延べ１５

人）（H22年度 101人） 

（ロ）階層別研修 

職業訓練指導員としての資質向上を図るキャリア・コンサルティング、安全衛生、指

導技法等の研修（受講者 延べ２０８人）（H22年度 246人） 

（ハ）専門研修 

専門分野の技能・技術及び業務遂行能力の向上を図る研修（受講者 延べ１７０人）

（H22年度 256人） 

（ニ）業務対応研修 

新設訓練科及び就職支援等の訓練周辺業務への対応を図る研修（受講者 延べ２０

人）（H22年度 94人） 

（ホ）キャリア・パス関連研修 

職業訓練指導員人材育成システムで示したキャリア・ルート及び業務役割への対応を

図る研修（受講者 延べ８２人）（H22年度 50人） 

② 事務職・管理職を対象とした職員研修 

（イ）階層別研修 

各階層に求められる役割の認識と必要な能力の向上を図る研修（受講者 延べ４４

人）（H22年度 68人） 

（ロ）職務・テーマ別研修 

業務遂行能力の向上を図る研修（受講者 延べ 78人）（H22年度 166人） 
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（３）職業訓練指導員体制 

社会のニーズに機動的に対応できる指導員体制を実現する観点から、生産現場の先端的技

能・技術やものづくりのノウハウを民間企業から取り入れるため、任期付き雇用を積極的に

活用し、平成２３年９月末において２７名の受け入れを実施した。 

 

任期付き雇用の職業訓練指導員の内訳 

 平成２２年度 平成２３年度 

ものづくり系 １８名 ２５名 

非ものづくり系 ２名 ２名 

合計 ２０名 ２７名 

 

（４）内部統制 

① 内部監査の的確な実施 

内部統制の充実に係る内部監査の実施については、平成１９年１２月の独立行政法人整

理合理化計画等における指摘を踏まえ、内部監査機能の更なる充実・強化を図るため、監

査法人とも相談しながら、平成２０年３月に監査規程について所要の見直しを行い、新た

に本部内に「内部監査委員会」を設置し、平成２０年度から監査計画等を策定し、内部監

査を実施しているところである。 

平成２３年度は、都道府県センター及び職業能力開発施設を対象に、「契約事務の適正化

について」（７施設）、「保有個人情報の適正な管理について」（７施設）内部監査を実施し

た。 

なお、当該監査結果を踏まえて、平成２３年９月に指摘事項に係る確認及び関係規程、

通達等を遵守することによる、適正な事務処理の徹底を各施設に指示した。 

② 内部通報処理 

役職員等からの組織的または個人的な法令違反行為等に関する通報または相談の適正な

処理の仕組みを定め、その早期発見と是正を図り、もって、業務の適正性及びその円滑な

運営の確保に資することを目的に、平成２１年度に「内部通報処理に関する規程」（平成２

１年６月２５日規程第１４号）及び「内部通報処理に関する規程の運用について」（平成２

１年６月２５日付け通達）を定め、平成２３年度上半期においては、リーフレットの配付、

研修等により、改めて全役職員に対し周知徹底を図った。 

③ 施設表彰 

職業能力開発業務において高い就職率を達成するなど顕著な実績を上げ、施設の現状及

び課題を適切に把握し、業務改善等のために工夫を凝らした取組を行った施設を施設表彰

委員会及び理事会において評価し、施設表彰を行った。 

また、施設表彰の結果については、職員のモチベーションの維持・向上を図るため、全

施設へ周知した。 

 

 

評価の視点等 【評価項目１４ 組織・人員体制】 自己評価 Ａ  評定 Ａ  

 以下の取組により、「評価の視点」に対応した。 

・ 組織体制については、業務の効率的・効果的実施の観点から、①東日本大震災被災

地域の離職者等に対する「震災復興訓練」実施に当たっての全国からの職業訓練指導

員の応援派遣、②職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平

成２３年法律第４７号）附則第３条に基づく相当認定業務実施のための応援体制の整

備を行うなど、スケールメリット等を活かした弾力的な人員配置に努めた。 

・ 職員の資質、職務能力の向上を目的に、産業構造の変化や技術革新に対応するため

の技能・技術研修、新たな職種・職域を担うための業務変化に対応するための研修、
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各階層に求められる役割や能力等に応じたカリキュラムによる階層別職員研修等を、

延べ６１７人に対して実施したほか、職業訓練指導員の能力を高め最大限に発揮でき

る環境を整備するため、職業訓練指導員の各育成段階の役割と課題を明確にし、職業

訓練指導員のＯＪＴと自己啓発を推進する仕組みとして、「職業訓練指導員人材育成

システム」を定め、平成２１年度から試行実施し、平成２３年度から本格実施した。 

・ 社会のニーズに機動的に対応できる指導員体制を実現する観点から、民間企業等幅

広い層から職業訓練指導員として必要な資質を有する者を任期付き雇用により２７

人受け入れ、積極的に活用した。 

・ 内部監査制度について、平成２３年度は、都道府県センター及び職業能力開発施設

を対象に、「契約事務の適正化」（７施設）、「保有個人情報の適正な管理」（７施設）

について実施するとともに、当該監査結果を踏まえて、平成２３年９月に指摘事項に

係る確認及び関係規程、通達等を遵守することによる、適正な事務処理の徹底を各施

設に指示した。 

・ 内部通報制度については、平成２１年度に策定した内部通報処理規程に基づき運用

していたが、平成２３年度上半期においては、リーフレットの配付、研修等により、

改めて全役職員に対し周知徹底を図った。 

 

［数値目標］ 

 

 

［評価の視点］ 

・委員会を設け、機構の業務の効率的・効果的実施の観点から、検討を行い、見直しを

図ったか。 

実績：○ 

組織体制について、平成１６年７月２２日に設置した「組織体制の見直し等に係る

委員会」の平成２３年度上半期における開催はなかったが、業務の効率的・効果的実

施の観点から人員配置の見直しに係る検討を行い、①東日本大震災被災地域の離職者

等に対する「震災復興訓練」実施のための全国からの職業訓練指導員の応援派遣、②

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成２３年法律第 

４７号）附則第３条に基づく相当認定業務実施のための応援体制の整備を行うなど、

スケールメリット等を活かし弾力的に対応した。（業務実績「１（１）組織・人員体

制の検討」（Ｐ．５２）参照。） 

・職員の専門性を高めるための研修を計画的に実施し、職員の業務執行能力の向上を図

ったか。 

実績：○ 

職員の資質、職務能力の向上を目的とした職員研修について、産業構造の変化や技

術革新等に対応するための技能・技術研修（職業訓練指導員を対象）、新たな職種・

職域を担うための業務変化に対応するための研修（職業訓練指導員を対象）、各階層

に求められる役割や能力等に応じた研修カリキュラムによる階層別職員研修等（職業

訓練指導員、事務職、管理職を対象）を延べ６１７名に対して実施した。 

また、機構が行う職業能力開発の信頼性と質の維持・向上を図るため、職業訓練指

導員の能力開発目標設定から研究公開訓練までの人材育成のＰＤＣＡの仕組みとし

て、「職業訓練指導員人材育成システム」を定め、平成２１年度から試行実施し、平

成２３年度から本格実施した。（業務実績「（２）職員研修」（Ｐ．５２）参照。） 

・職業訓練指導員については、任期付き雇用を活用することで、社会のニーズに機動的

に対応できる指導員体制を実現したか。 

実績：○ 

社会のニーズに機動的に対応できる指導員体制を実現する観点から、生産現場の先

端的技能・技術やものづくりのノウハウを民間企業から取り入れるため、２７人を任

期付きで雇用し、積極的に活用した。（業務実績「（３）職業訓練指導員体制」（Ｐ．

５３）参照。） 

・国家公務員の再就職者のポストの見直しを図っているか。特に、役員ポストの公募や、

平成２１年度末までに廃止するよう指導されている嘱託ポストの廃止等は適切に行わ

れたか。 

実績：－ 

  達成済み。（別添資料（項目３）「組織体制・人件費管理 ④国家公務員再就職者及

び本法人職員の再就職者の在籍ポストとその理由」（Ｐ．８）参照。） 
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・独立行政法人職員の再就職者の非人件費ポストの見直しを図っているか。 実績：－ 

該当なし。（独立行政法人職員の再就職者の非人件費ポストについては、高年齢者

等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年五月二十五日法律第六十八号）に定め

られた６５歳までの雇用確保措置の一環として設けているものである（別添資料（項

目３）「組織体制・人件費管理 ④国家公務員再就職者及び本法人職員の再就職者の

在籍ポストとその理由」（Ｐ．８）参照。）） 

・内部統制（業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、業務活動に関わる法令等の

遵守等）に係る取組についての評価が行われているか。（政・独委評価の視点） 

実績：○ 

中期計画の達成に向けて業務を計画的かつ円滑に実施するため、毎年度、都道府県

実施計画を策定し、計画的な事業展開と業務の進捗管理を行うとともに、職員のモラ

ルとモラールの維持のため、人事評価制度や施設表彰を実施するなど、統制環境の確

保に努めた。 

また、財務及び非財務情報に係る信頼性を向上させるため、適正な会計経理の事務

の徹底について全国会議等を通じて指示した。 

さらに、内部統制に関する独立的評価である内部監査及び監事監査においては、法

令を遵守した業務運営を行っているか等を監査するとともに、指摘事項については是

正措置を講じた。（業務実績「１（４）内部統制」（Ｐ．５３）、別添資料（項目６）

「内部統制」（Ｐ．３７～Ｐ．４５）参照。） 
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雇用・能力開発機構 評価シート１５（業績評価）（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度業務実績 

第３ 組織・業務実施体制等の改善に関する事項 

 

２ 業績評価の実施による業務内容の充実について 

事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を

促進し、その結果を事業選択や業務運営の効率化に

反映させること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 組織・業務実施体制等の改善に関する目標を達

成するためとるべき措置 

２ 業績評価の実施による業務内容の充実について 

事業ごとに厳格かつ客観的に評価・分析し、その

結果を事業選択や業務運営の効率化に反映させる。

さらに、業務内容の透明性を高め、業務内容の充実

を図る観点から、業績評価の結果や機構の業務の内

容について、ホームページ等において、積極的かつ

分かりやすく公表する。 

 

 

 

第２ 組織・業務実施体制等の改善に関する目標を達

成するためとるべき措置 

２ 業績評価の実施等による業務内容の充実につい

て  

（１）業績評価の実施 

事業ごとに厳格かつ客観的に評価・分析し、

その結果を事業選択や業務運営の効率化に反映

させる。 

また、業績評価の結果や機構の業務の内容に

ついて、ホームページ等において、積極的かつ

分かりやすく公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）業務改善の取組み 

サービスの向上を図るため、利用者等からの

意見・要望について検証を行い、必要に応じて、

その結果を業務運営に反映させるなど、業務改

善の取組みを行う。 

 

第２ 組織・業務実施体制等の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

２ 業績評価の実施による業務内容の充実について 

 

（１）業績評価の実施 

① 業績評価の実施 

適正な業務の推進に資するため、各事業について、年度開始前に運営方針を策定し、各

施設に提示するとともに、施設ごとの目標の設定を行い、事業の内容に応じた実績把握時

期を定め、定期的に実績を把握し、進捗管理を行い、その最終的な実績について理事会に

おいて評価を行った。 

なお、評価にあたっては業績評価の透明性、公平性を向上させるため、学識経験者その

他の有識者１２名の委員からなる「外部評価委員会」において業績評価を実施し、その結

果を踏まえ理事会で「自己評価」を決定した。 

また、平成２２年度の業績評価の結果については、平成２３年９月にホームページ等に

おいて公開した。 

② 業務実績概況の公表 

平成２２年度の業務実績の中で、中期計画の目標値となっている離職者訓練の就職率や

在職者訓練の満足度等について、図表を多用してわかりやすく紹介した「業務実績概況」

を作成し、ホームページで公表することにより、業務の理解促進に努めた。 

③ ホームページの充実等 

離職者訓練の修了生や訓練修了生を採用した事業主、助成金を活用した事業主等の機構

業務を活用した事例や機構業務に関する新聞・雑誌記事等を掲載する「利用者の声」のコ

ーナーを随時更新するとともに、動画を活用するなどにより分かりやすい業務内容の紹介

に努めた。また、携帯サイトのＱＲコードやデジタルパンフレットをトップページに掲載

して機構業務の周知を図ることにより利用者の利便性の向上に努めた。 

④ 機構が取り扱う業務の制度変更等に係る情報の迅速な公開 

中小企業労働力確保法関係助成金、建設雇用改善助成金及びキャリア形成促進助成金の

制度改正、求職者支援制度の創設による職業訓練の案内、技能者育成資金制度改正、財形

融資業務に係る貸付利率の変更、東日本大震災に関連した業務の取扱い、機構廃止に伴う

業務の取扱いについて、ホームページ等により迅速に公開した。 

 

（２）業務改善の取組 

① ＰＤＣＡサイクルによる訓練コースの見直し 

事業主・事業主団体に対するヒアリング調査等により地域の人材ニーズの把握を行い、

訓練コースを設定した。 

また、訓練コースの設定後も、実施、評価、改善に至るＰＤＣＡサイクルにより、効果

的・効率的な訓練を実施した。 

② 各種調査の実施 

（イ）満足度調査の実施 

各種サービス終了時における満足度調査を実施し、自由記述欄の内容を含めて分析を

行うとともに、調査結果及び業務改善事例は各都道府県センターにフィードバックし、

今後の業務に活かすことで、一層の業務改善の取組を推進した。 

（調査内容：１０事業） 

・ 在職者訓練における受講者に対する職業能力の向上に役立った、また事業主に対す

る職業能力の向上が見られた旨の評価 
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・ 雇用管理相談業務における雇用管理の改善を進める上で役立った旨の評価 

・ 沖縄県出身者の就職促進のための相談業務における就職活動を進める上で役立った

旨の評価 

・ 中小企業労確法関係助成金における説明会が制度の理解に役立った旨の評価 

・ 建設雇用改善関係助成金における説明会が制度の理解に役立った旨の評価 

・ キャリア形成促進助成金における説明会が制度の理解に役立った旨の評価 

・ 中小企業雇用創出等能開発助成金における説明会が制度の理解に役立った旨の評価 

・ 地域雇用開発能力開発助成金における説明会が制度の理解に役立った旨の評価 

・ 勤労者財産形成制度における説明会が制度の理解に役立った旨の評価 

・ キャリア形成支援にかかる相談における相談終了時に職業能力等の向上が図られた

旨の評価 

（ロ）フォローアップ調査の実施 

政策目標と合致しているかの視点を踏まえ、平成２２年度に引き続き、事業選択や業

務運営の効率化に資するため、厚生労働省が行う事業効果に係るフォローアップ調査に

協力した。 

（調査内容：２事業） 

 ・キャリア・コンサルティングにおいて就職・転職・職業能力の開発及び推進の向上の

割合 

 ・キャリア形成促進助成金において助成対象の訓練等によりキャリアアップが図られた

割合 

③ 業績評価結果の反映 

平成２２年度の業績評価については、その評価結果と評価書を各施設へ通知するととも

に機構内ＬＡＮへの掲載により全職員に周知した。また、平成２３年１０月以降、内部評

価委員会において評価結果を踏まえた業務の点検、改善方策等について検討を行っている。 

 

 

評価の視点等 【評価項目１５ 業績評価】 自己評価 Ａ  評定   

 以下の取組により、「評価の視点」に対応した。 

・ 業績評価の透明性、公平性を向上させるため、学識経験者その他の有識者１２名か

らなる「外部評価委員会」において業績評価を実施し、その結果を踏まえ理事会で「自

己評価」を決定した。 

・ 業務改善の取組については、厚生労働省独立行政法人評価委員会からの指摘を踏ま

え、満足度など１０事業についてのアンケート調査を実施し、結果や意見等を把握・

分析し、施設におけるケース会議などにおいて課題解決のための検討を行うととも

に、その結果を本部において集約し、業務改善事例等として施設にフィードバックし、

情報の共有化と業務改善に努めた。 

また、事業効果測定のために、厚生労働省が実施した２事業に関するフォローア

ップ調査に協力した。 

・ ホームページにおいて業績評価結果を公表するとともに、離職者訓練の修了生や訓

練修了生を採用した事業主等の意見や感想、機構業務について報じた新聞・雑誌の記

事等を掲載する「利用者の声」のコーナーを定期的に更新するとともに、デジタルパ

ンフレットをトップページに掲載するなど機構の業務内容をわかりやすく紹介した。 

 

［数値目標］ 

 

 

［評価の視点］ 

・事業ごとに厳格かつ客観的に評価・分析し、その結果を事業選択や業務運営の効率化

に反映させたか。 

 

実績：○ 

適正な業務の推進に資するため、各事業について、年度開始前に運営方針を策定し、
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各施設に提示するとともに、施設ごとの目標の設定を行い、事業の内容に応じた実績

把握時期を定め、定期的に実績を把握して進捗管理を行い、その最終的な実績につい

て理事会において評価を行った。 

また、業績評価の透明性、公平性を向上させるため、学識経験者その他の有識者  

１２名の委員からなる「外部評価委員会」において業績評価を実施し、その結果を踏

まえ理事会で「自己評価」を決定した。 

 さらに、各種サービス終了時における満足度調査を実施し、自由記述欄の内容を含

めて分析を行うとともに、調査結果及び業務改善事例を各都道府県センターにフィー

ドバックし、業務の改善の取組に反映させた。（業務実績「（１）①業績評価の実施、

（２）②（イ）満足度調査の実施」（Ｐ．５６、５７）参照。） 

・業務内容の透明性を高め、業務内容の充実を図る観点から、業績評価の結果や機構の

業務の内容について、ホームページ等において、積極的かつ分かりやすく公表したか。 

実績：○ 

平成２２年度の業績評価の結果について、ホームページで公表するとともに、業務

実績の中で、中期計画の数値目標となっている離職者訓練の就職率や在職者訓練の満

足度等について、図表を多用してわかりやすく紹介した「業務実績概況」を作成し、

ホームページで公表することにより、機構業務の理解促進が図られるよう努めた。 

また、離職者訓練の修了生や訓練修了生を採用した事業主の意見・感想、助成金の

活用事例や機構業務に関する新聞・雑誌記事等を掲載する「利用者の声」のコーナー

を随時更新するとともに、動画を活用するなどにより分かりやすい業務内容の紹介に

努めた。また、携帯サイトのＱＲコードやデジタルパンフレットをトップページに掲

載して機構業務の周知を図ることにより利用者の利便性の向上に努めた。（業務実績

「（１）②業務実績概況の公表、（１）③ホームページの充実等」（Ｐ．５６）参照。） 

・業務改善の取組を適切に講じているか。（政・独委評価の視点事項と同様） 実績：○ 

各種サービス終了時における満足度調査（１０事業）を実施し、自由記述欄の内

容を含めて分析を行うとともに、調査結果及び業務改善事例は各都道府県センター

にフィードバックし、業務改善の取組に反映させた。 

また、事業選択や業務運営の効率化に資するため、厚生労働省が行うフォローア

ップ調査（２事業）に協力した。（業務実績「２（２）業務改善の取組み」（Ｐ．     

５６、５７）参照。） 

・国民のニーズとずれている事務・事業や、費用に対する効果が小さく継続する必要性

の乏しい事務・事業がないか等の検証を行い、その結果に基づき、見直しを図っている

か。（政・独委評価の視点事項と同様） 

実績：○ 

行政刷新会議ワーキンググループにおける事業仕分けの結果や厚生労働省省内事

業仕分けにおいて示した改革案を踏まえ、組織のスリム化や不要財産の処分、国から

の財政支出の削減等に取り組んだ。（別添資料（項目７）「事務・事業の見直し等」  

（Ｐ．４６～Ｐ．５７）参照。） 
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雇用・能力開発機構 評価シート１６（経費削減等、情報提供）（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度業務実績 

第３ 組織・業務実施体制等の改善に関する事項 

 

３ 経費削減等について 

（１）一般管理費及び業務経費 

一般管理費及び業務経費（運営費交付金を充当

するものに限る。）については、効率的な利用に

努め、中期目標期間の最終年度までに、平成１８

年度予算と比べて、１７．８％以上削減すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人件費 

簡素で効率的な政府を実現するための行政改

革の推進に関する法律（平成１８年法律第４７

号）等に基づき、役職員に係る人件費の総額につ

いて、平成１８年度以降の５年間で、平成１７年

第２ 組織・業務実施体制等の改善に関する目標を達

成するためとるべき措置 

３ 経費削減等について 

（１）一般管理費及び業務経費 

一般管理費及び業務経費（運営費交付金を充当

するものに限る。）については、効率的な利用に

努めるとともに、人員削減等を図り、中期目標期

間の最終年度までに、平成１８年度の予算と比べ

て、１７．８％以上削減を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人件費 

簡素で効率的な政府を実現するための行政改

革の推進に関する法律（平成１８年法律第４７

号）等に基づき、役職員に係る人件費の総額につ

いて、平成１８年度以降の５年間で、平成１７年

第２ 組織・業務実施体制等の改善に関する目標を達

成するためとるべき措置 

３ 経費削減等について 

（１）一般管理費及び業務経費 

一般管理費及び業務経費（運営費交付金を充

当するものに限る。）については、平成２３年度

の予算を踏まえつつ、効率的な執行に努めると

ともに、不要な支出について点検し、削減を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人件費 

国家公務員の給与構造改革とラスパイレス指

数を踏まえ、年功的な給与上昇の抑制、地域の

民間賃金の的確な反映や勤務成績を反映した厳

正な職位制度の運用などを行うために見直した

第２ 組織・業務実施体制等の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

３ 経費削減等について 

（１）一般管理費及び業務経費 

① 一般管理費及び業務経費の削減について 

一般管理費及び業務経費（運営費交付金を充当するものに限る。）については、既に平成

２２年度決算額（６２５億円）において、平成１８年度予算額（９２３億円）と比べて、

３２．３％の削減を達成したところである。 

なお、平成２３年度の昨年度同月（９月末）の実績額に対する削減状況は以下のとおり

であり、着実に経費の削減は進んでいる。 

（イ）一般管理費 

人件費の削減により、平成２２年度同月比で３億円の減 

（ロ）業務経費 

都道府県センター事務所の縮小・廃止による維持管理費の削減等により、平成２２年

度同月比で８億円の減 

 

平成２２年度 

４月～９月の実績額 

平成２３年度 

４月～９月の実績額 
差引額 削減率 

２７４億円 ２６３億円 △１１億円 △４．０％ 

 

     

区 分 
基準年度 

（１８年度） 
２０年度 ２１年度 ２２年度 

予 算 額 ９２３億円 ８２４億円 ７８６億円 ６７６億円 

決 算 額 － ７７９億円 ７３３億円 ６２５億円 

差 引 額 － △４５億円 △５３億円 △５１億円 

１８年度予算額 

に対する削減率 
－ △１５．６％ △２０．６％ △３２．３％ 

 

② 冗費の削減について 

冗費の削減及び効率的な組織運営への取組については、平成２１年度に通知のあった「独

立行政法人の冗費の削減について（要請）」（平成２１年１１月２５日付け厚生労働省職業

能力開発局長通知）に基づき、事務用消耗品等の一括購入の継続や備品等の必要最小限の

保有等、細部にわたり経費節減に努めた。 

また、今夏における政府の節電実行計画に係る基本方針（平成２３年５月１３日、電力

需給対策本部決定）及び「夏期の電力需給対策に係る「節電実行計画」の策定・公表等に

ついて（依頼）」（平成２３年５月２５日付け厚生労働省職業能力開発局長通知）に基づき、

「独立行政法人雇用・能力開発機構節電実行計画」を策定し、冷暖房機器の温度設定制限

や不要な照明の消灯等環境に配慮した取組を徹底することにより経費節減に努めた。 

 

（２）人件費 

① 人件費及びラスパイレス指数について 

国家公務員の給与構造改革とラスパイレス指数を踏まえ、平成１８年度以降、従来より

も昇給間差額を圧縮した俸給表を適用して定期昇給による俸給月額の増額幅を小さくし、

国家公務員に比べて給与上昇スピードを抑制している。 
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度を基準として５％以上を基本とする削減を引

き続き着実に実施すること。更に、経済財政運営

と構造改革に関する基本方針２００６（平成１８

年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改

革を踏まえ、人件費改革を平成２３年度まで継続

すること。 

また、役職員の給与に関しては、国家公務員の

給与構造改革や機構のラスパイレス指数を踏ま

えた見直しを進めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）随意契約の見直しについて 

機構が策定した「随意契約見直し計画」を踏ま

え、一般競争入札等への移行を着実に実施すると

ともに、取組状況のウェブサイトへの公表による

フォローアップを実施すること等を通じ、業務運

営の一層の効率化を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度を基準として５％以上を基本とする削減を引

き続き着実に実施する。更に、経済財政運営と構

造改革に関する基本方針２００６（平成１８年７

月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を

踏まえ、人件費改革を平成２３年度まで継続す

る。 

また、役職員の給与に関しては、国家公務員の

給与構造改革や機構のラスパイレス指数を踏ま

えた見直しを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）随意契約の見直しについて 

機構が策定した「随意契約見直し計画」を踏ま

え、一般競争入札等への移行を着実に実施すると

ともに、取組状況のウェブサイトへの公表による

フォローアップを実施すること等を通じ、業務運

営の一層の効率化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事・給与制度を引き続き実施する。 

また、法人独自の手当について、見直しを行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）随意契約の見直しについて 

監事及び外部有識者を構成とする「契約監視

委員会」の点検及び見直しを踏まえて作成した

「随意契約等見直し計画」を踏まえ、一般競争

入札等への移行及び１者応札等の改善など実質

的に競争性が確保される取組みのさらなる推進

に努める。 

また、取組状況のウェブサイトへの公表によ

るフォローアップを実施すること等を通じ、業

務運営の一層の効率化を図る。 

 

 

 

 

 

 

人件費については、平成２２年度までに平成１７年度を基準として２６．７％削減して

いる。 

なお、平成２２年９月末と比較して１２．４％削減した。 

また、ラスパイレス指数については、当機構職員の大卒以上の者の割合が国家公務員よ

り大幅に上回っており、また、住居手当等給与水準の比較対象に含まれる手当を支給され

る者の占める割合が国家公務員よりも高いこと等により国家公務員の水準を上回っている

が、上記措置のほか、国家公務員に導入されている広域異動手当及び本府省業務調整手当

に類似したものは設けず、調整手当（国家公務員の地域手当に相当）についても、平成   

２２年１２月より、支給割合の上限を国家公務員よりも低く設定する（国家公務員の上限

１８％よりも低い１２％に据え置いていたものを、１２月より更に２％引き下げ）ととも

に、全ての支給地域における支給割合の引き下げ（すべての支給地域において２％（支給

割合３％の地域のみ１％）引き下げ）を実施している。 

② 諸手当の見直しについて 

法人独自の手当である職業訓練指導員手当については、都道府県における職業訓練指導

員手当の支給状況等を踏まえ、平成２３年７月から支給割合を１０％から５％に引き下げ

た。 

③ 互助組織に対する法人からの支出 

互助組織に対する法人からの支出について、平成２３年度から廃止した。 

 

（参考）   （単位：千円、％） 

区 分 
基準年度 

（１７年度） 
２０年度 ２１年度 ２２年度 

給与、報酬等支給総額（千円） 34,203,169 29,252,907 27,048,312 25,081,187 

対前年度削減率（％） － △５．３ △７．５ △７．３ 

対１７年度削減率（％） － △１４．５ △２０．９ △２６．７ 

 

（参考）   （単位：ポイント） 

区 分 ２０年度 ２１年度 ２２年度 対前年度増減 

ラスパイレス指数 １０９．１ １０６．６ １０４．４ △２．２ 

 

（３）随意契約の見直しについて 

平成２２年４月に作成した「随意契約等見直し計画」を踏まえ、次のとおり、随意契約の

見直し及び一般競争入札等における一者応札等の改善の推進に取り組んだ。 

なお、平成２３年度の上半期においては、通常の年度とは異なり、本年３月の東日本大震

災により甚大な被害を被った宮城職業能力開発促進センター等における早期の職業訓練の再

開に向けた代替実習場の整備、東北各県における施設の震災の復旧に係る調達や、１０月の

機構の解散及び業務の移管に向けて、定められた期間内での膨大な数量の動産・不動産の承

継に必要な鑑定評価業務の調達など、緊急的な随意契約によらざるを得ないものが生じた。 

① 一般競争入札等への移行の状況 

（イ）競争性のない随意契約の状況 

平成２３年度上半期における競争性のない随意契約の件数は、４０９件であり、前年

度同期５２２件から１１３件の減となっており、改善している。 

・ 機構の解散・業務移管及び事務・事業の廃止等による減     ９０件 

・ 震災の復旧等により緊急的な対応が必要となったことによる増  １４件 

・ 訓練機器の再リース、後納郵便料等の減            ３７件 
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（ロ）競争性のある契約の状況 

平成２３年度上半期における競争性のある契約の件数は、平成２２年度上半期の契約

実績において一般競争入札件数の２８．９％（３３１件）を占めていた民間教育訓練機

関等への職業訓練の委託が、本年度から都道府県に全面的に移管されたため、８１１件

と前年度同期１，１４５件から３３４件の減となっているが、その要因を除けば、一般

競争入札等への移行は着実に進んでおり、改善している。 

（ハ）一者応札等の状況 

平成２３年度上半期における一者応札等の件数及び割合は、２０７件（２５．５％）

と、前年度同期４５４件（３９．７％）から２４９件の減（１４．２ポイントの減）と

なっており、改善している。 

これは、平成２２年度上半期の一者応札等の件数の４５．４％（２０６件）を占めて

いた民間教育訓練機関等への職業訓練の委託が、本年度から都道府県に全面的に移管さ

れたことにより、この契約がなくなったことが大きく影響している。 

 

一般競争入札等及び随意契約の状況 

  ２２年度上半期 ２３年度上半期 

件数 金額 件数 金額 

競
争
の
あ
る
契
約 

競
争
入
札 

1,139件 

(2,470件) 

206.0億円 

(285.4億円) 
810件 196.8億円 

企
画
競
争 

6件 

(7件) 

0.5億円 

(1.0億円) 
1件 0.1億円 

競争性の

ない随意

契約 

522件 

(636件) 

60.1億円 

(66.8億円) 
409件 54.3億円 

合計 
1,667件 

(3,113件) 

266.6億円 

(353.2億円) 
1,220件 251.2億円 

※ ２２年度上半期欄の（ ）の数値は年間分の実績値である。 

※ 予定価格が尐額である場合（予算決算及び会計令第 99条第二号、第三号、

第四号又は第七号の金額を超えないもの）を除く。 

※ 不落・不調の随意契約は、「競争入札」に整理している。 

※ 競争性のない随意契約の件数、金額に含まれる電気・ガス・水道・電話料

については、 

支出金額が１００万円を超えたものを計上している。 

 

② 改善の取組 

（イ）取組状況のウェブサイトの公表 

次に掲げる情報をウェブサイトに公表した。 

（ⅰ）平成２３年度９月分までの契約締結状況（予定価格が１００万円（賃料は８０万円）

を超えたもの） 

（ⅱ）平成２２年度における随意契約等見直し計画のフォローアップ 

（ⅲ）平成２３年度上半期分までの「競争性のない随意契約」に係る契約情報 

（ⅳ）「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）

に基づき、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約があった場合には、当該法

人との再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況 
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（４）施設の有効活用等について 

施設の一部として保有する会議室等について、

一般利用への開放などにより、土地・建物等の効

率的な活用を促進し、自己収入の増加を図る等の

観点から、見直しを行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）施設の有効活用等について 

施設の一部として保有する会議室等について、

一般利用への開放などにより、土地・建物等の効

率的な活用を促進し、自己収入の増加を図る等の

観点から、見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）施設の有効活用等について 

土地・建物等の効率的な活用を促進し、自己

収入の増加を図る等の観点から、施設の一部と

して保有する会議室等について、職業能力開発

業務など機構業務の実施に支障のない範囲内で

一般の利用に供するなどの取組を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）調達の一括化、発注単位の見直し 

前年度の契約監視委員会や民間企業の購買・調達部門の経験者のご意見・提言を踏ま

えて、経費の縮減及び業務の効率化を図る観点から、調達の一括化、発注単位の見直し

に取り組むこととし、上半期において次に掲げる取組を行った。 

（ⅰ）事務用消耗品の購入の調達において、２２年度の購入実績や２３年度の購入見込み

を勘案して、購入予定数量の見直し等を行った上で、本部による一括調達を実施 

（ⅱ）これまで職業訓練機器の整備の調達は、本部において納入先の施設単位ごとに一般

競争入札に付していたところであるが、機器の仕様がほぼ共通し、かつ、納入先の施

設が隣接するような場合には、取りまとめて一般競争入札に付すなど、仕様や発注単

位の見直しによる調達を試行実施（開札は１１月予定） 

（ハ）競争性のない随意契約及び一者応札等の改善に向けた内部審査体制等について 

上半期における主な取組として、次に掲げる取組を行った。 

（ⅰ）前年度に引き続き、本部、施設それぞれに設置する「入札・契約手続運営委員会」

において、随意契約によろうとする場合の随意契約理由、一般競争入札等によろうと

する場合の調達の仕様内容、競争参加資格の設定、入札のための見積期間や納期の設

定、一者応札等となった案件の理由及び改善策等の審議を行った。 

（ⅱ）随意契約の見直し及び一者応札等の改善に関する点検項目や改善の取組項目を取り

まとめた「点検シート」により、契約事務担当職員が、調達の開始前に事前に点検を

行い、入札・契約手続運営委員会による審議を経て、本部に提出し、本部でその内容

を確認した上で調達の手続きを開始する事前点検制度を前年度に整備して実施してい

るところであるが、２３年度も引き続きこの点検を行った。また２２年度の点検結果

を踏まえて、平成２３年６月に点検シートの点検項目の見直しを行うとともに、留意

事項等をとりまとめて、施設に文書を発出するなど、本制度の充実、強化に努めた。 

 

（４）施設の有効活用等について 

① 施設の有効活用等 

機構業務の実施に支障のない範囲内で、施設設備の開放を行った。 

（実施状況） 

・ 実施件数 １，５２５件（H22年度 3,836件） 

（事例） 

・ 東日本大震災の被災者用の物資保管場所等として、いわき市に対し、いわき職業能

力開発促進センターの施設設備の一部を開放した。 

② 保有資産の見直し等 

「独立行政法人整理合理化計画」（平成１９年１２月２４日閣議決定）及び「雇用・能力

開発機構の廃止について」（平成２０年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、平成２２年４月

の厚生労働省省内事業仕分けにおいて提示した保有資産の見直し案に基づき、資産の効率

的な運用の確保等を図る観点から、以下のとおり見直し等を行った。 

（イ）公共職業能力開発施設  

保有する資産の状態や利用状況等を調査・分析し、見直しを行った。 

（平成２３年度実施内容） 

・ いわき職業能力開発促進センター外１施設の敷地の一部を地方公共団体等へ譲渡

し、いわき職業能力開発促進センター外２施設の敷地の一部を返還した。 

・ 釧路職業能力開発促進センター外４施設の敷地等の一部について、独立行政法人雇

用・能力開発機構法を廃止する法律（平成２３年法律第２６号。以下「廃止法」とい

う。）附則第２条第２項の規定に従い国に承継する資産として整理し、廃止法の施行

日である平成２３年１０月１日に国に承継した。 
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（５）決算情報・セグメント情報の公表の充実等につ

いて 

機構の財務内容等の一層の透明性を確保する

観点から、決算情報・セグメント情報の公表の充

実等を図ること。 

 

 

 

 

 

４ 情報提供について 

ホームページ等各種媒体において、職業訓練実施

状況等国民に必要とされる情報を分かりやすい形

で提供することとし、中期目標期間中の各年度のホ

ームページへのアクセス件数が平成１８年度実績

と比べて１０％以上の増加となるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）決算情報・セグメント情報の公表の充実等につ

いて 

機構の財務内容等の一層の透明性を確保する

観点から、決算情報・セグメント情報の公表の充

実等を図る。 

 

 

 

 

 

４ 情報提供について 

より広く国民に周知するため、職業訓練実施状況

等を、ホームページ等各種媒体において積極的に、

かつ分かりやすい表現で公表し、中期目標期間中の

各年度のホームページへのアクセス件数が平成 

１８年度実績と比べて１０％以上の増加となるよ

うにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）決算情報・セグメント情報の公表の充実等につ

いて 

機構の財務内容等の一層の透明性を確保する

観点から、決算情報・セグメント情報の公表の

充実等を図る。 

 

 

 

 

 

４ 情報提供について 

より広く国民に周知するため、職業訓練実施状

況等を、ホームページ等各種媒体において積極的

に、かつ分かりやすい表現で公表し、ホームペー

ジへのアクセス件数が平成１８年度実績と比べて

１０％以上の増加となるようにする。 

 

 

（ロ）旧地域職業訓練センター等 

・ 旧大阪地域職業訓練センターを地元自治体と協議の上、社団法人へ譲渡した。 

・ 旧魚津地域職業訓練センター外９施設については、廃止法附則第２条第２項の規定に

従い国に承継する資産として整理し、廃止法の施行日である平成２３年１０月１日に国

に承継した。 

（ハ）旧国際能力開発支援センター 

廃止法附則第２条第２項の規定に従い国に承継する資産として整理し、廃止法の施行

日である平成２３年１０月１日に国に承継した。 

（ニ）職員宿舎  

平成２３年９月末までに３５施設を廃止した。 

また、平成２２年度中に廃止した１５施設を売却するとともに、機構の解散までに廃

止し、未売却である１７８施設については、廃止法附則第２条第２項の規定に従い国に

承継する資産として整理し、廃止法の施行日である平成２３年１０月１日に国に承継し

た。 

（ホ）旧私のしごと館 

廃止法附則第２条第２項の規定に従い国に承継する資産として整理し、廃止法の施行

日である平成２３年１０月１日に国に承継した。 

（ヘ）雇用促進住宅  

下記第３（３）に記載。 

 

（５）決算情報・セグメント情報の公表の充実等について 

平成２２年度一般勘定の決算報告書における支出経費のセグメント情報として、施設ごとに

主要な業務（職業能力開発業務及び雇用開発業務）をセグメントの単位とする「平成２２年度

一般勘定における施設別・事業別支出経費の内訳」の公表に向け準備を行った。 

さらに、平成２２年度の財務諸表の増減分析等を図や表を用いて解説した「平成２２年度

財務諸表の概要」、独立行政法人会計基準に基づく会計処理について解説した「独立行政法人

の会計処理」を作成し、当機構ホームページで公表した。 

また、「平成２２年度財務諸表の概要」においては、東日本大震災による影響額について記

載し、決算情報の充実を図った。 

 

４ 情報提供について 

（１）訓練コースの紹介 

① 離職者を対象とする職業訓練 

機構及び公開を希望する都道府県の施設並びに民間教育訓練機関で行う公共職業訓練コ

ースの訓練概要、受講条件、就職後の仕事例、過去の就職実績、賃金情報等について、画

像を織り交ぜながらわかりやすく掲載した。 

② 在職者を対象とする職業訓練 

各職業能力開発施設で実施する訓練コースの実施時期、期間、募集定員等を取りまとめ、

公表した。 

③ 学卒者を対象とする職業訓練 

各職業能力開発大学校等で実施する訓練科名、募集定員、訓練内容を公表した。 

④ 日本版デュアルシステム 

訓練目的、募集定員、受講対象者、訓練期間等を公表し、また携帯電話サイトにおいて

も概要や実施施設の問い合わせ先を公表した。 

 

（２）業務実績概況の公表 

平成２２年度の業務実績の中で、中期計画の目標値となっている離職者訓練の就職率や在
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職者訓練の満足度等について、図表を多用してわかりやすく紹介した「業務実績概況」を作

成し、ホームページで公表することにより、業務の理解促進に努めた。 

 

（３）ホームページの充実等 

離職者訓練の修了生や訓練修了生を採用した事業主、助成金を活用した事業主等の機構業

務を活用した事例や機構業務に関する新聞・雑誌記事等を掲載する「利用者の声」のコーナ

ーを随時更新するとともに、動画を活用するなどにより分かりやすい業務内容の紹介に努め

た。また、携帯サイトのＱＲコードやデジタルパンフレットをトップページに掲載して機構

業務の周知を図ることにより利用者の利便性の向上に努めた。 

 

（４）機構が取り扱う業務の制度変更等に係る情報の迅速な公開 

中小企業労働力確保法関係助成金、建設雇用改善助成金及びキャリア形成促進助成金の制

度改正、求職者支援制度の創設による職業訓練の案内、技能者育成資金制度改正、財形融資

業務に係る貸付利率の変更、東日本大震災に関連した業務の取扱い、機構廃止に伴う業務の

取扱いについて、ホームページ等により迅速に公開した。 

 

（５）ホームページのアクセス件数 

ホームページのアクセス件数については、平成２２年度１，０２３万件と、平成１８年度

実績と比べて既に６６％の増加となっており、平成２３年度（４月～９月）については   

４８０万件と平成１８年度上半期の実績と比べて、約７０％増加した。 

なお、アクセス件数のうち、約７割が職業訓練や助成金制度等の業務内容紹介へのアクセ

スとなっている。（H22年度 1,023万件、H22年度同期 530万件） 

 

   （単位：％） 

区分 １８年度（上半期） ２３年度（上半期） 対１８年度増減 

ホームページへの 

アクセス件数 
２８３万 ４８０万 ＋１９７万 

 

（参考）    （単位：件） 

区 分 ２０年度 ２１年度 ２２年度 対前年度増減 

ホームページへの 

アクセス件数 
８０４万 １，０２９万 １，０２３万 △６万 

 

 

評価の視点等 【評価項目１６ 経費削減等、情報提供】 自己評価 Ｓ  評定   

 以下の取組により、「評価の視点」に対応した。 

・ 一般管理費及び業務経費（運営費交付金を充当するものに限る。）については、平

成２２年度までに、中期計画の削減目標（平成１８年度予算と比べて１７．８％削減）

を大きく上回る平成１８年度比３２．３％の削減を達成したほか、平成２３年度上半

期においても、前年同期比で４．０％減尐するなど、着実に経費削減が進んでいる。 

・ 人件費については、平成２２年度までに、中期計画の目標（平成１８年度以降の５

年間で平成１７年度比５％以上削減）を大きく上回る平成１７年度比２６．７％の削

減を達成したほか、平成２３年度上半期においても、前年同期比で１２．４％減尐す

るなど、着実に経費削減が進んでいる。 

・ 機構独自の手当である職業訓練指導員手当について、都道府県における職業訓練指

導員手当の支給状況等を踏まえ、平成２３年７月から支給割合を１０％から５％に引

き下げた。 
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・ 平成２３年度上半期における競争性のない随意契約の件数は、前年同期の５２２件

から４０９件に減尐するなど競争性のある入札への移行が着実に進んでいる。 

・ 「独立行政法人整理合理化計画」（平成１９年１２月２４日閣議決定）及び「雇用・

能力開発機構の廃止について」（平成２０年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、保有

する資産の状態や利用状況等を調査・分析し、公共職業能力開発施設の敷地の返還や

譲渡を行うなど、保有資産の見直しを進めた。 

・ ホームページを活用した情報の発信に関しては、離職者訓練の修了生や訓練修了生

を採用した事業主等の意見や感想、機構業務について報じた新聞・雑誌の記事等を掲

載する「利用者の声」のコーナーを定期的に更新するとともに、デジタルパンフレッ

トをトップページに掲載するなど機構の業務内容をわかりやすく紹介した。その結

果、平成２３年度（上半期）のアクセス件数は、平成１８年度（上半期）に比べて、

約７０％増加した。 

［数値目標］ 

・一般管理費及び業務経費について、中期目標の最終年度までに、平成１８年度予算と

比べて、１７．８％以上削減したか。（各年度の予算計画を踏まえ、効率的な執行に努

めたか。） 

（実績） 

平成１９年度 ９．１％ 平成２０年度 １５．６％ 平成２１年度 ２０．６％ 

平成２２年度 ３２．３％ 

 

一般管理費及び業務経費（運営費交付金を充当するものに限る。）については、既

に平成２２年度決算額（６２５億円）において、平成１８年度予算額（９２３億円）

と比べて目標（△１７．８％）を大幅に上回る３２．３％の削減を達成し、さらに平

成２３年度上半期においても、前年同期比で４．０％（１１億円）減尐するなど、経

費削減が着実に進んでいる。（業務実績「３（１）①一般管理費及び業務経費の削減

について」（Ｐ．５９）参照。） 

・一般管理費のうち人件費について、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革

の推進に関する法律」（平成１８年法律第４７号）等を踏まえ、平成１８年度以降の５

年間で、平成１７年度を基準として５％以上の削減を行う取組を進めたか。（政・独委

評価の視点事項と同様） 

（実績） 

平成１９年度 ９．７％ 平成２０年度 １４．５％ 平成２１年度 ２０．９％ 

平成２２年度 ２６．７％ 

人件費については、既に平成２２年度決算額（３５９億円）において、平成１７

年度基準額（３４２億円）と比べて目標（△５％）を大幅に上回る２６．７％の削

減を達成し、さらに平成２３年度上半期においても、前年同期比で１２．４％減尐

するなど、経費削減が着実に進んでいる。（業務実績「３（２）①人件費改革及びラ

スパイレス指数について」（Ｐ．５９、６０）参照。） 

・ホームページへのアクセス件数が平成１８年度実績と比べて１０％以上の増加となっ

たか。 

（実績） 

平成１９年度 １５％ 平成２０年度 ３０％ 平成２１年度 ６７％ 

平成２２年度 ６６％ 

ホームページのアクセス件数については、平成２３年度上半期において、平成１８

年度上半期の実績と比べて、目標（１０％増）を大幅に上回る約７０％増となった。

（業務実績「４（５）ホームページのアクセス件数」（Ｐ．６４）参照。） 

［評価の視点］ 

・運営費交付金債務（運営費交付金の未執行）と業務運営との関係についての分析を行

った上で、当該業務に係る実績評価が適切に行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

実績：○ 

運営費交付金の未執行分は、一般管理費については人件費の削減、業務経費につい

ては都道府県センター事務所の縮小・廃止による維持管理費の削減等によるものであ

る。なお、業務運営については、効果的・効率的な予算執行により、適切に行われた

結果、中期計画・年度計画における目標を全て達成した。（業務実績「３（１）①一

般管理費及び業務経費の削減について」（Ｐ．５９）参照。） 

・事業費における冗費を点検し、その削減を図っているか。 実績：○ 

「独立行政法人の冗費の削減について（要請）」（平成２１年１１月２５日付け厚生

労働省職業能力開発局長通知）に基づき、事務用消耗品等の一括購入の継続や備品等

の必要最小限の保有等、細部にわたり経費節減に努めた。 

また、政府の節電実行計画に係る基本方針（平成２３年５月１３日、電力需給対策

本部決定）等に基づき、「独立行政法人雇用・能力開発機構節電実行計画」を策定し、

冷暖房機器の温度設定制限や不要な照明の消灯等環境に配慮した取組を徹底するこ

とによりさらなる経費節減に努めた。（業務実績「３（１）②冗費の削減について」

（Ｐ．５９）、別添資料（項目４）「事業費の冗費の点検」（Ｐ．１９～Ｐ．２１）参
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照。） 

・「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」（平成１８年７月７日閣議決定）

に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革の取組を平成２３年度まで継続的に

実施したか。（政・独委評価の視点事項と同様） 

実績：○ 

国家公務員の給与構造改革とラスパイレス指数を踏まえ、平成１８年度以降、従来

よりも昇給間差額を圧縮した俸給表を適用して定期昇給による俸給月額の増額幅を

小さくし、国家公務員に比べて給与上昇スピードを抑制した。（業務実績「３（２）

①人件費改革及びラスパイレス指数について」（Ｐ．５９、６０）参照。） 

・国家公務員の給与構造改革や機構のラスパイレス指数を踏まえ、役職員の給与につい

て必要な見直しを進めたか。（政・独委評価の視点事項と同様） 

実績：○ 

国家公務員の給与構造改革とラスパイレス指数を踏まえ、平成１８年度以降、従来

よりも昇給間差額を圧縮した俸給表を適用して定期昇給による俸給月額の増額幅を

小さくし、国家公務員に比べて給与上昇スピードを抑制した。 

また、国家公務員に導入されている広域異動手当及び本府省業務調整手当に相当す

るものは設けず、調整手当（国家公務員の地域手当に相当）についても、平成２２年

１２月より、支給割合の上限を国家公務員よりも低く設定する（国家公務員の上限 

１８％よりも低い１２％に設定）とともに、すべての支給地域において支給割合を引

き下げた（２％（支給割合３％の地域のみ１％）引き下げ）。（業務実績「３（２）①

人件費改革及びラスパイレス指数について」（Ｐ．５９、６０）参照。） 

・給与水準が対国家公務員指数１００を上回る場合にはその理由を分析・説明している

か。また、それを踏まえ適切と評価できるか。 

実績：－ 

平成２３年１０月１日付けで解散しており、雇用・能力開発機構としての給与の年

額を算出できないため、国家公務員との給与水準を比較することができない。 

なお、平成２２年度までのラスパイレス指数については、当機構職員の大卒以上の

者の割合が国家公務員より大幅に上回っており、また、住居手当等給与水準の比較対

象に含まれる手当を支給される者の占める割合が国家公務員よりも高いこと等によ

り国家公務員の水準を上回っていたが、本評価項目で説明しているように不断の給与

構造改革により、指数の低下が図られるよう努めた。（業務実績「３（２）①人件費

改革及びラスパイレス指数について」（Ｐ．５９、６０）、別添資料（項目３）「組織

体制・人件費管理 ①給与水準の状況と総人件費改革の進捗状況」（Ｐ．６、１５）

参照。） 

・国と異なる、又は法人独自の諸手当は、適切であるか。 実績：○ 

総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から法人独自の手当として指摘を受けた

職業訓練指導員手当について、都道府県における職業訓練指導員手当の支給状況等を

踏まえ、平成２３年７月から支給割合を１０％から５％に引き下げた。（業務実績「３

（２）②諸手当の見直しについて」（Ｐ．６０）、別添資料（項目３）「組織体制・人

件費管理 ②国と異なる、又は法人独自の諸手当の状況」（Ｐ．６、７）参照。） 

・法定外福利費の支出は、適切であるか。（政・独委評価の視点事項と同様） 実績：○ 

・ 互助組織に対する法人からの支出について、平成２３年度から廃止した。 

・ レクリエーションに係る経費への支出は行っていない。（業務実績「３（２）③ 

互助組織に対する法人からの支出」（Ｐ．６０）、別添資料（項目３）「組織体制・

人件費管理 ③福利厚生費の状況」（Ｐ．６、７）参照。） 

・国の財政支出割合の大きい法人及び累積欠損金のある法人について、国の財政支出規

模や累積欠損の状況を踏まえた給与水準の適切性に関する法人の検証状況をチェック

しているか。（政・独委評価の視点） 

実績：○ 

人件費については、平成２２年度時点で、中期計画の目標（１７年度を基準として

平成１８年度以降の５年間で５％以上削減）を大幅に上回る２６．７％の削減を実現

するとともに、平成２３年度上半期においても、前年同期比でさらに１２．４％減尐

するなど、経費削減が着実に進んでいる。（業務実績「３（２）①人件費及びラスパ

イレス指数について」（Ｐ．５９、６０）、別添資料（項目３）「組織体制・人件費管

理 ①給与水準の状況と総人件費改革の進捗状況」（Ｐ．６）参照。） 

・「随意契約見直し計画」を踏まえ、一般競争入札等への移行を着実に実施するととも

に、取組状況のウェブサイトへの公表によるフォローアップを実施すること等を通じ、

実績：○ 

競争性のない随意契約の件数は平成２３年度上半期で４０９件と、前年同期  
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業務運営の一層の効率化を図ったか。（政・独委評価の視点事項と同様） （５２２件）から大幅に減尐した。 

また、競争性のある契約の件数は同８１１件と、前年度同期（１，１４５件）比で   

３３４件の減となっているが、平成２２年度上半期の契約実績において一般競争入札

の２８．９％（３３１件）を占めていた民間教育訓練機関等への職業訓練の委託が平

成２３年度から都道府県に全面移管された要因を除けば、一般競争入札等への移行が

着実に進んでいる。 

なお、以下のような情報を機構ホームページに掲載した。 

・平成２３年度９月分までの契約締結状況（予定価格が１００万円（賃料は８０万

円）を超えたもの） 

・平成２２年度における随意契約等見直し計画のフォローアップ 

・平成２３年度上半期に締結した「競争性のない随意契約」に係る契約情報 

・「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２年１２月７日閣議決

定）に基づき、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約があった場合には、

当該法人との再就職の状況、取引等の状況 

（業務実績「３（３）① 一般競争入札等への移行の状況」（Ｐ．６０、６１）及び「３

（３）②（イ）取組状況のウェブサイトの公表」（Ｐ．６１）、別添資料（項目５）「契

約 ③「随意契約等見直し計画」の進捗状況」（Ｐ．２５）参照。） 

・契約の締結に当たって、透明性・競争性が確保されているか。（政・独委評価の視点

事項と同様） 

実績：○ 

・ 機構（本部及び各施設）が行う調達の入札公告をホームページに公表した。 

・ 随意契約の見直しや一者応札等の改善に係る点検シートを作成し、これに基づく

調達の事前・事後のチェックを徹底した。 

・ 本部、施設それぞれに設置する「入札・契約手続運営委員会」において、随意

契約の場合はその理由、一般競争入札等の場合は調達の仕様内容、競争参加資格

の設定、入札のための見積期間や納期の設定、さらに、一者応札等となった案件

についてはその理由及び改善策等について審議し、承認を得たものについて、調

達手続を実施した。（業務実績「３（３）②（ハ）競争性のない随意契約及び一者

応札等の改善に向けた内部審査体制等について」（Ｐ．６２）、別添資料（項目５）

「契約 ②契約監視委員会以外の契約審査体制とその活動状況、④一者応札・一

者応募となった契約の改善方策」（Ｐ．２４～Ｐ．２６）参照。） 

・契約監視委員会での見直し・点検は適切に行われたか（その後のフォローアップを含

む。）。 

実績：○ 

「独立行政法人の契約の見直しについて」（平成２２年５月２６日付け総務省行政

管理局長事務連絡）による要請内容を踏まえ、契約監視委員会で審議を行った結果、

同委員会から、「機構の取組は適切であると認められる」との評価があり、指摘事項

はなかった。 

なお、契約監視委員会は、平成２４年１月に開催し、旧高齢・障害者雇用支援機

構分と旧雇用・能力開発機構分を合わせて審議した。（別添資料（項目５）「契約 ①

契約監視委員会からの主な指摘事項」（Ｐ．２２）参照。） 

・契約方式等、契約に係る規程類について、整備内容や運用の適切性等、必要な評価が

行われているか。（政・独委評価の視点） 

実績：○ 

・ 「独立行政法人における契約の適正化（依頼）」（平成２０年１１月１４日付け

総務省行政管理局長事務連絡）において講ずることとされている措置は、すべて

実施済みである。 

・ 総合評価落札方式又は企画競争若しくは公募を行う場合は、入札・契約手続運

営委員会において審議することとし、総合評価落札方式及び企画競争によろうと

する場合には、使用内容等について応札希望者の理解を深めるために入札説明会

をできる限り実施する等の措置を実施済みである。（別添資料（項目５）「契約 ⑤

契約に係る規程類とその運用状況」（Ｐ．２６）参照。） 
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・契約事務手続に係る執行体制や審査体制について、整備・執行等の適切性等、必要な

評価が行われているか。（政・独委評価の視点） 

実績：○ 

調達に当たっては、要求部課が原議書を起案し、必要性や調達内容、事業規模等に

関して、複数の部課の決裁を経る過程でチェックした。 

また、入札及び契約手続については、入札・契約手続運営委員会の審議を行い、さ

らに調達に係る点検シートにより、経理部契約課による事前チェックを行った。点検

シートについては、平成２３年６月に点検項目の見直しを行うとともに、留意事項等

をとりまとめて、施設に文書を発出するなど、制度の充実、強化に努めた。 

さらに、監事監査及び内部監査の結果が、監事及び内部監査委員会から理事長へ報

告され、指摘事項等があった場合には、理事長の指示の下、本部担当部が該当施設に

対して改善に向けた指導・指示を行った。（業務実績「３（３）②（ハ）競争性のな

い随意契約及び一者応札等の改善に向けた内部審査体制等について」（Ｐ．６２）、別

添資料（項目５）「契約 ②契約監視委員会以外の契約審査体制とその活動状況」（Ｐ．

２３～Ｐ．２５）参照。） 

・土地・建物等の効率的な活用を促進し、自己収入の増加を図る等の観点から、施設の

一部として保有する会議室等について、一般利用への開放などにより、施設の有効活用

等について見直しを行ったか。（政・独委評価の視点事項と同様） 

実績：○ 

機構業務の実施に支障のない範囲内で、施設設備の開放を行うなど、その有効活用

を図った。（実施件数１，５２５件）（業務実績「３（４）①施設の有効活用等」（Ｐ．

６２）参照。） 

・「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19年 12月 24日閣議決定）で処分等すること

とされた資産についての処分等の取組状況が明らかにされているか。その上で取組状況

や進捗状況等についての評価が行われているか。（政・独委評価の視点） 

実績：○ 

「独立行政法人整理合理化計画」（平成１９年１２月２４日閣議決定）及び「雇用・

能力開発機構の廃止について」（平成２０年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、平成

２２年４月の厚生労働省省内事業仕分けにおいて提示した保有資産の見直し案に基

づき、以下のとおり見直し等を行った。 

・ いわき職業能力開発促進センター外１施設の敷地の一部を地方公共団体等へ譲

渡し、いわき職業能力開発促進センター外２施設の敷地の一部を返還した。 

・ 釧路職業能力開発促進センター外４施設の敷地等の一部について、独立行政法

人雇用・能力開発機構法を廃止する法律（平成２３年法律第２６号。以下「廃止

法」という。）附則第２条第２項の規定に従い国に承継する資産として整理し、廃

止法の施行日である平成２３年１０月１日に国に承継した。 

・ 旧大阪地域職業訓練センターを地元自治体と協議の上、社団法人へ譲渡した。 

・ 旧魚津地域職業訓練センター外９施設については、廃止法附則第２条第２項の規

定に従い国に承継する資産として整理し、廃止法の施行日である平成２３年１０月

１日に国に承継した。 

・ 旧国際能力開発支援センターについては、廃止法附則第２条第２項の規定に従い

国に承継する資産として整理し、廃止法の施行日である平成２３年１０月１日に国

に承継した。 

・ 職員宿舎については、平成２３年９月末までに３５施設を廃止した。 

また、平成２２年度中に廃止した１５施設を売却するとともに、機構の解散ま

でに廃止し、未売却である１７８施設については、廃止法附則第２条第２項の規

定に従い国に承継する資産として整理し、廃止法の施行日である平成２３年１０

月１日に国に承継した。 

・ 旧私のしごと館については、廃止法附則第２条第２項の規定に従い国に承継す

る資産として整理し、廃止法の施行日である平成２３年１０月１日に国に承継し

た。 

・ 雇用促進住宅については、平成２３年度上半期に１２住宅を譲渡等した結果、

所有住宅数は１，３３３住宅となった。（業務実績「３（４）②保有資産の見直し

等」（Ｐ．６２、６３）参照。） 
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・決算情報・セグメント情報の公表の充実等を図ったか。 実績：○ 

平成２２年度一般勘定の決算報告書における支出経費のセグメント情報として、施

設ごとに主要な業務（職業能力開発業務及び雇用開発業務）をセグメントの単位とす

る「施設別・事業別支出経費の内訳」の公表に向け準備を行った。 

さらに、平成２２年度の財務諸表の増減分析等を図や表を用いて解説した「平成 

２２年度財務諸表の概要」、独立行政法人会計基準に基づく会計処理について解説し

た「独立行政法人の会計処理」を作成し、ホームページで公表した。 

また、「平成２２年度財務諸表の概要」においては、東日本大震災による影響額に

ついて記載し、決算情報の充実を図った。（業務実績「３（５）決算情報・セグメン

ト情報の公表の充実等について」（Ｐ．６３）参照。） 
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雇用・能力開発機構 評価シート１７（予算、収支計画、資金計画、短期借入金、剰余金）（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構） 

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度業務実績 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

１ 財形融資業務については、中期目標期間の最終年

度までに累積欠損の解消を目指すこと。このため、

収益改善及び業務経費の削減等に関する具体的な

計画を策定し、当該計画を着実に実行するととも

に、適正な債権管理に努めること。 

 

 

 

 

 

２ 暫定的に行う業務についても下記に従い、財務内

容の改善に努めること。 

（１）雇用促進融資については、債権管理を適切に行

い、リスク管理債権（貸倒懸念債権及び破産更正

債権等）の処理を進めるとともに、財政投融資へ

の着実な償還を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）雇用促進住宅について 

① 「規制改革推進のための３か年計画」（平成

１９年６月２２日閣議決定）等に基づき、民間

事業者等の知見・ノウハウを活用しながら、総

収益の最大化を図りつつ、現に入居者がいるこ

とを踏まえた上で、雇用促進住宅（以下（２）

において「住宅」という。）の売却方法につい

て常に工夫を行いつつ、譲渡を着実に推進し、

これを可能な限り前倒しできるよう取り組み、

遅くとも平成３３年度までにすべての譲渡・廃

止を完了すること。ただし、雇用失業情勢にか

んがみ必要と認められる間、解雇等に伴い住居

を喪失した求職者の支援策として、平成２０年

度までに廃止決定した「全住宅の２分の１の住

宅」を含め、最大限活用することとし、現に入

居している者への配慮をしつつ、その適切な実

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

１ 中期計画を実施するため、また、下記の方針のも

と、予算、収支計画及び資金計画を策定する。 

（１）財形融資については、効果的な普及啓発活動に

より貸付額の確保を図りつつ適正な貸付金利の

設定等により中期目標期間の最終年度までに累

積欠損の解消を目指す。このため、収益改善及び

業務経費の削減等に関する具体的な計画を策定

し、当該計画を着実に実行するとともに、金融機

関等を通じ債権の適正な管理に努める。 

 

（２）雇用促進融資については、金融機関等を通じ債

権管理を適切に行うとともに、リスク管理債権

（貸倒懸念債権及び破産更生債権等）について

は、必要に応じて法的措置を講じること等によ

り、債権の回収・処理に努め、償還計画どおり、

財政投融資への着実な償還を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）雇用促進住宅について 

① 民間事業者等の知見・ノウハウを活用しなが

ら、総収益の最大化を図りつつ、現に入居者が

いることを踏まえた上で、雇用促進住宅（以下

（３）において「住宅」という。）の売却方法

について常に工夫を行いつつ、譲渡を着実に推

進し、これを可能な限り前倒しできるよう取り

組み、遅くとも平成３３年度までにすべての譲

渡・廃止を完了する。ただし、雇用失業情勢に

かんがみ必要と認められる間、解雇等に伴い住

居を喪失した求職者の支援策として、平成２０

年度までに廃止決定した「全住宅の２分の１の

住宅」を含め、最大限活用することとし、現に

入居している者への配慮をしつつ、その適切な

実施に留意する。 

また、平成１９年度末までに、人件費及び事

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

１ 下記の方針のもと、予算、収支計画及び資金計画

を策定する。 

（１）財形融資については、効果的な普及啓発活動に

より当年度貸付額の確保を図りつつ適正な貸付

金利の設定、業務経費の削減等により累積欠損金

の解消に向け、収益改善を図る。 

また、債権管理については、金融機関等との連

携を密にし、債務者及び抵当物件に係る情報の収

集及び現状把握等を行い、適正な管理に努める。 

   

（２）雇用促進融資の債権管理については、金融機関

等との連携を密にし、債務者及び抵当物件に係る

情報の収集及び現状把握等による債権の適切な

管理、リスク管理債権（貸倒懸念債権及び破産更

生債権等）に係る適切な指導や必要に応じた法的

措置の実施等による債権の回収・処理に努め、償

還計画どおり、財政投融資への着実な償還を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）雇用促進住宅について 

① 雇用促進住宅の譲渡を着実に推進する。た

だし、雇用失業情勢にかんがみ必要と認めら

れる間、解雇等に伴い住居を喪失した求職者

の支援策として、現に入居している者への配

慮をしつつ、平成２０年度までに廃止決定し

た「全住宅の２分の１の住宅」を含め、最大

限活用する。 

 

    

 

 

 

 

 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

１ 基本的な方針 

（１）財形融資（勤退機構） 

① 累積欠損金の解消 

当期利益として、２８億円を計上した結果、累積欠損金は平成２３年９月末時点で４３

億円となった。 

（平成２３年度（上半期）の貸付額 ７０億円） 

② 債権管理 

債務者及び抵当物件に係る情報収集及び現状把握等、債権の適正な管理を行うとともに、

各（再）受託金融機関に対し連携強化に向けた文書を発出した。 

 

（２）雇用促進融資（勤退機構） 

雇用促進融資については、適切な債権管理及び財政投融資への償還等を以下のとおり行った。 

① 債権管理 

（イ）債権管理 

債務者及び抵当物件に係る情報収集及び現状把握等、債権の適切な管理を行うととも

に、各（再）受託金融機関に対し、連携強化に向けた文書を発出した。 

（ロ）リスク管理債権 

債権管理業務を受託している金融機関に対し業務指導を実施し、現状の把握等適切な管

理に努めるとともに、債権の回収・処理に努めた。 

（平成２３年度（上半期）実績） 

・ 業務指導     ９回 

・ 法的措置状況   ２回 

② 財政投融資への償還 

財政投融資への償還に関しては、約定通りの償還を行った。 

（平成２３年度（上半期）実績） 

償還額： 元金  １０ 億円 

利息    ３億円 

 

（３）雇用促進住宅について（高障求機構） 

① 雇用促進住宅の譲渡等については、６住宅を地方公共団体へ譲渡するとともに、更に６

住宅について、入居者の退去が完了したことにより全棟空戸化したため用途廃止し、譲渡

を推進した。この結果、事業年度末における所有住宅数は、１，３３３住宅（３，４０６

棟１２５，９９９戸）となった。 

〈参考〉 

平成２２年度末 １，３４５住宅（３，４３４棟１２７，０１４戸） 

その他、９月末現在で、地方公共団体が譲り受けの意向を表明した８５住宅について、

譲渡協議を進めている。 

また、緊急一時入居者については、平成２０年１２月１５日からの受入開始以降、廃止

決定した住宅を含め、９月末現在で、入居決定件数（累計）１０，２１５戸、入居戸数（実

数）４，３３３戸となっている。 

〈参考〉 

平成２２年度末の状況 

・ 入居決定件数 ９，９８６戸（累計） 

・ 入居戸数   ４，４４５戸（実数） 
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施に留意すること。 

また、平成１９年度末までに、人件費及び事

務費の管理経費を平成１４年度に比べておお

むね３割削減し、譲渡・廃止まで合理的な経営

に努めること。 

 

 

② 独立行政法人整理合理化計画等に基づき、次

の措置を講ずること。 

（イ）売却を加速化させるための措置 

平成２０年度中に運営が赤字の住宅を廃

止決定し、中期目標期間の最終年度までに全

住宅の２分の１を廃止決定するとともに、平

成２０年度から売却業務を民間等に委託す

るなど、売却を加速化するための具体的方策

を速やかに講ずること。 

（ロ）随意契約の見直し等 

（ⅰ）譲渡・廃止が完了するまでの間は、独立

採算による合理的な経営に努めること。そ

のため、管理運営に係る委託業務につい

て、随意契約を改め、平成２０年度はブロ

ック単位、平成２１年度以降は都道府県単

位ごとの競争性のある入札方式へ移行す

るとともに、計画修繕の廃止などを通じ、

委託費の大幅な削減を図ること。 

 

 

 

 

 

（ⅱ）公務員の入居者に対し、速やかな退去を

促すための具体的方策を講ずること。 

 

務費の管理経費を平成１４年度に比べておお

むね３割削減し、譲渡・廃止まで合理的な経営

に努める。 

 

 

 

 

② 独立行政法人整理合理化計画等に基づき、次

の措置を講ずる。 

（イ）売却を加速化させるための措置 

平成２０年度中に運営が赤字の住宅を廃

止決定し、中期目標期間の最終年度までに全

住宅の２分の１を廃止決定するとともに、平

成２０年度から売却業務を民間等に委託す

るなど、売却を加速化するための具体的方策

を速やかに講ずる。 

（ロ）随意契約の見直し等 

（ⅰ）譲渡・廃止が完了するまでの間は、独立

採算による合理的な経営に努める。そのた

め、管理運営に係る委託業務について、随

意契約を改め、平成２０年度はブロック単

位、平成２１年度以降は都道府県単位ごと

の競争性のある入札方式へ移行するとと

もに、計画修繕の廃止などを通じ、委託費

の大幅な削減を図る。 

 

 

 

 

 

（ⅱ）公務員の入居者に対し、速やかな退去を

促すための具体的方策を講ずる。 

 

２ 予算 別紙１のとおり 

３ 収支計画 別紙２のとおり 

４ 資金計画 別紙３のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 売却業務を民間等に委託する。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 管理運営に係る委託業務について、民間事

業者の参入のさらなる促進により、委託費の

削減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 予算 別紙１のとおり 

３ 収支計画 別紙２のとおり 

４ 資金計画 別紙３のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加えて、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災に伴い住戸を喪失した被災者等

についても雇用促進住宅を無償提供することとし、９月末現在、入居決定件数（累計）  

６，７８３戸、入居戸数（実数）５，１５２戸となっている。 

〈参考〉 

平成２２年度末の状況 

・ 入居決定件数 ６７１戸（累計） 

・ 入居戸数   ４２３戸（実数） 

 

 

② 平成２０年度より実施していた売却業務の民間等への委託については、平成２２年度を

もって業務を終了したが、売却を加速するため、平成２２年度末に取り壊しを行った２住

宅の売却に向けて、売却予定価格の算定に必要となる不動産鑑定業者による鑑定評価を実

施し、併せて売却に必要となる重要事項説明の実施に係る業者選定を行った。 

 

 

 

 

③ 管理運営に係る委託業務については、平成２２年度の最低価格落札方式による一般競争

入札を引き続き実施したところであるが、特に、平成２２年５月に開催された行政刷新会

議事業仕分けの結果を受け、更なる民間参入を促進するため、入札公告期間の拡大や厚生

労働省ホームページへの掲載等、多様な手段による周知を行うとともに、住宅数の多い都

道府県については更に分割し、全国で平成２２年度の４７単位から、６２単位にして発注

を行った。 

その結果、住宅の管理運営業務における民間受託者については、平成２２年度の２事業

者から６事業者に増加した。 

なお、平成２３年度の管理運営委託費のうち、競争対象経費分の契約額は、４０億円と

なった。 

〈参考〉 

・ 平成２１年度競争対象経費決算額 ４７億円 

・ 平成２２年度競争対象経費決算額 ３８億円 

 

 

 

２ 予算 

３ 収支計画 

４ 資金計画 

平成２３年度の予算、収支計画、資金計画に対しての予算執行等の実績は、決算報告書及び

財務諸表のとおりであり、中期計画に基づく予算の範囲内で執行した。 

運営費交付金の収益化については、一般管理費の一部について、期間進行基準、その他の経

費について費用進行基準を適用し、適正に執行した。 

資金（予算）管理にあたっては、決算実績を踏まえた年度計画の作成、資金（予算）の執行、

年度途中での執行状況の点検、点検結果を踏まえた年間計画の変更といったＰＤＣＡサイクル

により、業務目標や業務実績の達成状況を見据えながら実施した。 

財務諸表附属明細書により関連公益法人等に関する情報を開示している。 
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第４ 短期借入金の限度額 

１ 勤労者財産形成促進業務において資金繰り上発

生する資金の不足への対応として ５８５億円 

 

 

 

 

２ 運営費交付金の受入れの遅延等による資金の不

足又は予定外退職者の発生に伴う退職手当の支給

への対応として ２００億円 

 

第５ 剰余金の使途 

剰余金が発生した際の使途は、中期計画の達成状況

を見つつ、事業の改善・質の向上に資する業務に充て

ることとする。 

 

 

第４ 短期借入金の限度額 

１ 勤労者財産形成促進業務において資金繰り上発

生する資金の不足への対応として  ５８５億円 

 

 

 

 

２ 運営費交付金の受入れの遅延等による資金の不

足又は予定外退職者の発生に伴う退職手当の支給

への対応として ２００億円  

 

第５ 剰余金の使途 

剰余金が発生した際の使途は、年度計画の達成状況

を見つつ、事業の改善・質の向上に資する業務に充て

ることとする。 

 

第４ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金（勤退機構） 

資金繰り上発生した資金不足に対するつなぎ資金として、借入限度額の範囲内で、借入を行

った。 

・ 借入限度額 ：５８５億円 

・ 借入額   ：２１０億円（平成２３年度（上半期）実績） 

 

２ 短期借入金（運営費交付金）（高障求機構） 

借入実績なし。 

 

 

第５ 剰余金の使途 

前年度に剰余金は発生していないことから、剰余金の使用実績はなかった。 

 

評価の視点等 【評価項目１７予算、収支計画、資金計画、短期借入金、 

剰余金】 

自己評価 高障求機構 Ａ  評定 高障求機構   

勤退機構 Ｂ 勤退機構  

               【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の自己評価理由】 

以下の取組により、「評価の視点」に対応した。 

・ 雇用促進住宅については、平成２３年度上半期に１２住宅を譲渡等した結果、所有

住宅数は１，３３３住宅となった。 

・ また、住宅の管理運営に係る委託契約については、引き続き最低価格落札方式によ

る一般競争入札によることとするとともに、更なる民間参入を促進するため、入札公

告期間の拡大や厚生労働省ホームページへの掲載等、多様な手段による周知や、住宅

数の多い都道府県については更に分割し、全国で平成２２年度の４７単位から６２単

位にして発注を行った。この結果、住宅の管理運営業務における民間受託者は、平成

２２年度の２事業者から６事業者に増加した。 

・ 運営費交付金の収益化については、一般管理費の一部について期間進行基準、その

他の経費について費用進行基準を採用し適正な執行を行った。 

 

【独立行政法人勤労者退職金共済機構の自己評価理由】 

・ 財形融資については、当期利益として、２８億円を計上した結果、累積欠損金は  

４３億円となった。 

・ 雇用促進融資については、約定どおり財政投融資へ償還を行った。 

 以上により、財形融資や雇用促進融資について計画に沿った取組を行ったことから、

自己評価を「Ｂ」とした。 

 

［数値目標］ 

・雇用促進住宅について、平成１９年度末までに、人件費及び事務費の管理経費を平成

１４年度に比べておおむね３割削減し、譲渡・廃止までに合理的な経営に努めたか。 

（実績 平成１９年度 ４１％削減 ※達成済）（独立行政法人高齢・障害・求職者雇

用支援機構） 

 

 

  達成済み。 

［評価の視点］ 

・財形融資について、累積欠損金の解消に向け、収益改善及び業務経費の削減等に関す

る具体的な計画を策定し、当該計画を着実に実行したか。（政・独委評価の視点事項と

実績：○ 

財形融資については、当期利益として、２８億円を計上した結果、累積欠損金は  

４３億円となった。（業務実績「（１）①累積欠損金の解消」（Ｐ．７０）参照。） 
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同様）（独立行政法人勤労者退職金共済機構） 

・金融機関等との連携を通じて債権の適正な管理に努めたか。（独立行政法人勤労者退

職金共済機構） 

実績：○ 

債務者及び抵当物件に係る情報収集及び現状把握等、債権の適切な管理を行うとと

もに、各（再）受託金融機関に対し、連携強化に向けた文書を発出し債権の適正な管

理に努めた。（業務実績「（１）②債権管理」（Ｐ．７０）参照。） 

・雇用促進融資について、金融機関等との連携を通じて債権の適正な管理を行うととも

に、リスク管理債権の回収・処理に努め、償還計画どおり、財政投融資への着実な償還

を行ったか。（政・独委評価の視点事項と同様）（独立行政法人勤労者退職金共済機構） 

実績：○ 
雇用促進融資については、債務者及び抵当物件に係る情報収集及び現状把握等、債

権の適切な管理を行うとともに、各（再）受託金融機関に対し、連携強化に向けた文

書を発出した。また、債権管理業務を受託している金融機関に対し業務指導を９回実

施し、現状の把握等適切な管理に努めるとともに、債権の回収・処理に努めた。 

なお、財政投融資への償還に関しては、約定通りの償還を行った。（業務実績「（２）

雇用促進融資」（Ｐ．７０）参照。） 

・貸付金、未収金等の債権について、回収計画が策定されているか。回収計画が策定さ

れていない場合、その理由の妥当性についての検証が行われているか。（政・独委評価

の視点）（独立行政法人勤労者退職金共済機構） 

実績：○ 
機構で保有した債権については、催告を行うも弁済が認められない場合、必要に応

じて法的措置を講じて、貸倒懸念債権の解消に取り組んだ。（別添資料（項目２）「保

有資産の管理・運用等 ③債権の回収状況」（Ｐ．５）参照。） 

・回収計画の実施状況についての評価が行われているか。評価に際し、ⅰ）貸倒懸念債

権・破産更生債権等の金額やその貸付金等残高に占める割合が増加している場合、ⅱ）

計画と実績に差がある場合の要因分析を行っているか。（政・独委評価の視点） 

（独立行政法人勤労者退職金共済機構） 

実績：○ 

・ 財形融資貸付金 

平成２３年９月３０日現在で回収予定額は３９，５１４，６２５千円に対し、回

収額は３９，２５４，０８８千円となっている。 

・ 財形融資資金貸付金 

平成２３年９月３０日現在で回収予定額は１，７９６，１９１千円に対し、回収

額は１，７９６，１９１千円と約定通りの返済となっている。（別添資料（項目２）

「保有資産の管理・運用等 ③債権の回収状況」（Ｐ．５）参照。） 

・回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必要性等の検討が行われているか。（政・独

委評価の視点）（独立行政法人勤労者退職金共済機構） 

実績：○ 
機構で保有した債権については、催告を行うも弁済が認められない場合、必要に応

じて法的措置を講じて、貸倒懸念債権の解消に取り組んだ。（別添資料（項目２）「保

有資産の管理・運用等 ③債権の回収状況」（Ｐ．５）参照。） 

・雇用促進住宅について、平成３３年度までに譲渡・廃止を完了するため、譲渡等を着

実に推進したか。（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

実績：○ 

雇用促進住宅については、平成２３年度上半期に１２住宅を譲渡等した結果、平成

２３年９月末における所有住宅数は１，３３３住宅（３，４０６棟、１２５，９９９

戸）となった。（業務実績「１（３）雇用促進住宅について①」（Ｐ．７０、７１）参

照。） 

・雇用失業情勢にかんがみ必要と認められる間、解雇等に伴い住居を喪失した求職者の

支援策として、平成２０年度までに廃止決定した住宅を含め、最大限活用を図ったか。 

（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

実績：○ 

緊急一時入居については、平成２３年９月末現在、入居決定件数１０，２１５戸（累

計）、入居戸数４，３３３戸（実数）となり、平成２０年度までに廃止決定した住宅

を含め、最大限の活用を図った。（業務実績「１（３）雇用促進住宅について①」（Ｐ．

７０、７１）参照。） 

・平成２０年度中に運営が赤字の住宅を廃止決定し、中期目標期間の最終年度までに全

住宅の２分の１を廃止決定するとともに、平成２０年度から売却業務を民間等に委託す

るなど、売却を加速化するための具体的方策を速やかに講じたか。（独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構） 

実績：○ 

平成２０年度より実施していた売却業務の民間等への委託については、平成２２年

度をもって業務を終了したが、売却を加速するため、平成２２年度末に取り壊しを行

った２住宅の売却に向けて、売却予定価格の算定に必要となる不動産鑑定業者による

鑑定評価を実施し、併せて売却に必要となる重要事項説明の実施に係る業者選定を行

った。（業務実績「１（３）雇用促進住宅について②」（Ｐ．７１）参照。） 

 

・譲渡・廃止が完了するまでの間は、独立採算による合理的な経営に努めたか。（独立

行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

実績：○ 

雇用促進住宅については、外部からの借り入れや他予算（国費含む）の流用が一切
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なく、家賃収入による独立採算で運営しており、管理運営に係る委託業務については、

平成２２年度に実施した最低価格落札方式による一般競争入札を引き続き実施する

とともに、更なる民間参入を促進するため、入札公告期間の拡大や厚生労働省ホーム

ページへの掲載等、多様な手段による周知を行うとともに、住宅数の多い都道府県に

ついては受託しやすいよう更に分割し、全国で平成２２年度の４７単位から６２単位

にして発注を行った。 

（業務実績「１（３）雇用促進住宅について①」（Ｐ．７０、７１）参照。） 

・管理運営に係る委託業務について、随意契約を改め、平成２０年度はブロック単位、

平成２１年度以降は都道府県単位ごとの競争性のある入札方式へ移行するとともに、計

画修繕の廃止などを通じ、委託費の大幅な削減を図ったか。（独立行政法人高齢・障害・

求職者雇用支援機構） 

実績：○ 

平成２３年度の委託先との契約は、平成２２年度に実施した最低価格落札方式によ

る一般競争入札を引き続き実施するとともに、更なる民間参入を促進するため、入札

公告期間の拡大や厚生労働省ホームページへの掲載等、多様な手段による周知を行う

とともに、住宅数の多い都道府県については受託しやすいよう更に分割し、全国で平

成２２年度の４７単位から６２単位にして発注を行った。この結果、住宅の管理運営

業務における民間受託者は、平成２２年度の２事業者から６事業者に増加した。 

また、計画修繕は、平成２０年度に廃止し、必要最小限の修繕を行っており、委託

費は、年度末の精算としているため、平成２３年９月末現在では確定することができ

ない。（業務実績「１（３）雇用促進住宅について③」（Ｐ．７１）参照。） 

・公務員の入居者に対し、速やかな退去を促すための具体的方策を講じたか。 実績：－ 

  達成済み  

・「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19年 12月 24日閣議決定）で処分等すること

とされた資産についての処分等の取組状況が明らかにされているか。その上で取組状況

や進捗状況等についての評価が行われているか。（政・独委評価の視点）（独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

実績：○ 

雇用促進住宅の譲渡等については、平成２３年度上半期に１２住宅を譲渡等した結

果、平成２３年９月末における所有住宅数は１，３３３住宅（３，４０６棟、     

１２５，９９９戸）となった。（業務実績「１（３）雇用促進住宅について①」（Ｐ．

７０、７１）参照。） 

・中期計画に基づく予算を作成し、当該予算範囲内で予算執行を行ったか。（独立行政

法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

実績：○ 

中期計画に基づく予算を作成するとともに、予算執行に当たっては、決算実績を踏

まえた年間計画の作成、資金（予算）の執行、年度途中での執行状況の点検、点検結

果を踏まえた年間計画の変更といったＰＤＣＡサイクルにより、業務目標や業務実績

の達成状況を見据えながら徹底した管理を行った結果、当該予算の範囲内で執行でき

た。（業務実績「２ 予算、３ 収支計画、４ 資金計画」（Ｐ．７１）参照。） 

・運営費交付金について、収益化基準に従って適正に執行したか。（独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構） 

実績：○ 

運営費交付金の収益化については、一般管理費の一部について期間進行基準、その

他の経費について費用進行基準を採用し、適正に執行した。（業務実績「２ 予算、

３ 収支計画、４ 資金計画」（Ｐ．７１）参照。） 

・関連公益法人との関係について、透明性確保に向けた見直しを図っているか。（政・

独委評価の視点事項と同様）（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

実績：○ 

財務諸表附属明細書により関連公益法人等に関する情報を開示している。 

 ・ 財団法人雇用振興協会 

平成２３年度の委託先との契約は、平成２２年度に実施した最低価格落札方式に

よる一般競争入札を引き続き実施するとともに、更なる民間参入を促進するため、

入札公告期間の拡大や厚生労働省ホームページへの掲載等、多様な手段による周知

を行うとともに、住宅数の多い都道府県については更に分割し、全国で平成２２年

度の４７単位から６２単位にして発注を行った。この結果、住宅の管理運営業務に

おける民間受託者については、平成２２年度の２事業者から６事業者に増加した。 

・ 労働関係法人厚生年金基金 

厚生年金保険法に基づき設立された法人であって、同法に基づき、加入員及び加

入員であった者に対して年金給付に係る業務を実施しているもの（機構は掛金の事

業主負担分を負担。）。 
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・ 雇用・能力開発機構健康保険組合 

健康保険法に基づき設立された法人であって、同法に基づき、組合員である被保

険者に対して健康保険に係る業務を実施しているもの（機構は健康保険料の事業主

負担分を負担。）。（業務実績「１（３）雇用促進住宅について③」（Ｐ．７１）、「２ 

予算、３ 収支計画、４ 資金計画」（Ｐ．７１）、別添資料（項目５）「契約 ⑦

公益法人等との契約の状況」（Ｐ．２７）、別添資料（項目７）「事務・事業の見直

し等 ⑤公益法人等との関係の透明性確保」（Ｐ．５１）参照。） 

・短期借入金の限度額を超えなかったか。また、借入を行う理由は適切であったか。（独

立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構） 

実績：○ 

勤労者財産形成促進業務については、資金繰り上発生した資金不足に対するつなぎ

資金として、借入限度額の範囲内で、借入を行った。（勤退機構） 

また、運営費交付金については、借入実績はなかった。（高障求機構）（業務実績「第

４ 短期借入金の限度額」（Ｐ．７２）参照。） 

・剰余金の使途は適切であったか。（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 実績：○ 

  前年度に剰余金は発生していないことから、剰余金の使用実績はなかった。（業務

実績「第５ 剰余金の使途」（Ｐ．７２）参照。） 

・利益剰余金が計上されている場合、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地か

ら実施されることが必要な業務を遂行するという法人の性格に照らし過大な利益とな

っていないか評価が行われているか。（政・独委評価の視点）（独立行政法人高齢・障害・

求職者雇用支援機構） 

実績：○ 

・ 一般勘定（利益剰余金：１８８億円） 

「独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律」（平成２３年法律第２６

号。以下「廃止法」という。）附則第２条第２項に基づき、利益剰余金１８８億円

のうち約１６９億円については、国が承継する現金資産として平成２４年１月 

１０日に国庫納付された。 

また、廃止法附則第２条第１４項に基づく積立金の処分により、残額約１９億

円については、雇用促進融資業務に必要な財源として独立行政法人勤労者退職金

共済機構に承継された。 

・ 宿舎等勘定（利益剰余金：６３４億円） 

廃止法附則第２条第１３項に基づく積立金の処分により、利益剰余金６３４億

円のうち約２７８億円については、宿舎等業務に必要な財源として当機構に承継

され、残額約３５６億円については、平成２４年１月１０日に国庫納付された。

（別添資料（項目１）「財務状況 ⑤１００億円以上の利益剰余金又は繰越欠損金

が生じている場合の対処状況」（Ｐ．１、２）参照。） 

・当期総利益（又は当期総損失）の発生要因が明らかにされているか。また、当期総利

益（又は当期総損失）の発生要因の分析を行った上で、当該要因が法人の業務運営に問

題等があることによるものかを検証し、業務運営に問題等があることが判明した場合に

は当該問題等を踏まえた評価が行われているか。 

（具体的取組） 

 １億円以上の当期総利益がある場合において、目的積立金を申請しなかった理由の分

析について留意する。（政・独委評価の視点）（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支

援機構） 

実績：○ 

・ 一般勘定（当期総利益：１４８億円） 

主に、中期目標期間の最終年度において、運営費交付金債務残高を精算するため

に全額収益化したことに伴う利益である。目的積立金の申請はしていない。 

・ 財形勘定（当期総利益：２８億円） 

主に、財形融資貸付金の金利が、原資である雇用・能力開発債券及び長期借入金

の調達金利よりも高く設定しているため、利益が発生した。 

前事業年度から繰り越した損失をうめるために、当該総利益を全額充てたため、

目的積立金の申請はしていない。 

・ 宿舎等勘定（当期総利益：６億円） 

主に、雇用促進住宅の修繕の見合わせ等により、経費が減尐したことに伴う利益

である。目的積立金の申請はしていない。（別添資料（項目１）「財務状況 ④利益

の発生要因及び目的積立金の申請状況」（Ｐ．１）参照。） 
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雇用・能力開発機構 評価シート１８（人員、施設・設備、積立金の処分）（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６ その他主務省令で定める業務運営に関する事 

 項 

１ 人員に関する計画 

常勤職員数については、平成１８年度末に比べて

期末において６００名（うち１５０名は平成１９年

度末までに）を削減する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施設・設備に関する計画 

雇用失業情勢等に対応した、効果的・効率的な職

業訓練の実施等を図るため、施設の老朽化等を踏ま

え、計画的な修繕等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 積立金の処分に関する事項 

前期中期目標期間繰越積立金は、介護労働者福祉

業務、雇用促進融資業務及び宿舎等業務に充てるこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６ その他主務省令で定める業務運営に関する事

項  

１ 人員に関する計画 

平成２３年度末の常勤職員数については、平成

１８年度末に比べて６００名以上削減する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施設・設備に関する計画 

施設の老朽化等に伴い、次のとおり施設・設備

の建替、更新等を行う。 

① 実習場建替（４件） 

② 受変電設備更新（２件） 

（注）上記の計画については、予見しがたい事

情等を勘案し、施設・設備を追加又は変更

することがあり得る。 

 

 

 

 

 

３ 積立金の処分に関する事項 

前期中期目標期間繰越積立金は、雇用促進融資

業務及び宿舎等業務に充てることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

１ 人員に関する計画 

平成２３年９月末の常勤職員数については、平成１８年度末と比べて９７３名削減した。 

・ １９年度の削減数  １７０名 

・ ２０年度の削減数  ２８２名 

・ ２１年度の削減数  ４１３名 

・ ２２年度の削減数  ５３０名 

・ ２３年度の削減数  ９７３名 

 

     （単位：人） 

区分 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

常勤職員数 ４，０９０ ３，９２０ ３，８０８ ３，６７７ ３，５６０ ３，１１７ 

対前年度 

削減数 

 
△１７０ △１１２ △１３１ △１１７ △４４３ 

対１８年度

削減数 

 
△１７０ △２８２ △４１３ △５３０ △９７３ 

 

２ 施設・設備に関する計画 

施設の老朽化等に伴い、次のとおり施設・設備の建替、更新に着手した。 

 

① 実習場建替（４件） 

② 受変電設備更新（６件） 

③ 給水設備更新（２件） 

④ 消火設備更新（１件） 

⑤ 空調設備更新（３件） 

⑥ 震災復旧工事（２件） 

（注）平成２３年度においては、経年务化により能力が著しく低下した受変電設備４件、給水

設備２件、消火設備１件、空調設備３件の更新工事及び東日本大震災により被災した施設

の復旧工事２件を追加した。 

 

３ 積立金の処分に関する事項 

（１）雇用促進融資業務積立金 

主に長期借入金に係る支払利息が雇用促進融資の貸付金利息を上回る制度上の仕組みによ

り、当期純損失が３億円生じたため、雇用促進融資業務積立金を同額取り崩し、当該業務の

経費に充てた。 

なお、当該積立金の残額１８億円については、雇用促進融資業務の移管先である（独）勤

労者退職金共済機構が、廃止法附則第２条第１４項に基づき処分し、（独）勤労者退職金共済

機構が実施する雇用促進融資業務に必要な財源に充てることが厚生労働大臣より承認され

た。 

 

（２）宿舎等勘定積立金 

主に宿舎賃貸料等収入が宿舎の修繕費等の支出を上回ったことにより、６億円の当期純利



 

77 

 

 

 

 

 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

「雇用・能力開発機構の廃止について」（平成 20 年

12 月 24 日閣議決定。以下単に「閣議決定」という。）

において、法人を廃止し、業務・組織を見直すなど抜

本的な改革を行うこととされたが、これらの実現に向

け、当省において所要の検討を行い、必要な措置を講

ずるため、機構は必要な協力を行うこと。また、閣議

決定に盛り込まれた措置のうち、機構において法改正

を待つまでもなく実施可能な事項については、速やか

に実行に着手すること。 

 

 

 

 

 

 

第７ その他業務運営に関する重要事項 

「雇用・能力開発機構の廃止について」（平成 20 年

12 月 24 日閣議決定。以下単に「閣議決定」という。）

において、法人を廃止し、業務・組織を見直すなど抜

本的な改革を行うこととされたが、これらの実現に向

け、厚生労働省において所要の検討を行い、必要な措

置を講ずるため、機構は必要な協力を行う。また、閣

議決定に盛り込まれた措置のうち、法改正を待つまで

もなく実施可能な事項については、速やかに実行に着

手する。 

 

 

 

 

 

 

 

第７  その他業務運営に関する重要事項  

 「雇用・能力開発機構の廃止について」（平成 20

年 12月 24日閣議決定。）を踏まえ、厚生労働省にお

いて所要の検討を行い、必要な措置を講ずるため、機

構は、必要な協力を行う。また、閣議決定に盛り込ま

れた措置のうち、資産の効率的活用等、法改正を待つ

までもなく実施可能な事項については、速やかに実行

に着手する。 

 

益が生じたため、積立金を取り崩す必要がなかったものである。 

なお、当該積立金の残額６３４億円については、宿舎等業務の移管先である（独）高齢・

障害・求職者雇用支援機構が、廃止法附則第２条第１３項に基づき処分し、（独）高齢・障害・

求職者雇用支援機構が実施する宿舎等業務に必要な財源として厚生労働大臣が認めた額  

２７７億円を除き、平成２４年１月１０日までに国庫納付することとしている。 

 

第７  その他業務運営に関する重要事項  

厚生労働省が閣議決定を踏まえた所要の検討等を行うため、資料提出等必要な協力を行った。 

また、閣議決定に盛り込まれた措置のうち、法改正を待つまでもなく実施可能な事項について、

以下のとおり速やかに実行に着手した。 

① 地域職業訓練センター等の廃止等 

閣議決定において「業務及び施設について、真に必要かどうかを精査した上で、不要なもの

については廃止するなど、スリム化を図る。」とされたことから、平成２２年度中に地域職業訓

練センター等は廃止し、地方自治体等から譲渡希望のなかったものについては、廃止法附則第

２条第２項の規定に従い国に承継する資産として整理し、廃止法の施行日である平成２３年 

１０月１日に国に承継するなどの措置を講じた。 

② 職業能力開発施設の一部敷地等の処分 

閣議決定において「業務及び施設について、真に必要かどうかを精査した上で、不要なもの

については廃止するなど、スリム化を図る。」とされたことから、職業能力開発施設に係る一部

敷地等の返還及び譲渡を行った。 

 

なお、廃止法の公布後は、本部及び各施設のホームページにおいて、法人の廃止・業務移管等の

内容を速やかに利用者に対して周知するとともに、国（都道府県労働局）、（独）高齢・障害者雇用

支援機構及び（独）勤労者退職金共済機構へ円滑に業務移管できるよう、十分な調整・引き継ぎを

行った。 

 

 

評価の視点等 【評価項目１８ 人員、施設・設備、積立金の処分】 自己評価 Ａ  評定   

 以下の取組により、「評価の視点」に対応した。 

・ 平成２３年９月末の常勤職員数については、平成１８年度末と比べて９７３名削減

したことにより年度計画の目標（６００名以上削減）を達成した。（平成１８年度末

４，０９０人→平成２３年９月末 ３，１１７人）。 

・ 施設の老朽化等の現況調査結果を踏まえ、施設・設備の建替、更新等を行った。 

・ 前期中期目標期間繰越積立金は、雇用促進融資業務に充てた。 

 

［数値目標］ 

・常勤職員数について平成１８年度末に比べて期末において６００名削減したか。 

（年度計画目標） 

１９年度の削減数 １５０名 

２０年度の削減数 ２８０名 

２１年度の削減数 ４１０名 

２２年度の削減数 ５３０名 

２３年度の削減数 ６００名以上 

 

平成２３年９月末の常勤職員数については、平成１８年度末と比べて９７３名削減

した。（業務実績「１ 人員に関する計画」（Ｐ．７６）参照。） 

・ １９年度の削減数 １７０名 

・ ２０年度の削減数 ２８２名 

・ ２１年度の削減数 ４１３名 

・ ２２年度の削減数 ５３０名 

・ ２３年度の削減数 ９７３名 

［評価の視点］ 

・施設・設備の老朽化等を踏まえ、計画的な修繕等を行ったか。 

 

実績：○ 

施設の老朽化等の現況調査結果を踏まえ、施設・設備の建替、更新等を行った。 

  また、平成２３年度においては、経年务化により能力が著しく低下した受変電設備

４件、給水設備２件、消火設備１件、空調設備３件の更新工事及び東日本大震災によ
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り被災した施設の復旧工事２件を追加した。（業務実績「２ 施設・設備に関する計

画」（Ｐ．７６）参照。） 

・前期中期目標期間繰越積立金は、介護労働者福祉業務、雇用促進融資業務及び宿舎等

業務に充てたか。 

実績：○ 

・ 雇用促進融資業務 

主に長期借入金に係る支払利息が雇用促進融資の貸付金利息を上回る制度上の

仕組みにより、当期純損失が３億円生じたため、雇用促進融資業務積立金を同額取

り崩し、当該業務の経費に充てた。（業務実績「３（１）雇用促進融資業務積立金」

（Ｐ．７６）参照。） 

・利益剰余金が計上されている場合、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地

から実施されることが必要な業務を遂行するという法人の性格に照らし過大な利益と

なっていないかについて評価が行われているか。（政・独委評価の視点） 

実績：○ 

・ 一般勘定（利益剰余金：１８８億円） 

「独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律」（平成２３年法律第２６

号。以下「廃止法」という。）附則第２条第２項に基づき、利益剰余金１８８億円

のうち約１６９億円については、国が承継する現金資産として平成２４年１月 

１０日に国庫納付された。 

また、廃止法附則第２条第１４項に基づく積立金の処分により、残額約１９億

円については、雇用促進融資業務に必要な財源として独立行政法人勤労者退職金

共済機構に承継された。 

・ 宿舎等勘定（利益剰余金：６３４億円） 

廃止法附則第２条第１３項に基づく積立金の処分により、利益剰余金６３４億

円のうち約２７８億円については、宿舎等業務に必要な財源として当機構に承継

され、残額約３５６億円については、平成２４年１月１０日に国庫納付された。

（別添資料（項目１）「財務状況 ⑤１００億円以上の利益剰余金又は繰越欠損金

が生じている場合の対処状況」（Ｐ．１、２）参照。） 

 


